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＊すべては子供たちのために＊
　子供一人一人が「生まれてきてよかった」といえるような人生を歩むためには、
学校・家庭・地域が連携して、様々な場面で学ぶことのできる環境を整備する
ことが重要です。
　子供がもっている無限の可能性を信じて、学ぶ意欲を育むことで、大人も一
緒に育つことができます。
　みんなが「いいところ」を発見して、認め
合い、今こそ連携・協力して、教育に取り組
むことが求められます。
　｢すべては子供たちのために｣みんなで力を
合わせて、これからの未来を担う子供たちの
育ちを支えていきましょう。
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日立市長 小 川 春 樹

日　立　市　教　育　大　綱日　立　市　教　育　大　綱

人づくり・まちづくり・そしてみんなの幸せづくり

教育大綱の全文は、日立市教育委員会のホームページに掲載されています。

人は一生学び続けるもの。
文化や芸術、スポーツなどに親しみながら、
市民一人ひとりが輝くための「教育」を応援します。
令和5年12月

　安心して子育てができる環境を整え、子どもの健やかな心と体
を育む家庭の教育力の向上を目指します。

学校が学校が
好き好き

ひたちが
好き

ひたちが
好き

　夢や希望をもち、グローバル化や技術革新の進む時代を生き抜
くための確かな学力を育む教育を目指します。

　お互いが認め合い未来への夢を描くことができる子どもたちを育てます。

まちのいいところを発見して、未来を描こうまちのいいところを発見して、未来を描こう

　海と山に恵まれた豊かな自然、歴史や伝統・文化など、ひたち
のルーツを学び、郷土を誇りに思う教育を目指します。

家族が家族が
好き好き

友だちが好き … みんなと一緒だから、毎日が楽しい

　生き生きと充実して、先生が子どもたちに向き合うことができる環境を整えます。

先 生 が 好 き … 愛情と熱意があふれる、授業は楽しい

　子どもたち一人一人が持つよさや可能性を見出し、伸ばすことができる教育を目指します。

自 分 が 好 き … 自分の可能性を信じて、夢を描くことは楽しい

愛情を感じながら、健やかに育つ愛情を感じながら、健やかに育つ

なりたい自分を夢見て、主体的に学ぶなりたい自分を夢見て、主体的に学ぶ

まちづくりは「人づくり」であり、人づくりは「未来づくり」。
ひたちらしさを活かした教育で、大きな可能性を伸ばしたい。

まち全体で、子どもたちの笑顔と元気を育みます。

日 立 市 民 の 歌
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　社会の変化がかつてない速さで進む中、学校教育には、これまで以上に大きな期待が寄せら

れています。こうした時代において、私たちは「これからの教育で何を大切にするのか」を改

めて確認し、共有していく必要性があります。

　文部科学省の次期指導要領の改定に向けた論点整理では、予測困難な社会を生きる子供たち

に必要な資質・能力として「主体的・対話的で深い学び」を通した学びの転換が示されています。

知識・技能を身に付けることに加え、それらを活用して課題を見いだし、他者と協働しながら

解決していく力が、今後の教育の中核となります。

　その中で、重要性を増しているのが情報活用能力の抜本的向上です。情報技術の進展は、社

会の在り方そのものを大きく変えています。子供たちは、膨大な情報に囲まれながら生活して

おり、情報を「使う側」としてだけでなく、「判断し、選択し、発信する主体」としての力が求

められています。情報活用能力の育成は、もはや一部の教科や活動にとどまるものではなく、

すべての教育活動を支える基盤となりうると捉える必要があります。

　GIGAスクール構想により整備されたICT環境は、個別最適な学びと協働的な学びを一体的

に進めるための大きな可能性をもっています。学習の進度や理解に応じた学びを支援するとと

もに、他者の考えに触れ、対話を通して学びを深める場を広げることができます。重要なのは

ICTを「使うこと」ではなく、学びの質を高めるために、「どのように活用するか」という視

点です。また、情報教育においては、情報モラルやデジタル・シティズンシップの育成が欠か

せません。情報の真偽を見極める力、他者の権利や立場を尊重する態度、責任ある情報発信の

在り方などは、これからの社会を生きる上で、不可欠な力です。学校が安心して学び、失敗か

ら学ぶことができる場として、計画的・継続的に取り組んでいく必要があるのです。

　「日立市学校教育振興計画」では、子供たちが変化の激しい社会を生き抜き、豊かな人生を送

るために必要な「生きる力」を育むことを基本とし、「ひたちらしさ」「デジタル化」「SDGs」「支

え合い」の４つの視点をもって施策の方向を示しております。これらの上位計画を受けて、「日

立の学校教育」では、重点事項を「ひたちスタイルの教育の推進」「一人一人に寄り添う指導

体制・教育環境の充実」「情報技術を活用した探究的な学びの実現」「ひたちらしさをいかした

多様な力の育成」の４つの柱で示しました。

　こうした教育を実現する上で、教職員の皆さまの専門性と挑戦する姿勢は何よりも重要です。

新たな教育課題に向き合う中で、悩みや困難もあるかと思いますが、校内外で学び合い、知見

を共有しながら取り組むことが子供たちの学びの充実につながります。教育委員会としても、

研修や環境整備、学校訪問などを通して皆さまの実践を支えてまいります。

　学校は、子供たちはもとより教職員、保護者・地域の皆様など多くの笑顔があふれる場であっ

てほしいと思います。未来を創る子供たちのため、力を合わせて、笑顔あふれる学校づくりを

進めていきましょう。

未来を創る学び

令和８年４月

日立市教育委員会教育長　折笠　修平



①「国語　一日の生活文づくり」（油縄子小学校）
②「図画工作　カラフルいろみず」（櫛形小学校）
③「社会　恊働的な学び合い」（泉丘中学校）
④「数学　協働的な学び合い」（松風中学校）
⑤「いちょうさいに向けて」（日立特別支援学校）
⑥「虫さんいないかな」（大沼幼稚園）

【この冊子の意図・活用の仕方】
　本冊子は、日立市の学校教育の推進施策・事業について、主要な部分をまとめ
てあります。
　今年度の日立市学校教育の方向性が一目で分かるように、重点事項を見開き
ページで示してあります。
　日立市として取り組む方向性を理解し、そこに各学校・各園の創意ある教育活動
を組み入れていただくことで、日立の学校教育の活性化が推進されます。活用にあ
たっての留意事項を参考に、校内研修会や各種研修会等で十分に活用してください。

【活用にあたっての留意事項】
　・県「学校教育指導方針」と併用して、県及び日立市の教育目標の達成に努める。
　・日立市全体を視点に内容を構成しているので、子供や園、小・中学校、義務教
　　育学校、特別支援学校、家庭や地域等の実態に即して、内容の重点化を図る等
　　の配慮をする。
　・教育計画の立案、指導実践の資料とするとともに、日々の教育活動を見直す
　　視点としても活用する。
　・新学習指導要領全面実施に伴い、具体的な教育内容の改善・充実を図るため
　　の参考資料として活用する。
　※義務教育学校の前期課程は「小学校」、後期課程は「中学校」にそれぞれ含まれる。

① ②

③ ④

⑤ ⑥

＜表紙写真＞

本県教育の目標

＜昭和44年制定＞

 

日立市の学校教育目標 

＜昭和46年制定＞

ひとりひとりの能力を開発し 豊かな人間性をつちかう

じょうぶな身体をつくり たくましい心を養う 

郷土を愛し 協力しあう心を育てる 

１ たくましい体をつくる 

２  

３ 思いやりの心を培う 

科学する力を養う
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　「たくましい体をつくる」とは、いわゆる心身両面の真の健康づくりを意味するものであり、
すこやかな精神とじょうぶな体を育てることである。最近の生活環境の変化として、遊び場が
ない、仲間と体を思い切り動かして遊ぶということもないなど、子どもたちの「たくましさ」
の育つ土壌が少なくなってきていることがあげられる。
　これらに対処するためにも、学校体育、学校保健・安全、
食育・学校給食、社会体育の充実、そして、余暇活用能力
の育成が求められている。特に、学校の教育活動の全体を
通じて「生涯を健康に過ごす」「生涯にわたってスポーツを
続けていく」等の態度を培うように心がけることである。
　そのためには、子どもたちの豊かな体験活動を大事にし、
それを通して「たくましさ」を身に付けていくことが大切
である。

　「科学する力を養う」とは、身近な社会、数理、自然事象に即して考え、その姿を客観的、分析的、
総合的に把握し、真理を見いだし、未知のもの、新しいものを発見し、創造していく問題解決
の能力と態度を育てることである。
　社会の急激な変化、情報化、国際化などの時代が進展する中で、科学する力の育成が肝要で
ある。学校教育は、そのためにそれぞれの教科の本質や単元・
教材の目標や内容に応じて、体験的な学習や問題解決的な学
習を重視した主体的な学習活動によって、基礎的・基本的な
概念を具体的に把握できるようにすることが大切である。
   また、これからは生涯学習の基盤を培うという観点に立
ち、社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成を目
指して、創造的な知性と技能を育てる教育を重視していか
なければならない。

　「思いやりの心を培う」とは、人間的な弱さや欠点をもっている人間同士が出会ったときに、
相手の苦しみや悲しみの状況を、相手の立場に立って（その人の苦しみ、悲しみ、 そして、悩
みを）共に感じ、少しでも心が和らぐように配慮する心情
を育てることである。人間は苦しみや悩みを抱きながら精
一杯生きているのが真実の姿であって、それへの共感と自
覚なしには、本当の思いやりの心は発揮されないであろう。
こうした心は、言葉だけでなく、日常生活の種々の行為と
して現れてくるものである。思いやりの心を育てるには、
教師がまず思いやりの心をもって子どもたちに接し、実践
することである。さらに、教育活動全体を通じて子どもた
ちの豊かな情操を養うことが大切である。

Ⅰ   日立市の目指す教育Ⅰ   日立市の目指す教育

○日立市の学校教育目標 （昭和46年制定）

1　たくましい体をつくる

2　科学する力を養う

3　思いやりの心を培う

日 立 市 の 教 育 の 基 本 理 念

未来を拓く人づくり

※「日立市の教育の基本理念」は、中期的な目標を意味し、教育振興基本計画の改訂ととも
に見直します。

○ひ　広い視野で世界にはばたく 考える子ひ
　国際的な視野に立って物事を考え、行動する力をもてるようにするためには、日本人として

の誇りを大切にしながら、コミュニケーション能力や表現力などを高めていくことが重要です。

　基礎的・基本的な知識・技能を習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思

考力・判断力・表現力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことにより、社会に貢献す

る子どもの育成を目指します。

○ひ　たくましく未来を切り拓く 元気な子た
　自らに誇りをもち、変革の時代にあってもたくましく未来を切り拓く力を身に付けるために

は、すべての子がお互いの人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合いながら、その個性と能

力を十分に発揮できる環境をつくることが重要です。

　少子化や核家族化の進展等により、子どもたちが他者と関わる機会が減少する中で、社会全

体で子どもを育てる気運を高めることにより、根気強く最後まであきらめずに物事に取り組む

子どもの育成を目指します。

○ひ　地域を愛し心豊かに生きる やさしい子ち
　高度情報化社会が到来し、社会・経済がグローバル化する中で、郷土日立の伝統や文化を学び、

自然に親しみ、地域を愛することは、子どもたちの豊かな人間性と社会性を育むために重要です。

　他者を思いやる心、美しいものに感動する心、正義感や公正さを重んじる心、勤労観・職業

観など、道徳教育や体験活動の充実を図りながら、豊かな心と創造力のあふれる子どもの育成

を目指します。

目指す子どもの姿 「ひたちっ子」

推進テーマ 「 学ぶ 夢みる そして輝く 」 
日立市学校教育振興計画２０２４～２０２８【学校教育６つの柱】 

① 確かな学力の向上と活用する力の育成 

② 豊かな心と健やかな体を育む教育の推進 
③ 子ども一人一人に寄り添う教育の推進

④ 変化の激しい社会を生き抜く能力の育成

⑤ 教育環境の充実と地域と連携した魅力ある学校づくり

⑥ すべての子どもたちが安全・安心に過ごせる環境づくり 
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育
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Ⅱ   令和８年度日立の学校教育『四つの柱』（重点事項）Ⅱ   令和８年度日立の学校教育『四つの柱』（重点事項）
 【１　ひ た ち ス タ イ ル の 教 育 の 推 進 　Ｐ６〜Ｐ11】

 【２　一人一人に寄り添う指導体制・教育環境の充実　Ｐ12 ～Ｐ19】

 【３　情報技術を活用した探究的な学びの実現　Ｐ20 ～Ｐ23】

 【４　ひたちらしさをいかした多様な力の育成　Ｐ24 ～Ｐ41】

 

 

 

　児童生徒の実態を踏まえた上で、「目指す子どもの姿から考え
る授業づくり（ゴールから考える授業づくり）」を実践します。

　児童生徒一人一人が「自分の考えをもち、他者と関わること
で考えを深めることができる授業」を実践します。

　単元（題材）の内容や時間のまとまりにおいて、「指導と評
価の一体化」を推進します。

主体的 ・対話的で深い学びの視点から授業の質を高め

すべての児童生徒に確かな学力を保障します

情報技術を活用して、 自ら学び、 考え、

他者と協働して課題解決できる力を育成します

学習指導要領の理念を実現するために インプットとアウトプットの往還

習熟度に応じた指導の充実 構造的な板書と電子黒板のベストミックス

未来に輝く子供たちの自ら学び考える確かな学力を育成します

いじめのない、 楽しく夢のある学校 ・学級をつくります

　資質・能力を一層確実に育成するための方策や施策、学校教育の今日的な課題を

組み入れながら計画的に実践します。

　①　新聞を活用して日々の授業を魅力的にするＮＩＥの推進

　②　科学的思考力の基礎となる理数教育の充実

　③　互いの考えや気持ち等を伝え合う英語教育の推進

　④　探究のプロセスを重視した総合的な学習の時間の充実

　⑤　幼児教育と小学校教育の円滑な接続

　⑥　未来パスポートを活用したキャリア教育の充実

　⑦　ＡＩドリルを活用した学習支援の個別最適化

　⑧　一人一人の教育的ニーズを的確にとらえた切れ目ない特別支援教育の充実

　情報技術の「活用」を中心に、情報の「適切な取扱い」及び「特性の理解」と一体的

に育むことで、自らの人生や社会のために課題解決や探究ができる力を身に付け

ます。

　①　１人１台端末環境下での個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

　②　各教科の特性に応じた電子黒板・デジタル教科書の効果的な活用

　③　情報技術の基本的な操作及び情報技術を活用し、情報の収集、整理・比較、発

　　　信・伝達等する活動の充実

　④　情報の適切な取扱い及び特性の理解を一体的に育む教育の推進（情報の真

　　　偽を見極める必要性、情報発信の責任、個人情報の重要性等）

　⑤　家庭等においても学習できる１人１台端末を活用した切れ目のない学びの

　　　充実

　⑥　プログラミング的思考を育む教育の推進

日立ならではの教育環境をいかした具体的な教育内容の改善・充実

滑川中学校滑川中学校

○小さなことでもすぐ報告（いじめの積極的な認知とチームでの対応）

○定期的なアンケートと教育相談の実施（記録の積み重ね）

○「学校いじめ防止基本方針」の定期的な見直しと共通理解

○ＷＥＢＱＵを活用した児童生徒理解と学級集団づくり

○小さなことでもすぐ報告（いじめの積極的な認知とチームでの対応）

○定期的なアンケートと教育相談の実施（記録の積み重ね）

○「学校いじめ防止基本方針」の定期的な見直しと共通理解

○ＷＥＢＱＵを活用した児童生徒理解と学級集団づくり

いじめの早期発見・早期対応・解決に向けた支援

○児童生徒の支援ニーズの早期把握、児童生徒・保護者に寄り添う支援（連続欠席は、家庭訪問）

○すべての児童生徒に学びを保障する授業づくり（「分かる授業・楽しい授業」）

○称賛の場を多く設定（学校行事等の掲示物や振り返り、賞状授与等で可視化）

○多様な学びの機会の提供（オンラインでの支援、ちゃれんじくらぶ・フリースクール等）

○児童生徒の支援ニーズの早期把握、児童生徒・保護者に寄り添う支援（連続欠席は、家庭訪問）

○すべての児童生徒に学びを保障する授業づくり（「分かる授業・楽しい授業」）

○称賛の場を多く設定（学校行事等の掲示物や振り返り、賞状授与等で可視化）

○多様な学びの機会の提供（オンラインでの支援、ちゃれんじくらぶ・フリースクール等）

新たな不登校を生まない支援、社会的自立に向けた支援

質の高い探究的な学びを実現するための情報活用能力の育成

○道徳的諸価値についての理解を基に「考え、議論する道徳」の推進

○物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習

○道徳的諸価値についての理解を基に「考え、議論する道徳」の推進

○物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習

道 徳 教 育 の 充 実

○日常の観察による児童生徒、保護者、家庭状況の把握（早期発見）

○教育相談、アンケート等による情報収集

○チームとしての対応（情報共有、対応検討、ＳＣ・ＳＳＷの活用）→関係機関への通告・通報

○日常の観察による児童生徒、保護者、家庭状況の把握（早期発見）

○教育相談、アンケート等による情報収集

○チームとしての対応（情報共有、対応検討、ＳＣ・ＳＳＷの活用）→関係機関への通告・通報

学校における虐待対応

大沼小学校大沼小学校
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Ⅱ   令和８年度日立の学校教育『四つの柱』（重点事項）Ⅱ   令和８年度日立の学校教育『四つの柱』（重点事項）
 【１　ひ た ち ス タ イ ル の 教 育 の 推 進 　Ｐ６〜Ｐ11】

 【２　一人一人に寄り添う指導体制・教育環境の充実　Ｐ12 ～Ｐ19】

 【３　情報技術を活用した探究的な学びの実現　Ｐ20 ～Ｐ23】

 【４　ひたちらしさをいかした多様な力の育成　Ｐ24 ～Ｐ41】

 

 

 

　児童生徒の実態を踏まえた上で、「目指す子どもの姿から考え
る授業づくり（ゴールから考える授業づくり）」を実践します。

　児童生徒一人一人が「自分の考えをもち、他者と関わること
で考えを深めることができる授業」を実践します。

　単元（題材）の内容や時間のまとまりにおいて、「指導と評
価の一体化」を推進します。

主体的 ・対話的で深い学びの視点から授業の質を高め

すべての児童生徒に確かな学力を保障します

情報技術を活用して、 自ら学び、 考え、

他者と協働して課題解決できる力を育成します

学習指導要領の理念を実現するために インプットとアウトプットの往還

習熟度に応じた指導の充実 構造的な板書と電子黒板のベストミックス

未来に輝く子供たちの自ら学び考える確かな学力を育成します

いじめのない、 楽しく夢のある学校 ・学級をつくります

　資質・能力を一層確実に育成するための方策や施策、学校教育の今日的な課題を

組み入れながら計画的に実践します。

　①　新聞を活用して日々の授業を魅力的にするＮＩＥの推進

　②　科学的思考力の基礎となる理数教育の充実

　③　互いの考えや気持ち等を伝え合う英語教育の推進

　④　探究のプロセスを重視した総合的な学習の時間の充実

　⑤　幼児教育と小学校教育の円滑な接続

　⑥　未来パスポートを活用したキャリア教育の充実

　⑦　ＡＩドリルを活用した学習支援の個別最適化

　⑧　一人一人の教育的ニーズを的確にとらえた切れ目ない特別支援教育の充実

　情報技術の「活用」を中心に、情報の「適切な取扱い」及び「特性の理解」と一体的

に育むことで、自らの人生や社会のために課題解決や探究ができる力を身に付け

ます。

　①　１人１台端末環境下での個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

　②　各教科の特性に応じた電子黒板・デジタル教科書の効果的な活用

　③　情報技術の基本的な操作及び情報技術を活用し、情報の収集、整理・比較、発

　　　信・伝達等する活動の充実

　④　情報の適切な取扱い及び特性の理解を一体的に育む教育の推進（情報の真

　　　偽を見極める必要性、情報発信の責任、個人情報の重要性等）

　⑤　家庭等においても学習できる１人１台端末を活用した切れ目のない学びの

　　　充実

　⑥　プログラミング的思考を育む教育の推進

日立ならではの教育環境をいかした具体的な教育内容の改善・充実

滑川中学校滑川中学校

○小さなことでもすぐ報告（いじめの積極的な認知とチームでの対応）

○定期的なアンケートと教育相談の実施（記録の積み重ね）

○「学校いじめ防止基本方針」の定期的な見直しと共通理解

○ＷＥＢＱＵを活用した児童生徒理解と学級集団づくり

○小さなことでもすぐ報告（いじめの積極的な認知とチームでの対応）

○定期的なアンケートと教育相談の実施（記録の積み重ね）

○「学校いじめ防止基本方針」の定期的な見直しと共通理解

○ＷＥＢＱＵを活用した児童生徒理解と学級集団づくり

いじめの早期発見・早期対応・解決に向けた支援

○児童生徒の支援ニーズの早期把握、児童生徒・保護者に寄り添う支援（連続欠席は、家庭訪問）

○すべての児童生徒に学びを保障する授業づくり（「分かる授業・楽しい授業」）

○称賛の場を多く設定（学校行事等の掲示物や振り返り、賞状授与等で可視化）

○多様な学びの機会の提供（オンラインでの支援、ちゃれんじくらぶ・フリースクール等）

○児童生徒の支援ニーズの早期把握、児童生徒・保護者に寄り添う支援（連続欠席は、家庭訪問）

○すべての児童生徒に学びを保障する授業づくり（「分かる授業・楽しい授業」）

○称賛の場を多く設定（学校行事等の掲示物や振り返り、賞状授与等で可視化）

○多様な学びの機会の提供（オンラインでの支援、ちゃれんじくらぶ・フリースクール等）

新たな不登校を生まない支援、社会的自立に向けた支援

質の高い探究的な学びを実現するための情報活用能力の育成

○道徳的諸価値についての理解を基に「考え、議論する道徳」の推進

○物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習

○道徳的諸価値についての理解を基に「考え、議論する道徳」の推進

○物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習

道 徳 教 育 の 充 実

○日常の観察による児童生徒、保護者、家庭状況の把握（早期発見）

○教育相談、アンケート等による情報収集

○チームとしての対応（情報共有、対応検討、ＳＣ・ＳＳＷの活用）→関係機関への通告・通報

○日常の観察による児童生徒、保護者、家庭状況の把握（早期発見）

○教育相談、アンケート等による情報収集

○チームとしての対応（情報共有、対応検討、ＳＣ・ＳＳＷの活用）→関係機関への通告・通報

学校における虐待対応

大沼小学校大沼小学校
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○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○

・児童生徒自身の言葉を基に、学習課題に正対
したまとめを行う。

・評価の観点に応じた適用問題、評価問題等に
取り組ませるようにする。

（評）○○○○できる。（評価の観点、手段）
【目標を達成した児童生徒の姿】

〇評価規準、評価の手段、目標を達成した児童
生徒の姿を記載する。

・目標が達成できていない児童生徒に対しては、
補充指導を行う。

・適用問題、既習事項を踏まえ、学習の深まり・
高まりが実感できる振り返りのための発問を
準備する。

○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○

Ⅲ   学力向上に向けて（ひたちスタイルの教育の推進）Ⅲ   学力向上に向けて（ひたちスタイルの教育の推進）

１　子どもまんなかの授業づくり・単元づくり

（１）基本的な授業展開の例（算数・数学）　※各教科等の特性と児童生徒の実態を踏まえ、自校化します。

　学校の教育目標　〇〇〇〇〇〇〇　　学校の目指す子どもの姿　〇〇〇〇〇〇〇〇

　本時の目標　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇できる。（評価の観点）

　すべての児童生徒に確かな学力を保障するためには、実態を踏まえ、目標を達成した具体的
な姿を明らかにし、必要な学習課題や学習活動を準備することが重要です。「学習課題」と「ま
とめ」が明確な「目指す子どもの姿（ゴール）から考える授業づくり」を実践し、児童生徒一
人一人が自分の考えをもち、学習活動を通して考えを深めることができる授業展開が大切です。

〇課題やまとめ等、児童生徒に提示した後、授業の最後まで残しておきたいことを板書します。
〇「本時の授業の流れ」「話合い等、活動の進め方」「学習を進める上でのポイント」「重要語句」

等、児童生徒が授業の途中で確認できると役立つことを板書します。
〇児童生徒の思考の流れ等、学習の足跡が分かる板書にします。

・デジタル教科書や教師が作成した資料を拡大表示できます。
・児童生徒のタブレット端末の画面を拡大表示して共有することができます。
・書画カメラと併用してノートやプリントを拡大表示することができます。
・拡大表示した画面に書き込んで説明することができます。
・児童生徒の考えを集約し、画面上で考えを分類したり、比較・検討したりすることができます。
・動きがある資料や動画等、黒板では伝えられない資料を提示することができます。

・ＡＩドリルを活用し、児童生徒一人一人の興味・関心や習熟度に合った課題に取り組ませることができます。
・児童生徒一人一人に合った課題を配信することができます。
・ 録画機能を活用し、児童生徒に動きや歌唱、スピーチ等を繰り返し確認させることができます。また、模
　範の動画と比べることもできます。
・児童生徒一人一人に、実験の仕方や作業の進め方を動画で確認させることができます。児童生徒が確認し
　たい時に、繰り返し確認できます。また、電子黒板につないで一斉に説明することもできます。

（２） 基本的な板書 (日立の基本 )と電子黒板の活用例 (参考 )

（３）電子黒板やタブレット端末の活用例

学習内容・活動 指導上の留意点（支援の手立て、評価等）

«
導
入
　
○
分
»

«
展
開
　
○
分
»

«
終
末
　
○
分
»

４　学習課題を解決する。
・個人で課題を解決する。
・個々の考えを基に、課題解決

に向けて話し合う。

・ペアやグループでの話合い、ＩＣＴの活用等、
主体的・対話的で深い学びにつながる手立て
を記載する。

・児童生徒主体での活動時間をとる。その際の
活動のポイントや支援の手立てを記載する。

・児童生徒のつまずき等を予想し、一人一人に
応じた支援の手立てを記載する。

・話合いの内容を予想し、目標に迫れるよう必
要な手立てや問いかけの言葉を準備する。

５　学習のまとめを行う。

６　適用問題、評価問題等に取り
組む。

７　学習を振り返る。

１　本時の学習問題を知る。

２　問題解決のための見通しを立
てる。

３　本時の学習課題をつかむ。

・本時の目標と児童生徒の実態を踏まえ、児童
生徒にとって、学習する必要性のある学習課
題にし、意欲を喚起する手立てを記載する。

時間内に目標が達成で
きるよう、時間の見通
しをもって授業を進め
る。

課題設定までの児童生徒とのやりとりを大切に
して、児童生徒の疑問を課題につなげる。

児童生徒が、既習の学習内容を基に見通しを立
てたり、結果を予想したりする時間をとる。

「話合いやＩＣＴを活用することが目的になっていないか」、
「本時の目標達成のために必要な手立てか」について確認する。

児童生徒が自分の考えをもつための時間を確保する。

本時の目標
と 評 価 が
一致する

本時の「まとめ」と「振り返り」
は明確に区別する。

ワークシートの記述
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○

評価の手段がワークシート
であれば、目標を達成した
児童生徒がワークシートに
書くべき内容を明示し、個々
の目標達成度を客観的に把
握できるようにする。

整合性を

確認する
整合性を

確認する

【板書の例】
【電子黒板の例】

【電子黒板】　拡大表示して、 分かりやすく伝えられます。

【タブレット端末】 児童生徒一人一人に対応できます。 動画を視聴して確認できます。

台原中 宮田小

板書と電子黒板のそれぞれのよさを生かし、構造的な板書を目指しましょう。

多賀中 油縄子小

Ⅲ
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向
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○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○

・児童生徒自身の言葉を基に、学習課題に正対
したまとめを行う。

・評価の観点に応じた適用問題、評価問題等に
取り組ませるようにする。

（評）○○○○できる。（評価の観点、手段）
【目標を達成した児童生徒の姿】

〇評価規準、評価の手段、目標を達成した児童
生徒の姿を記載する。

・目標が達成できていない児童生徒に対しては、
補充指導を行う。

・適用問題、既習事項を踏まえ、学習の深まり・
高まりが実感できる振り返りのための発問を
準備する。

○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○

Ⅲ   学力向上に向けて（ひたちスタイルの教育の推進）Ⅲ   学力向上に向けて（ひたちスタイルの教育の推進）

１　子どもまんなかの授業づくり・単元づくり

（１）基本的な授業展開の例（算数・数学）　※各教科等の特性と児童生徒の実態を踏まえ、自校化します。

　学校の教育目標　〇〇〇〇〇〇〇　　学校の目指す子どもの姿　〇〇〇〇〇〇〇〇

　本時の目標　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇できる。（評価の観点）

　すべての児童生徒に確かな学力を保障するためには、実態を踏まえ、目標を達成した具体的
な姿を明らかにし、必要な学習課題や学習活動を準備することが重要です。「学習課題」と「ま
とめ」が明確な「目指す子どもの姿（ゴール）から考える授業づくり」を実践し、児童生徒一
人一人が自分の考えをもち、学習活動を通して考えを深めることができる授業展開が大切です。

〇課題やまとめ等、児童生徒に提示した後、授業の最後まで残しておきたいことを板書します。
〇「本時の授業の流れ」「話合い等、活動の進め方」「学習を進める上でのポイント」「重要語句」

等、児童生徒が授業の途中で確認できると役立つことを板書します。
〇児童生徒の思考の流れ等、学習の足跡が分かる板書にします。

・デジタル教科書や教師が作成した資料を拡大表示できます。
・児童生徒のタブレット端末の画面を拡大表示して共有することができます。
・書画カメラと併用してノートやプリントを拡大表示することができます。
・拡大表示した画面に書き込んで説明することができます。
・児童生徒の考えを集約し、画面上で考えを分類したり、比較・検討したりすることができます。
・動きがある資料や動画等、黒板では伝えられない資料を提示することができます。

・ＡＩドリルを活用し、児童生徒一人一人の興味・関心や習熟度に合った課題に取り組ませることができます。
・児童生徒一人一人に合った課題を配信することができます。
・ 録画機能を活用し、児童生徒に動きや歌唱、スピーチ等を繰り返し確認させることができます。また、模
　範の動画と比べることもできます。
・児童生徒一人一人に、実験の仕方や作業の進め方を動画で確認させることができます。児童生徒が確認し
　たい時に、繰り返し確認できます。また、電子黒板につないで一斉に説明することもできます。

（２） 基本的な板書 (日立の基本 )と電子黒板の活用例 (参考 )

（３）電子黒板やタブレット端末の活用例

学習内容・活動 指導上の留意点（支援の手立て、評価等）

«
導
入
　
○
分
»

«
展
開
　
○
分
»

«
終
末
　
○
分
»

４　学習課題を解決する。
・個人で課題を解決する。
・個々の考えを基に、課題解決

に向けて話し合う。

・ペアやグループでの話合い、ＩＣＴの活用等、
主体的・対話的で深い学びにつながる手立て
を記載する。

・児童生徒主体での活動時間をとる。その際の
活動のポイントや支援の手立てを記載する。

・児童生徒のつまずき等を予想し、一人一人に
応じた支援の手立てを記載する。

・話合いの内容を予想し、目標に迫れるよう必
要な手立てや問いかけの言葉を準備する。

５　学習のまとめを行う。

６　適用問題、評価問題等に取り
組む。

７　学習を振り返る。

１　本時の学習問題を知る。

２　問題解決のための見通しを立
てる。

３　本時の学習課題をつかむ。

・本時の目標と児童生徒の実態を踏まえ、児童
生徒にとって、学習する必要性のある学習課
題にし、意欲を喚起する手立てを記載する。

時間内に目標が達成で
きるよう、時間の見通
しをもって授業を進め
る。

課題設定までの児童生徒とのやりとりを大切に
して、児童生徒の疑問を課題につなげる。

児童生徒が、既習の学習内容を基に見通しを立
てたり、結果を予想したりする時間をとる。

「話合いやＩＣＴを活用することが目的になっていないか」、
「本時の目標達成のために必要な手立てか」について確認する。

児童生徒が自分の考えをもつための時間を確保する。

本時の目標
と 評 価 が
一致する

本時の「まとめ」と「振り返り」
は明確に区別する。

ワークシートの記述
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○

評価の手段がワークシート
であれば、目標を達成した
児童生徒がワークシートに
書くべき内容を明示し、個々
の目標達成度を客観的に把
握できるようにする。

整合性を

確認する
整合性を

確認する

【板書の例】
【電子黒板の例】

【電子黒板】　拡大表示して、 分かりやすく伝えられます。

【タブレット端末】 児童生徒一人一人に対応できます。 動画を視聴して確認できます。

台原中 宮田小

板書と電子黒板のそれぞれのよさを生かし、構造的な板書を目指しましょう。

多賀中 油縄子小
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○

　日々の授業で「指導と評価の一体化」を計画的に実施していくためには、「単元（題材）の
内容や時間のまとまり」を見通すこと、また、目標に照らして観点別の評価を行う上で必要
な要素を盛り込んだ指導計画をもとに授業実践をすることが有効です。各教科等の特性や児
童生徒の実態、重点施策等を踏まえ、各校で記載の仕方等を柔軟に変更し、自校化します。

　１　単元（題材）名　○○○○○○

　２　本単元（題材）の目標
　　（１） ○○○○○○○○○○○○。
　　（２） ○○○○○○○○○○○○。
　　（３） ○○○○○○○○○○○○。

　３　単元（題材）の評価規準　

　４　単元について
　　（１）教材（題材）観…学習指導要領等を基に、単元のねらいと他学年との系統的つながり
　　　　　　　　　　　　　・関連、単元構想の意図等について記述する。
　　（２）児童（生徒）観…単元につながるこれまでの学びや各種テスト、実態調査（数値）
　　　　　　　　　　　　　等から、身に付けさせたい資質・能力等を記述する。
　　（３）指導観　　　　…児童（生徒）観に書かれた　課題を受け、単元のねらいに迫るため
　　　　　　　　　　　　　の指導上の手立て・支援について記述する。
　５　単元（題材）の指導計画（○時間扱い）　※ 評価は１単位時間に１つを原則とする。

（４） 単元（題材）の内容や時間のまとまりを見通した指導計画の例

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

態①

態②

思①

思②

知①

技①

次 時 知 技 思 態学習内容・活動 指導上の留意点、評価等

知①　　　　　　　　　【ワークシート】

態①

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。

１ １

２

○

まとめ（結論）

振り返り

まとめ（結論）

振り返り

技①：「○指導に生かす評価」は、この段階
で身に付けるべき内容について見取り、身
に付いていない児童生徒に対する支援の
手立てを示す。

　　　　　　　　 　【観察、試作の作品】

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。

２ ３

４

○

◎

◎

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○。
・○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○

３ ５

６

まとめ（結論）

振り返り

知①　　　　　　【発言、ワークシート】

思①　　　　　　　　　【ワークシート】

思②　　　　　　　　　【ワークシート】

「主体的に学習に取り組む態度」について
ア　「知識及び技能」を獲得したり、「思考力、判断力、表現力等」を身に付けた
　りすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面
イ　「ア」の粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調整しようとする側面
　以上の２つの側面から「内容のまとまりごとの評価規準」を設定する。

単元の評価規準を（１時間ごとや）
まとまりに落とし込み、何につい
て見取るのかを具体で表すととも
に、Ｃ評価と判断される児童生徒
についての手立てを示す。

単元の後半に「◎記録に残す評価」を多
めに設定できるよう評価計画を立てる。

「（1）は知識及び技能、（2）は思考力、判断力、表現力等、（3）は学び
に向かう力、人間性等」に関する目標を記述する。

この指導計画の例をもとに公開授業用の指導案を作成する場合
は、「本時の目標」を明確に示し、「本時の展開」の記述を充実
させる。「指導上の留意点や支援の手立て」具体的に記載する。

毎回の授業ではなく、単元や
題材等の内容や時間のまとま
りごとに、それぞれの実現状
況を把握できる段階で行う
等、評価する場面を精選する。

主な学習内容、活
動を簡単に示す。

まとめは課題の結論（答え）
振り返りは思考の捉え直し。

単元の評価規準とずれがないようにする。

※「○」は指導に生かす評価
　Ｂ評価に到達しない児童生徒への手立てを記載
※「◎」は記録に残す評価
　Ｂ評価の評価規準を記載

正対する。

・児童生徒が、学習課題（問題）に興味をもてるような手立てがあり
ますか。

・児童生徒が、学習する必要感をもち、粘り強く取り組めるような手
立てがありますか。

・児童生徒が、学習の見通しを立てられる手立てがありますか。
・児童生徒一人一人に考えをもたせるための時間を確保していますか。
・児童生徒が学習したことを振り返って、自分の言葉で分かったこと
を伝えたり、書いたりする場を設定していますか。

　これからの時代に求められる資質・能力（三つの柱）が偏りなく実現されるよう主体的・

対話的で深い学びの視点から、教師一人一人が授業の質を高めていくことが大切です。

問いをもたせる種をまく主体的な学び

・児童生徒が自由に発言できる雰囲気がありますか。

・児童生徒が自分の考えをつぶやきたくなるような発問（わざと間違える、一見簡単そう

で難しい、解決の必要感がある等）や教材等（実物、動画、写真等）を用意していますか。

・児童生徒のつぶやきを拾い、問いかけたりつなげ

たりしていますか。（児童生徒のやりとりを促し

たりする教師のコーディネートについては、10

ページ参照）

・児童生徒同士の対話に加え、教師や地域の人との対話、先哲の

考え方などを手掛かりに自己の考えを広めさせていますか。

教えすぎからの脱却対話的な学び

・児童生徒は、各教科の「見方・考え方」を働かせて課題解決をしていますか。

・児童生徒は、本時で学んだこととこれまでに学んだことを相互に関

連付けてより深く理解したり、新たな問題や新たな性質を発見した

りしていますか。

・児童生徒が、自分の考えと友達の考えの違いに気付き、比較検討し

たり自分の考えを修正したりする機会がありますか。

・児童生徒が、もっと知りたいこと、もっと学びたいことが生ま

れるような授業になっていますか。

※単元（題材）の内容や時間のまとまりの中で実現を図っていきましょう。1時間の授業
ですべての学びが実現される必要はありません。

新たな問いの発見深い学び

２　主体的・対話的で深い学びの実現

ということは？ということは？

本当にこれで

いいのかな？

本当にこれで

いいのかな？

あれ、なんだか

おかしいな？

隣の人と話し合

ってみましょう。

どうやったらうま

くいくのかな？

ということは？

どうしてこうなる

のかな？
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○

　日々の授業で「指導と評価の一体化」を計画的に実施していくためには、「単元（題材）の
内容や時間のまとまり」を見通すこと、また、目標に照らして観点別の評価を行う上で必要
な要素を盛り込んだ指導計画をもとに授業実践をすることが有効です。各教科等の特性や児
童生徒の実態、重点施策等を踏まえ、各校で記載の仕方等を柔軟に変更し、自校化します。

　１　単元（題材）名　○○○○○○

　２　本単元（題材）の目標
　　（１） ○○○○○○○○○○○○。
　　（２） ○○○○○○○○○○○○。
　　（３） ○○○○○○○○○○○○。

　３　単元（題材）の評価規準　

　４　単元について
　　（１）教材（題材）観…学習指導要領等を基に、単元のねらいと他学年との系統的つながり
　　　　　　　　　　　　　・関連、単元構想の意図等について記述する。
　　（２）児童（生徒）観…単元につながるこれまでの学びや各種テスト、実態調査（数値）
　　　　　　　　　　　　　等から、身に付けさせたい資質・能力等を記述する。
　　（３）指導観　　　　…児童（生徒）観に書かれた　課題を受け、単元のねらいに迫るため
　　　　　　　　　　　　　の指導上の手立て・支援について記述する。
　５　単元（題材）の指導計画（○時間扱い）　※ 評価は１単位時間に１つを原則とする。

（４） 単元（題材）の内容や時間のまとまりを見通した指導計画の例

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

態①

態②

思①

思②

知①

技①

次 時 知 技 思 態学習内容・活動 指導上の留意点、評価等

知①　　　　　　　　　【ワークシート】

態①

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。

１ １

２

○

まとめ（結論）

振り返り

まとめ（結論）

振り返り

技①：「○指導に生かす評価」は、この段階
で身に付けるべき内容について見取り、身
に付いていない児童生徒に対する支援の
手立てを示す。

　　　　　　　　 　【観察、試作の作品】

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。

２ ３

４

○

◎

◎

問題（課題）

・○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○。
・○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○

３ ５

６

まとめ（結論）

振り返り

知①　　　　　　【発言、ワークシート】

思①　　　　　　　　　【ワークシート】

思②　　　　　　　　　【ワークシート】

「主体的に学習に取り組む態度」について
ア　「知識及び技能」を獲得したり、「思考力、判断力、表現力等」を身に付けた
　りすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面
イ　「ア」の粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調整しようとする側面
　以上の２つの側面から「内容のまとまりごとの評価規準」を設定する。

単元の評価規準を（１時間ごとや）
まとまりに落とし込み、何につい
て見取るのかを具体で表すととも
に、Ｃ評価と判断される児童生徒
についての手立てを示す。

単元の後半に「◎記録に残す評価」を多
めに設定できるよう評価計画を立てる。

「（1）は知識及び技能、（2）は思考力、判断力、表現力等、（3）は学び
に向かう力、人間性等」に関する目標を記述する。

この指導計画の例をもとに公開授業用の指導案を作成する場合
は、「本時の目標」を明確に示し、「本時の展開」の記述を充実
させる。「指導上の留意点や支援の手立て」具体的に記載する。

毎回の授業ではなく、単元や
題材等の内容や時間のまとま
りごとに、それぞれの実現状
況を把握できる段階で行う
等、評価する場面を精選する。

主な学習内容、活
動を簡単に示す。

まとめは課題の結論（答え）
振り返りは思考の捉え直し。

単元の評価規準とずれがないようにする。

※「○」は指導に生かす評価
　Ｂ評価に到達しない児童生徒への手立てを記載
※「◎」は記録に残す評価
　Ｂ評価の評価規準を記載

正対する。

・児童生徒が、学習課題（問題）に興味をもてるような手立てがあり
ますか。

・児童生徒が、学習する必要感をもち、粘り強く取り組めるような手
立てがありますか。

・児童生徒が、学習の見通しを立てられる手立てがありますか。
・児童生徒一人一人に考えをもたせるための時間を確保していますか。
・児童生徒が学習したことを振り返って、自分の言葉で分かったこと
を伝えたり、書いたりする場を設定していますか。

　これからの時代に求められる資質・能力（三つの柱）が偏りなく実現されるよう主体的・

対話的で深い学びの視点から、教師一人一人が授業の質を高めていくことが大切です。

問いをもたせる種をまく主体的な学び

・児童生徒が自由に発言できる雰囲気がありますか。

・児童生徒が自分の考えをつぶやきたくなるような発問（わざと間違える、一見簡単そう

で難しい、解決の必要感がある等）や教材等（実物、動画、写真等）を用意していますか。

・児童生徒のつぶやきを拾い、問いかけたりつなげ

たりしていますか。（児童生徒のやりとりを促し

たりする教師のコーディネートについては、10

ページ参照）

・児童生徒同士の対話に加え、教師や地域の人との対話、先哲の

考え方などを手掛かりに自己の考えを広めさせていますか。

教えすぎからの脱却対話的な学び

・児童生徒は、各教科の「見方・考え方」を働かせて課題解決をしていますか。

・児童生徒は、本時で学んだこととこれまでに学んだことを相互に関

連付けてより深く理解したり、新たな問題や新たな性質を発見した

りしていますか。

・児童生徒が、自分の考えと友達の考えの違いに気付き、比較検討し

たり自分の考えを修正したりする機会がありますか。

・児童生徒が、もっと知りたいこと、もっと学びたいことが生ま

れるような授業になっていますか。

※単元（題材）の内容や時間のまとまりの中で実現を図っていきましょう。1時間の授業
ですべての学びが実現される必要はありません。

新たな問いの発見深い学び

２　主体的・対話的で深い学びの実現

ということは？ということは？

本当にこれで

いいのかな？

本当にこれで

いいのかな？

あれ、なんだか

おかしいな？

隣の人と話し合

ってみましょう。

どうやったらうま

くいくのかな？

ということは？

どうしてこうなる

のかな？
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こんなことに気をつけていますか？　 ～□をチェックしてみましょう～

＜授業前＞目標を達成した児童生徒の具体的な姿がイメージできていますか。

＜授業中＞目標を達成するための支援として具体的な方策を整えていますか。

①各種学力調査・事前調査の結果の結果を基に、児童生徒の実態を把握している。
②目標を達成した児童生徒の具体的な姿を明確にイメージできている。
③児童生徒の目標達成度を、客観的に把握できる評価場面と評価方法を明確にしている。
④目標を達成した児童生徒にもたせたい「まとめ」を、児童生徒の言葉で設定している。
⑤「まとめ」が答えとなるような、問いの言葉で「学習課題」を設定している。
⑥目標を達成するために必要な教材・教具を準備し、活動の場を確保している。
⑦学習用具、実験・実習器具等、事前に安全確認をして学習環境を整えている。

□
□
□
□
□
□
□

⑧本時の目標と児童生徒の実態を踏まえ、児童生徒の学習意欲を喚起する問題になっている。
⑨問題の解決に向け、既習事項を基に見通しを立てさせたり結果を予想させたりしている。
⑩児童生徒の考えを基にして、学習する必要感のある学習課題にまとめている。
⑪児童生徒一人一人が個人の考えをもつための時間を確保している。
⑫児童生徒一人一人に応じた学習方法や教具を準備し、選択できるようにしている。
⑬ＩＣＴ活用が本時の目標達成につながる手立てになっている。
　（ＩＣＴを活用することが目的になっていない）
⑭話合いの内容を予想し、目標に迫るために必要な発問を準備している。
⑮本時の目標達成を支援するための机間指導を行っている。

＜教師の言葉の例＞

□
□
□
□
□
□

□
□

⑯黒板と電子黒板のよさを生かした構造的な板書を心がけている。
⑰目標が達成できていない児童生徒に対して補充指導を行っている。
⑱学習のまとめ及び本時を振り返る時間を確保している。
⑲学習の深まり・高まりが実感できる振り返りのための発問を準備している。

□
□
□
□

＜授業後＞実施した授業についての課題と改善策が明らかですか。

⑳実態把握・目標・手立て・評価について反省し、その課題を明らかにする。
㉑課題に応じた改善策やＩＣＴの効果的な活用場面・活用方法等を明らかにする。

□
□

参考文献　「教員ハンドブック」茨城県教育委員会（令和６年３月）
　　　　　「どの子もわかる楽しい授業づくりハンドブック」算数編（平成28年３月）日立市教育研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　国語編（平成29年３月）日立市教育研究所

認める・褒める 
個人の思考を 

深める 

児童生徒と会話し、児童生徒同士をつなぐ 

「よく考えて い

ますね。」

「すばらしい考

えですね。」 

 

 

  

 
 

「～さんの気持ちが

わかりますか。」 

「ヒントが言えますか。」 

「どうしてそう考えましたか。」 

「なぜですか。どうしてですか。」 

 

「どうやって考え

ましたか。」 

 

「どういうことですか。」

「考えてみてどう思いましたか。」 

「～さんの考えはつまりど

ういうことですか。」

「～さんの考えを隣同士で

説明し合いましょう。」「～さんの考えの続き

がわかりますか。」

「～さんのよいとこ

ろはどこですか。」
「～さんはどうしてこの考えがう

かんだと思いますか。」
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○　「授業の改善」と「評価の改善」を両輪として行いましょう。
○　評価の場面を計画しましょう。日々の授業では「指導に生かす評価」を中心に据え、授業の
　　節目で「記録に残す評価」を行うなど評価計画を立てましょう。

　児童生徒の学習状況をつかみ、必要に応
じて指導を調整し、最終的に「記録に残す評
価」につながる学びの状況を整えるための
評価です。つまずきが見られる児童生徒に
は具体的な支援が必要です。

　教師が「児童生徒にどのような力が身に
付いたか」を観点別に把握し、記録する評価
です。Ｃ評価の児童生徒が多いときは、指導
方法や評価方法の改善が必要です。

指導に生かす評価

評価計画のイメージ

記録に残す評価

次 時 思 態学習内容・活動 評価及び評価方法等

１

２

３

１

２

３

４

５

６

７

知

○

◎

◎

○

◎

◎

○

○

◎

３　指導と評価の一体化を目指して

　　～児童生徒一人一人の資質・能力を育む授業づくりのために～

※必ずしも単元の最後に全ての評価を行わ

なければいけないわけではありません。

指導に生かす評価を単元前半
に多く行い、「Ｃ」を「Ｂ」にす
るような支援を行っていく。 記録に残す評価は単元後半

に行い、児童生徒の評価と、
指導の妥当性を評価する。

授業づくりのためのＲＰＤＣＡサイクル

Ｒｅｓｅａｒｃｈ　正確な実態把握
・事前調査の結果から、児童生徒の実態を明らかにします。
・全国学力・学習状況調査、学力診断のためのテスト等も活用し、解答類
型別の結果や誤答、無解答の状況を分析します。

Ｃｈｅｃｋ　客観的な評価
・個々の児童生徒の目標達成度を客観的に把握できる評価場面と評価方法
を明らかにします。

Ｐｌａｎ　目標の明確化
・目標を達成した児童生徒の具体的な姿を明らかにします。
・目標を達成した姿から、子供の言葉を基に、「まとめ」を設定します。
・「まとめ」が答えとなるような問いの言葉で「学習課題」を設定します。

Ｄｏ　手立ての焦点化
・学習する必要性を感じるように学習課題を提示します。
・目標に迫る話合いの内容を予想し発問を具体的な言葉で準備します。

Ａｃｔｉｏｎ　改善策の検討
・学習指導における実態把握・目標・手立て・評価について反省し、その
改善策を明らかにします。

授業前

授業前

授業中

授業中

授業後

「目指す子供の姿か

ら考える授業づく

り」を実践します。

　学校においては、計画、実践、評価という一連の活動を繰り返し、児童生徒の視座に立った
学びの構造改革を図りながら日々の授業づくりに取り組めるよう、「授業づくりのためのＲ
ＰＤＣＡサイクル」を活性化させることが重要です。
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Ⅳ   生徒指導（いじめ・不登校、道徳、虐待対応）Ⅳ   生徒指導（いじめ・不登校、道徳、虐待対応）

【児童生徒の視点に立った生徒指導】“させる指導”から“支える指導”へ

１　児童生徒の自己指導能力の獲得を支える生徒指導と授業づくり

誰一人取り残さない生徒指導、個の課題や家庭・学校環境に応

じた、適切かつ切れ目のない生徒指導を図ることが大切です！

児童生徒一人一人の個性の
発見とよさや可能性の伸長
と社会的資質・能力の発達

自己の幸福追求と社会
に受け入れられる自己
実現

参考文献　「生徒指導提要」（令和４年12月）　文部科学省
　　　　　「子どもの権利条約」（日本ユニセフ協会ホームページ）

※この場合の児童とは、18歳未満の全ての者を指します。

【生徒指導の実践上の視点】 「授業づくり」

・「自分も一人の人間として大切にされている」とい
う自己存在感を、児童生徒が実感することが大切

・自己肯定感：ありのままの自分を肯定的に捉える
・自己有用感：他者のために役立った、認められた

・学習の状況に基づく「指導の個別化」や児童生
徒の興味・関心等に応じた「学習の個性化」に
より個別最適な学びを実現する授業改善

・分かる授業・楽しい授業、誰にも出番のある全員
参加の授業（授業へ参加できたことやよりよい考
えをもつことができた実感をもたせる）

○自己存在感の感受

・失敗を恐れない、間違いやできないことを笑わな
い、むしろ、なぜそう思ったのか、どうすればで
きるようになるのかを皆で考える支持的で創造的
な学級づくり

・お互いを認め合い・励まし合い・支え合える学習
集団づくり　※お互いに関心を抱き合う授業

・一人一人の反応やつぶやき、誤答を大事にし、そ
れらを生かして学びを深めていく授業

・学び方のよさを価値付け、全体に広げる授業

○共感的な人間関係の育成

・授業場面で自らの意見を述べる、観察・実験・
調べ学習等を通じて自己の仮説を検証してレポー
トする等、自ら考え、選択し、決定する、あるい
は発表する、制作する等の体験が何より重要

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授
業改善

・児童生徒から問いや思い・願いややってみたいこ
とを引き出し、自分（たち）で決めさせることで、
必要感と責任感を伴わせる授業

○自己決定の場の提供

・お互いの個性や多様性を認め合い、安心して授業
や学校生活が送れるような風土を、教職員の支
援の下で、児童生徒自らが作り上げるようにする
ことが大切　※誰一人取り残さない生徒指導

・児童生徒の個性が尊重され、安全かつ安心して学
習ができるように配慮された授業

・児童生徒にとって安全・安心な居場所づくりへと
つながる児童生徒が規範意識を身に付けることを
意識した授業

○安全・安心な風土の醸成

≪授業はすべての児童生徒を対象とした発達支持的生徒指導の場です≫

〇児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切
　にした教育が行われることが求められています。
【４つの原則】
　①児童生徒に対するいかなる差別もしないこと
　②児童生徒にとって最もよいことを第一に考えること
　③児童生徒の命や生存、発達が保障されること
　④児童生徒は自由に自分の意見を表明する権利をもっ
　　ていること

児童の権利に関する条約

　いじめや暴力行為は、児童生徒
の人権を侵害するばかりでなく、
進路や心身に重大な影響を及ぼし
ます。教職員は、いじめの深刻化
や自殺の防止を目指す上で、児童
生徒の命を守るという当たり前の
姿勢を貫くことが大切です。

※生徒指導提要　１３ページ参照

自己指導能力の獲得

Ⅳ

生
徒
指
導
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Ⅳ   生徒指導（いじめ・不登校、道徳、虐待対応）Ⅳ   生徒指導（いじめ・不登校、道徳、虐待対応）

【児童生徒の視点に立った生徒指導】“させる指導”から“支える指導”へ

１　児童生徒の自己指導能力の獲得を支える生徒指導と授業づくり

誰一人取り残さない生徒指導、個の課題や家庭・学校環境に応

じた、適切かつ切れ目のない生徒指導を図ることが大切です！

児童生徒一人一人の個性の
発見とよさや可能性の伸長
と社会的資質・能力の発達

自己の幸福追求と社会
に受け入れられる自己
実現

参考文献　「生徒指導提要」（令和４年12月）　文部科学省
　　　　　「子どもの権利条約」（日本ユニセフ協会ホームページ）

※この場合の児童とは、18歳未満の全ての者を指します。

【生徒指導の実践上の視点】 「授業づくり」

・「自分も一人の人間として大切にされている」とい
う自己存在感を、児童生徒が実感することが大切

・自己肯定感：ありのままの自分を肯定的に捉える
・自己有用感：他者のために役立った、認められた

・学習の状況に基づく「指導の個別化」や児童生
徒の興味・関心等に応じた「学習の個性化」に
より個別最適な学びを実現する授業改善

・分かる授業・楽しい授業、誰にも出番のある全員
参加の授業（授業へ参加できたことやよりよい考
えをもつことができた実感をもたせる）

○自己存在感の感受

・失敗を恐れない、間違いやできないことを笑わな
い、むしろ、なぜそう思ったのか、どうすればで
きるようになるのかを皆で考える支持的で創造的
な学級づくり

・お互いを認め合い・励まし合い・支え合える学習
集団づくり　※お互いに関心を抱き合う授業

・一人一人の反応やつぶやき、誤答を大事にし、そ
れらを生かして学びを深めていく授業

・学び方のよさを価値付け、全体に広げる授業

○共感的な人間関係の育成

・授業場面で自らの意見を述べる、観察・実験・
調べ学習等を通じて自己の仮説を検証してレポー
トする等、自ら考え、選択し、決定する、あるい
は発表する、制作する等の体験が何より重要

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授
業改善

・児童生徒から問いや思い・願いややってみたいこ
とを引き出し、自分（たち）で決めさせることで、
必要感と責任感を伴わせる授業

○自己決定の場の提供

・お互いの個性や多様性を認め合い、安心して授業
や学校生活が送れるような風土を、教職員の支
援の下で、児童生徒自らが作り上げるようにする
ことが大切　※誰一人取り残さない生徒指導

・児童生徒の個性が尊重され、安全かつ安心して学
習ができるように配慮された授業

・児童生徒にとって安全・安心な居場所づくりへと
つながる児童生徒が規範意識を身に付けることを
意識した授業

○安全・安心な風土の醸成

≪授業はすべての児童生徒を対象とした発達支持的生徒指導の場です≫

〇児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切
　にした教育が行われることが求められています。
【４つの原則】
　①児童生徒に対するいかなる差別もしないこと
　②児童生徒にとって最もよいことを第一に考えること
　③児童生徒の命や生存、発達が保障されること
　④児童生徒は自由に自分の意見を表明する権利をもっ
　　ていること

児童の権利に関する条約

　いじめや暴力行為は、児童生徒
の人権を侵害するばかりでなく、
進路や心身に重大な影響を及ぼし
ます。教職員は、いじめの深刻化
や自殺の防止を目指す上で、児童
生徒の命を守るという当たり前の
姿勢を貫くことが大切です。

※生徒指導提要　１３ページ参照

自己指導能力の獲得

参考文献　「生徒指導提要」（令和４年12月）　文部科学省

【生徒指導の構造】時間軸に
着目すると

課題性と対応の
種類から分類する

生徒指導の 
重層的支援構造

＜低い＞

＜高い＞

 【課題発生前】

常態的
先行的

（プロアクティブ）

【課題発生後】

即応的
継続的

（リアクティブ）

〖２軸〖２軸〖２軸 ３類３類３類 ４層４層４層 構造〗構造〗構造〗

　児童生徒がＳＯＳを出しやすい環境をつくることにより、いじめに関する悩みやストレス
を抱えた児童生徒の思い等を、より適時に受け止められるようにし、早期対応につなげるこ
とが大切です。「ＳＯＳの出し方に関する教育」を長期休業前に実施し相談体制の充実に努め
ることが、学校に求められています。

～日常の様々な働きかけの中でも生徒指導の観点をもちましょう～

○特定の課題を意識することなく、全ての児童生徒を対象に児童生徒が自発的・主体的に自
らを発達させる過程を学校や教職員がいかに支えていくかという視点に立ち、児童生徒へ
の声かけ、授業、行事等を通じて、自己理解力、コミュニケーション力、共感性を育む社
会的資質・能力の育成。

【い じ め 対 応】児童生徒が「多様性を認め、人権侵害をしない人」に育つような人権教育
や市民性教育を通じた働きかけ

【暴 力 行 為】児童生徒が「他者を思いやり、傷つけない人」に育つことを意識した、校
内の雰囲気づくりや道徳教育、人権教育、法教育等の教育、及び日常の働
きかけ

【自 殺 予 防】児童生徒が「未来を生きぬく力」を身に付けるように働きかける「命の教
育」等の実施、及び安全・安心な学校環境づくり

【性犯罪･性暴力】各教科の学習や人権教育等を通じた、児童生徒が「多様性を認め、自他の
生命を尊重することができる人」に育つような働きかけ

困難課題対応的生徒指導
○深刻な課題を抱える特定の児童生
徒に対して組織的に対応。関係機
関とも連携しつつ指導・援助。

＜課題早期発見対応＞

課題予防的生徒指導

○特定の課題を意識し、予兆が見ら
れる等の一部の児童生徒の課題の
深刻化を防止。

＜課題未然防止教育＞

課題予防的生徒指導

○特定の課題を意識し、全ての児童
生徒に対する生徒指導上の諸課題
の発生を未然防止。

発達支持的生徒指導　

自分が級友や教員から受け入れられているか（承認）

学
級
に
ト
ラ
ブ
ル
や
い
じ
め
な
ど
の
不
安
が
あ
る
か

(
被
侵
害
)

【学級満足度尺度】
＜親和性のある学級づくりのための条件＞

・いじめや悪ふざけ
を受けているかも

・トラブルになって
いるかも

【侵害行為認知群】
・学校生活を意欲

的に送っている
・自分の居場所が

ある

【学級生活満足群】

・いじめや悪ふざけ
深刻（可能性大）

・不安傾向　大

【学級生活不満足群】
・認められること

が少ない

【非承認群】

・SCの積極的な活用
・継続的な個別支援

【要支援群】

侵
害
行
為

認
知
群

学
級
生
活

不
満
足
群

学
級
生
活

満
足
群

非
承
認
群

親和性の
ある学級

ルール
　の確立

リ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
確
立

　学級の児童生徒
全員にルールが理
解され、定着する
ように、一貫した
指導を行うことが
大切です。

　お互いに構えのない人
間関係を学級の中に築く
ことができるように、日
常生活におけるきめ細や
かな指導や配慮を行うこ
とが必要です。

満 

足

不 

満

不 安 安 心

※スクールカウンセラーによる「授業プログラム」を積極的に活用しよう。

課題未然防止教育

課題予防的
生徒指導

発達支持的
生徒指導

発達支持的生徒指導

課題早期発見対応

困難課題対応的
生徒指導

困難課題対応的
生徒指導

課
題
性

全ての児童生徒が自発的・主体的に自らを発達させる過程を支えるという視点が大切

ＷＥＢＱＵの活用

ＳＯＳの出し方に関する教育

課題予防的生徒指導

Ⅳ
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学校の組織的な体制

・「いじめ防止対策推進法」に基
づいた「学校いじめ対策組織」
を平時から実効的な組織体制と
して整える

→いじめ防止及び早期発見・対応
→いじめの疑いがある場合の調査等
・「学校いじめ防止基本方針」の

定期的な見直しと、ホームペー
ジでの公表及び入学時・各年度
の開始時に児童生徒、保護者、
関係機関等に説明

・担任、学年主任、生徒指導主事
等から管理職への速やかな報
告・連絡・相談・確認と時系列
に沿った記録の作成・保存

児童生徒への対応

・複数の職員による実態把握
・被害児童生徒の保護と心のケア、

支援案の提示と確認
・加害児童生徒への指導・援助
・関係機関との適切な連携

被害・加害保護者への対応

・情報収集を確実に行い、できる
限り直接会って客観的な事実関
係を正確に伝える

・「学校いじめ防止基本方針」に基
づいた具体的な対策を保護者に
提示し確認する

・保護者と学校が連携して支援・指
導を継続していくことを確認する

・保護者へ、対応の経過や結果を
丁寧に伝える

２　いじめの早期発見・早期対応・解決に向けた支援

いじめは、相手の人間性とその尊厳を踏みにじる「人権侵害行為」である

 

 
積極的にいじめを認知し、解決を図る
・いじめに気付くネットワークを拡げる
　（家庭や地域、関係機関と連携）
・小さなサインを見逃さない
　一人で判断しない（組織へ報告）

 

 
 

 

いじめは見ようとしなければ見えない

いじめを見逃さない姿勢 

いじめを生まない学級、学校づくり
・分かる授業・楽しい授業、魅力ある学校づくリ
　・一人一人を認め、生かす体験活動
　　・保護者、地域との協力体制
　　　・WEBQUを活用した学級集団づくり

いじめの未然防止 

いじめの早期発見
  

児童生徒一人一人の居場所の保障と楽しく生活できる魅力ある学校

・日常の観察と記録の積み重ね
　※「いばらき『心の健康観察』」等の活用
・アンケート調査（迅速な内容確認と対応）
・校内の見回りや相談体制の充実

１　「生命心身財産重大事態」【法第28条1項第1号】
　→いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき。
　　　①児童生徒が自殺を企図した場合（軽傷で済んだものも含む。）
　　　②心身に重大な被害を負った場合
　　　 ・リストカット等の自傷行為を行った。　　・暴行を受け、骨折した。（歯が折れた。）
　　　・カッターで刺されそうになった。　　　　・心的外傷後ストレス障害と診断された。　
　　　・わいせつな画像や顔写真を加工した画像をインターネット上で拡散された。
　　　③金品等に重大な被害を被った場合
　　　・複数の生徒から金銭を強要され、総額1万円を渡した。
　　　④いじめにより転学等を余儀なくされた場合

２　「不登校重大事態」【法第28条1項第２号】

　→いじめにより児童生徒が相当の期間（年間30日が目安）学校を欠席することを余儀なくされている

疑いがあると認めたとき。　※欠席の原因がいじめ（疑いを含む）と認知した段階で速やかに市教委へ報告！！

いじめの重大事態とは

参考文献　「生徒指導提要」（令和４年12月）　文部科学省
　　　　　「いじめの重大事態対応マニュアル」（平成31年1月）茨城県教育委員会
　　　　　 「いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改定について（通知）」（令和6年8月）文部科学省

方針を決め組織的かつ継続的に対応する
・いじめ防止基本方針の共通理解
・複数の教員による事実確認と情報収集
・継続的な支援と指導、経過観察
・加害児童生徒への成長支援という視点

いじめ解決への対応

※いじめの解消の目安
①いじめが止んで３か月が経過し

ていること
②被害児童生徒が心身の苦痛を感

じていないこと
※平時からの備えとして
　いじめが犯罪行為に相当と認められ
る場合には、警察への相談・通報を行
うことをあらかじめ保護者等に周知し
ておくこと

いじめの解消は
　保護者にも確認を!!

⇒

学校と市教委がいじめへの対応について迅速に連絡・相談・確認ができる体制を整える

⇒いじめの重大事態の調査に関するガイドライン【チェックリスト①】参照
平時からの

備え

※重大な被害が生じた（疑いを含む）と認知
　した段階で速やかに市教委へ報告！！
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３　新たな不登校を生まない支援、社会的自立に向けた支援

１　未然防止：発達支持的生徒指導・課題予防的生徒指導（課題未然防止教育）

（1） 教育活動全体を通して、 「すべての子供たちにとって安全 ・ 安心な学校」 をつくる
　・「魅力ある学校づくり」　 　楽しく安心して通うことができ、もっている力を発揮できる学校
　・「分かる授業・楽しい授業」　　　 すべての児童生徒に学びを保障する授業（1時間完結型授業）
　・称賛の場を増やす　　　自己有用感の高まりを意識した取組
（2） 児童生徒の発するサインを見逃さない組織的な体制づくり
　・児童生徒にとって相談しやすい環境づくり（ＳＯＳの出し方）
　・一人一人に毎日声をかけ、日常の様子から児童生徒の状態を把握
　　※1人1台端末を活用した「いばらき『心の健康観察』」の活用
　・多様な背景を持つ児童生徒の把握
　　→「発達障害・精神疾患・健康課題・支援を要する家庭状況
　　　（ヤングケアラー等）」
　・ＷＥＢＱＵの活用（要支援群の児童生徒への個別支援）
（3） 児童生徒理解 ・ 教育支援シート等を活用した適切で課題予防的な支援
　・相互コンサルテーションの実施と支援シート等を活用したケース会議の開催

２　早期対応：課題予防的生徒指導（課題早期発見対応）

（1） 学年での対応 ・ 生徒指導主事との連携 ・ 管理職への報告

　 □報告・連絡・相談・確認（担任だけで悩まない）
　 □学年主任や生徒指導主事と連携した家庭訪問や電話連絡

３　社会的自立に向けた支援：困難課題対応的生徒指導

 

不
登
校
を
生
ま
な
い
支
援

不
登
校
児
童
生
徒
へ
の
支
援

一
週
間
以
上
連
続
の
欠
席

連
続
の
欠
席

（2） 個別支援の開始

　 □気になることはまず、報告（学年主任、生徒指導主事→管理職への報告）
　 □養護教諭や不登校担当教員、教育相談員、ＳＣと相談
(3) 校内チーム支援の開始 （長期的目標と短期的目標の設定）

　 □学年会や生徒指導部員会での情報共有と支援方針の検討
　 □ケース会議（担任、学年主任、ＳＣ、生徒指導主事、教頭、校長等）
　　 ※多様な背景を持つ児童生徒への適切な教育機会の確保と関係機関との連携
　 □家庭に支援方針を伝達（保護者と不登校支援の協力者としての関係を築く）

①欠席１日目【電話連絡】：児童生徒の実態を把握

　□「聞　く」家庭での過ごし方・体調・生活リズム・気になること
　□「伝える」明日の連絡・気持ちに寄り添い、安心して登校できる声かけ
②連続欠席２日目【家庭訪問】：欠席者の実態を把握・保護者からの聞き取り

　□「聞　く」欠席の背景に、友人関係や学業面の不安は感じられないかを探る
　□「見　る」身　な　り：家庭の養育環境を知る手掛かり
　　　　　　 顔色や表情：児童生徒の心理状態、体調を知るバロメーター
③連続欠席３日目【児童生徒の状況を校内で共有】

　□電話連絡・家庭訪問時の様子　　　□過去の欠席状況　　□直近の学校生活での様子
　□SCやSSW、関係機関等とのつながりがあるか確認　　　　□気になることを共有

参考文献　「生徒指導提要」（令和４年12月）　文部科学省

学
校
内
外
の
機
関
や
専
門
家
に
よ
る
児
童
生
徒
へ
の
相
談
・
指
導
の
推
進

教育相談体制の充実

・SCや市教育相談員
等の効果的な活用

・相談窓口の周知
  （校内オンライン相

談窓口）

相談・指導

100％

対応例

（1） 定期的な家庭訪問、 電話連絡やオンラインによる本人、 保護者とのつながり
　 「傷ついた自己肯定感の回復」「コミュニケーション力やソーシャルスキルを身に付ける」
　 「人に上手にＳＯＳを出せるようになる」等を身近で支える
（2） 多様な学びの機会の提供 【 教育機会確保法 】
　・オンラインでの支援…タブレット端末による双方向型の授業、授業視聴、
　　学習支援ソフトを活用した学習等　※指導要録上の出席扱いの積極的な検討 
　・ちゃれんじくらぶ（適応指導教室）やフリースクールの検討　
　・不登校児童生徒の欠席中の学習成果に対して学習評価を適切に実施
　　※教育課程に照らした適切な課題提示（確認）及び、保護者等との連携協力体制が必要
（3） 受け入れ体制づくり
　・学級の雰囲気づくり　※WEBQUの活用（13ページ参照）
　・別室登校（校内フリースクール）や放課後登校等、様々な支援方法の検討
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＜学校が通告を判断するに

当たってのポイント＞

□確証がなくても通告する

こと（誤りであったとし

ても責任は問われない）

□虐待の有無を判断するの

は児童相談所等の専門機

関であること

□児童生徒の安全を優先す

ること

□通告は守秘義務違反に当

たらないこと

学校における早期発見

・日常の観察による児童生徒、保護者、家庭状況の把握

・特に、健康診断、水泳指導での観察

・教育相談、アンケート等

　→児童生徒・保護者・状況について違和感あり

　→虐待サイン発見のチェックリストに複数該当

チームとしての対応、早期対応（情報収集・共有、対応検討）

 （メンバー）管理職、生徒指導主事、養護教諭、学級担任、学年主任、

　　　　　 スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等

・本人（児童生徒、保護者）からの訴え

・前在籍校　　・学校医や学校歯科医

・他の保護者　・放課後児童クラブ等
直ちに管理職へ報告・相談

発生予防等　※【】は対象者　職：職員、児生：児童生徒、保：保護者

 ・ 児童生徒や保護者への相談窓口の周知、相談対応【職・児生・保】

 ・ 児童虐待未然防止のための教育、啓発活動【職・児生・保】

 ・ 校内研修の実施、他機関主催の研修会等への参加【職】

 ・ 日頃からの家庭との良好な関係の構築【職】

参考文献　「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（令和２年６月改訂版）文部科学省

通告

日立児童相談所　
☎ 0294-22-0294
いばらき虐待ホットライン
☎ 0293-22-0293
児童相談所虐待対応ダイヤル　
☎ 189（いちはやく）

市子育て支援課

(こども家庭センター )

☎ 050-5528-5071

警察　☎ 110

通告 通報

安全確認、情報収集、調査

（必要に応じて）一時保護

調査継続

援助方針の決定

（必要に応じて）施設入所

在宅での支援（登校）

児
童
相
談
所
や
市
町
村
の
役
割

学
校
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
通
告
・
通
報
し
た
こ
と
を
連
絡

市
教
育
委
員
会

☎ 22-3111 

（代表）

４　学校における虐待対応の流れ　～通告・通報まで～

軽微なケース
右の①～④に該

当しないが、虐

待かどうか判断

が難しい場合

　　　　　　　　　　　　重篤なケース
① 身体的虐待（打撲傷、あざ（内出血）、骨折、刺傷、やけど等）が疑われる場合

② ネグレクト（栄養失調、医療放棄等）があると疑われる場合

③ 性的虐待が疑われる場合

④ 児童生徒が帰りたくないと言った場合

　 （児童生徒自身が保護・救済を求めている場合）

虐待が疑われる場合

緊急性・危険性が高いと考えられる場合
命の危険がある！　　一刻を争う！

いじめ・不登校の早期発見 虐待の早期発見
時　間
場　面

※これらは、いじめ・不登校・虐待が疑われる場合の「サイン」の一例です。この他にも様々な
　「サイン」があることを認識しておく必要があります。

保
護
者
と
の
関
わ
り
の
中
で

給
食
・
清
掃
・
そ
の
他

□遅刻・欠席が多くなり、理由を明確に言わない
□頭痛、腹痛、発熱等体調不良を訴えるよう

になる
□表情がさえず、目を合わせない
□出席確認の声が小さい、返事をしない
□提出物の提出が遅れるあるいはなくす

□傷跡やあざ、やけどの跡等が見られる
□過度に緊張し、教員と視線が合わせられな

い
□季節にそぐわない服装をしている
□兄弟姉妹で服装や持ち物等に差が見られる

□児童生徒との関わり方に不自然なところが見られる
□不自然に児童生徒が保護者と密着している
□児童生徒が夜遅くまで外で遊んでいたり徘

徊したりしているのを黙認している
□長期にわたって欠席が続き、訪問しても児

童生徒に会わせようとしない
□家庭訪問や担任との面談を拒否する
□連絡帳への返事がなく、学校からの電話に出ない
□児童生徒の健康状態に関心が低く、受診や

入院の勧めを拒否する
□児童生徒の外傷等に対する説明に不自然な

ところがある
□児童生徒の成績や評価、学習用具等の準備

に無関心である
□他の保護者と関わることを極端に嫌う

□教員等の顔色をうかがったり、接触を避け
ようとしたりする 

□他者とうまく関われず、ささいなことでも
すぐかっとなるなど乱暴な言動が見られる

□握手等身体的接触に対して過度に反応する
□警戒心が強く、音や振動に敏感に反応し、

手を挙げただけで顔や頭をかばう
□他の人を執拗に責める
□虚言が多かったり、自暴自棄な言動があっ

たりする
□用事がなくても教員のそばに近づいてこよ

うとする
□集団から離れていることが多い
□食べ物への執着が強く、過度に食べる
□極端な食欲不振が見られる
□なにかと理由をつけてなかなか家に帰りた

がらない
□日常の会話や日記・作文等の中に、放課後

や休日の生活の様子が出てこない

□学習意欲が低下し、忘れ物が増える
□ノートの文字が雑、またはとらない
□外をぼんやり見ている、周囲が笑っていて

も笑わなくなる
□グループ分けで孤立しがちである
□身体の不調を訴えるなど、保健室へよく行

くようになる
□トイレに行く友達や遊ぶ仲間が変わる
□ふざけ合っているが、表情がさえない
□友達を避けるようになり、不満や批判をす

るようになる
□一人でいることが多くなり、登下校や休み

時間がつらそうになる
□言葉づかいが投げやりな感じになったり、

独り言が多くなったりする
□作文や絵画等に気にかかる表現や描写が表

れる
□発言や態度に異常なほど周囲への気遣いが

見られるようになる
□職員室へ来ることが多くなる
□元気がなく、進んで活動しようとしなくなる
□ちょっとしたことでイライラしたり、ふて

くされたりする
□認められないと不機嫌になる
□担任が教室に入室後に、遅れて入ってくる
□授業での発言を冷やかされたり、無視され

たりする
□授業中等、突然個人名が出される
□集中してボールを当てられる

□給食時に孤立したり、食欲がないと訴えた
りするようになる

□帰りの会後急いで教室を出る、用もないの
に学校に残っている

□部活動を休みがちになる
□爪噛みやチックが見られるようになる
□刃物等の危険物を所持する
□ふさぎこんだり、時には泣いたりするようになる
□給食の配膳量が少ない、あるいは多い
□配膳すると嫌がられる
□好きなものを譲る
□机を離される
□清掃用具等の片付けを、毎回一人でしている
□持ち物が壊される
□教室の壁、掲示物等に落書きがある

いじめ・不登校・虐待の早期発見のためのチェックリスト

児童生徒氏名（　　　　　　　　　　　　）

チ ェ ッ ク し た 日 付

／ ／ ／

授
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中
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み
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間

健
康
診
断

授
業
中

　休
み
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　給
食

　そ
の
他

登
校
時

　朝
の
会

□衣服を脱ぐことに過剰な不安を見せる
□説明がつかないけが、やけど、出血斑（痕

跡を含む）が見られる
□からだや衣服の不潔感、汚れ、におい、垢

の付着、爪が伸びている等がある
□発育や発達の遅れ（やせ、低身長、歩行や

言葉の遅れ等）、虫歯等要治療の疾病等を
放置している

Ⅳ

生
徒
指
導
（
い
じ
め
・
不
登
校
・
道
徳
・
虐
待
対
応
）
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＜学校が通告を判断するに

当たってのポイント＞

□確証がなくても通告する

こと（誤りであったとし

ても責任は問われない）

□虐待の有無を判断するの

は児童相談所等の専門機

関であること

□児童生徒の安全を優先す

ること

□通告は守秘義務違反に当

たらないこと

学校における早期発見

・日常の観察による児童生徒、保護者、家庭状況の把握

・特に、健康診断、水泳指導での観察

・教育相談、アンケート等

　→児童生徒・保護者・状況について違和感あり

　→虐待サイン発見のチェックリストに複数該当

チームとしての対応、早期対応（情報収集・共有、対応検討）

 （メンバー）管理職、生徒指導主事、養護教諭、学級担任、学年主任、

　　　　　 スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等

・本人（児童生徒、保護者）からの訴え

・前在籍校　　・学校医や学校歯科医

・他の保護者　・放課後児童クラブ等
直ちに管理職へ報告・相談

発生予防等　※【】は対象者　職：職員、児生：児童生徒、保：保護者

 ・ 児童生徒や保護者への相談窓口の周知、相談対応【職・児生・保】

 ・ 児童虐待未然防止のための教育、啓発活動【職・児生・保】

 ・ 校内研修の実施、他機関主催の研修会等への参加【職】

 ・ 日頃からの家庭との良好な関係の構築【職】

参考文献　「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（令和２年６月改訂版）文部科学省

通告

日立児童相談所　
☎ 0294-22-0294
いばらき虐待ホットライン
☎ 0293-22-0293
児童相談所虐待対応ダイヤル　
☎ 189（いちはやく）

市子育て支援課

(こども家庭センター )

☎ 050-5528-5071

警察　☎ 110

通告 通報

安全確認、情報収集、調査

（必要に応じて）一時保護

調査継続

援助方針の決定

（必要に応じて）施設入所

在宅での支援（登校）

児
童
相
談
所
や
市
町
村
の
役
割

学
校
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
通
告
・
通
報
し
た
こ
と
を
連
絡

市
教
育
委
員
会

☎ 22-3111 

（代表）

４　学校における虐待対応の流れ　～通告・通報まで～

軽微なケース
右の①～④に該

当しないが、虐

待かどうか判断

が難しい場合

　　　　　　　　　　　　重篤なケース
① 身体的虐待（打撲傷、あざ（内出血）、骨折、刺傷、やけど等）が疑われる場合

② ネグレクト（栄養失調、医療放棄等）があると疑われる場合

③ 性的虐待が疑われる場合

④ 児童生徒が帰りたくないと言った場合

　 （児童生徒自身が保護・救済を求めている場合）

虐待が疑われる場合

緊急性・危険性が高いと考えられる場合
命の危険がある！　　一刻を争う！

いじめ・不登校の早期発見 虐待の早期発見
時　間
場　面

※これらは、いじめ・不登校・虐待が疑われる場合の「サイン」の一例です。この他にも様々な
　「サイン」があることを認識しておく必要があります。

保
護
者
と
の
関
わ
り
の
中
で

給
食
・
清
掃
・
そ
の
他

□遅刻・欠席が多くなり、理由を明確に言わない
□頭痛、腹痛、発熱等体調不良を訴えるよう

になる
□表情がさえず、目を合わせない
□出席確認の声が小さい、返事をしない
□提出物の提出が遅れるあるいはなくす

□傷跡やあざ、やけどの跡等が見られる
□過度に緊張し、教員と視線が合わせられな

い
□季節にそぐわない服装をしている
□兄弟姉妹で服装や持ち物等に差が見られる

□児童生徒との関わり方に不自然なところが見られる
□不自然に児童生徒が保護者と密着している
□児童生徒が夜遅くまで外で遊んでいたり徘

徊したりしているのを黙認している
□長期にわたって欠席が続き、訪問しても児

童生徒に会わせようとしない
□家庭訪問や担任との面談を拒否する
□連絡帳への返事がなく、学校からの電話に出ない
□児童生徒の健康状態に関心が低く、受診や

入院の勧めを拒否する
□児童生徒の外傷等に対する説明に不自然な

ところがある
□児童生徒の成績や評価、学習用具等の準備

に無関心である
□他の保護者と関わることを極端に嫌う

□教員等の顔色をうかがったり、接触を避け
ようとしたりする 

□他者とうまく関われず、ささいなことでも
すぐかっとなるなど乱暴な言動が見られる

□握手等身体的接触に対して過度に反応する
□警戒心が強く、音や振動に敏感に反応し、

手を挙げただけで顔や頭をかばう
□他の人を執拗に責める
□虚言が多かったり、自暴自棄な言動があっ

たりする
□用事がなくても教員のそばに近づいてこよ

うとする
□集団から離れていることが多い
□食べ物への執着が強く、過度に食べる
□極端な食欲不振が見られる
□なにかと理由をつけてなかなか家に帰りた

がらない
□日常の会話や日記・作文等の中に、放課後

や休日の生活の様子が出てこない

□学習意欲が低下し、忘れ物が増える
□ノートの文字が雑、またはとらない
□外をぼんやり見ている、周囲が笑っていて

も笑わなくなる
□グループ分けで孤立しがちである
□身体の不調を訴えるなど、保健室へよく行

くようになる
□トイレに行く友達や遊ぶ仲間が変わる
□ふざけ合っているが、表情がさえない
□友達を避けるようになり、不満や批判をす

るようになる
□一人でいることが多くなり、登下校や休み

時間がつらそうになる
□言葉づかいが投げやりな感じになったり、

独り言が多くなったりする
□作文や絵画等に気にかかる表現や描写が表

れる
□発言や態度に異常なほど周囲への気遣いが

見られるようになる
□職員室へ来ることが多くなる
□元気がなく、進んで活動しようとしなくなる
□ちょっとしたことでイライラしたり、ふて

くされたりする
□認められないと不機嫌になる
□担任が教室に入室後に、遅れて入ってくる
□授業での発言を冷やかされたり、無視され

たりする
□授業中等、突然個人名が出される
□集中してボールを当てられる

□給食時に孤立したり、食欲がないと訴えた
りするようになる

□帰りの会後急いで教室を出る、用もないの
に学校に残っている

□部活動を休みがちになる
□爪噛みやチックが見られるようになる
□刃物等の危険物を所持する
□ふさぎこんだり、時には泣いたりするようになる
□給食の配膳量が少ない、あるいは多い
□配膳すると嫌がられる
□好きなものを譲る
□机を離される
□清掃用具等の片付けを、毎回一人でしている
□持ち物が壊される
□教室の壁、掲示物等に落書きがある

いじめ・不登校・虐待の早期発見のためのチェックリスト

児童生徒氏名（　　　　　　　　　　　　）

チ ェ ッ ク し た 日 付

／ ／ ／
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□衣服を脱ぐことに過剰な不安を見せる
□説明がつかないけが、やけど、出血斑（痕

跡を含む）が見られる
□からだや衣服の不潔感、汚れ、におい、垢

の付着、爪が伸びている等がある
□発育や発達の遅れ（やせ、低身長、歩行や

言葉の遅れ等）、虫歯等要治療の疾病等を
放置している

Ⅳ
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徒
指
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５　道徳教育の充実

特別の教科　道徳…学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育を、補充・深化・統合する要の時間

（１）道徳の授業づくり

①道徳科の授業とは

②道徳科の学習指導過程の例

価値理解…道徳的価値は大切なことであると理解すること
人間理解…道徳的価値をなかなか実現できない人間の弱さなども理解すること
他者理解…道徳的価値を実現したときやできなかったときの感じ方・考え方は多様

であることを前提として理解すること

道徳的諸価値についての理解を基に道徳的諸価値についての理解を基に

多面的・多角的に考える多面的・多角的に考える多面的・多角的に考える自己を見つめる自己を見つめる自己を見つめる

生き方についての
考えを深める

〔小学校〕自己の
〔中学校〕人間としての

・多様な感じ方や考え方に接する
・多様な価値観の存在を前提に考える
・他者と対話したり協働したりしながら
　考える

価値理解

人間理解

他者理解

自分との関わりで捉える

自己理解

自分の経験やそのとき
の感じ方、考え方と照
らし合わせながら、考
えを深める

〇成長を実感する
〇課題や目標を見
　つける

生徒指導上の様々な問題に児童生徒が主体的
に対処できる実効性ある力の基盤となる道徳
性を身に付けることが求められています。

　道徳科では、小学校1年生から中学校３年生までの９年間で、学習指導要領に示された内
容項目を手掛かりとして、継続的に道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てることで
道徳性を養い、よりよい生き方ができる子供を育てます。
【学校における道徳性の捉え方】
　道徳的判断力……それぞれの場面で善悪を判断する能力
　道徳的心情………道徳的価値の大切さを感じ取り、善を行うことを喜び、悪を憎む感情
　道徳的実践意欲…道徳的判断力や道徳的心情を基盤とし道徳的価値を実現しようとする意
　　　　　　　　　志の働き
　道徳的態度………道徳的判断力や道徳的心情に裏付けられた具体的な道徳的行為への身構え

〔道徳科の目標から〕

段階

導入

展開

終末

学習の目的 ICTの活用例主な学習活動

・実態や問題を
知る。

・道徳的価値について、
問題意識をもつ。

・実態や問題の提示
　（画像や映像、グラフ等）

・教材を活用し
て、道徳的価
値を理解し、
よりよい生き
方を考える。

・自分自身との関わりで
考える。

・多面的・多角的に考える。
・自己の（人間としての）
生き方についての考え
を深める。

・教材の提示（画像や映像等）
・自分の考えをもつ（ICT端末に示す）
・他者の考えを知る（ICT端末に共有）
　（表やグラフ等）
・話し合う（意見の交換、考えの共有）
・自己を見つめる（ICT端末に蓄積）

・よりよい生き
方の実現への
思いや願いを
深める。

・道徳的価値についての
自己実現への意欲を高
める。

・生活の様子の提示（画像や映像等）
・外部の方の言葉の提示（画像や映
像等）

教材を提示する工夫、発問の工夫、話合いの工夫等、指導方法の工夫をす
ることで、子供が思いを表現しやすい授業にすることが大切です。

考え、議論する道徳

主体的に自分との関わりで考える 多様な考え方、感じ方と出合い交流する

Ⅳ

生
徒
指
導
（
い
じ
め
・
不
登
校
・
道
徳
・
虐
待
対
応
）
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５　道徳教育の充実

特別の教科　道徳…学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育を、補充・深化・統合する要の時間

（１）道徳の授業づくり

①道徳科の授業とは

②道徳科の学習指導過程の例

価値理解…道徳的価値は大切なことであると理解すること
人間理解…道徳的価値をなかなか実現できない人間の弱さなども理解すること
他者理解…道徳的価値を実現したときやできなかったときの感じ方・考え方は多様

であることを前提として理解すること

道徳的諸価値についての理解を基に道徳的諸価値についての理解を基に

多面的・多角的に考える多面的・多角的に考える多面的・多角的に考える自己を見つめる自己を見つめる自己を見つめる

生き方についての
考えを深める

〔小学校〕自己の
〔中学校〕人間としての

・多様な感じ方や考え方に接する
・多様な価値観の存在を前提に考える
・他者と対話したり協働したりしながら
　考える

価値理解

人間理解

他者理解

自分との関わりで捉える

自己理解

自分の経験やそのとき
の感じ方、考え方と照
らし合わせながら、考
えを深める

〇成長を実感する
〇課題や目標を見
　つける

生徒指導上の様々な問題に児童生徒が主体的
に対処できる実効性ある力の基盤となる道徳
性を身に付けることが求められています。

　道徳科では、小学校1年生から中学校３年生までの９年間で、学習指導要領に示された内
容項目を手掛かりとして、継続的に道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てることで
道徳性を養い、よりよい生き方ができる子供を育てます。
【学校における道徳性の捉え方】
　道徳的判断力……それぞれの場面で善悪を判断する能力
　道徳的心情………道徳的価値の大切さを感じ取り、善を行うことを喜び、悪を憎む感情
　道徳的実践意欲…道徳的判断力や道徳的心情を基盤とし道徳的価値を実現しようとする意
　　　　　　　　　志の働き
　道徳的態度………道徳的判断力や道徳的心情に裏付けられた具体的な道徳的行為への身構え

〔道徳科の目標から〕

段階

導入

展開

終末

学習の目的 ICTの活用例主な学習活動

・実態や問題を
知る。

・道徳的価値について、
問題意識をもつ。

・実態や問題の提示
　（画像や映像、グラフ等）

・教材を活用し
て、道徳的価
値を理解し、
よりよい生き
方を考える。

・自分自身との関わりで
考える。
・多面的・多角的に考える。
・自己の（人間としての）
生き方についての考え
を深める。

・教材の提示（画像や映像等）
・自分の考えをもつ（ICT端末に示す）
・他者の考えを知る（ICT端末に共有）
　（表やグラフ等）
・話し合う（意見の交換、考えの共有）
・自己を見つめる（ICT端末に蓄積）

・よりよい生き
方の実現への
思いや願いを
深める。

・道徳的価値についての
自己実現への意欲を高
める。

・生活の様子の提示（画像や映像等）
・外部の方の言葉の提示（画像や映
像等）

教材を提示する工夫、発問の工夫、話合いの工夫等、指導方法の工夫をす
ることで、子供が思いを表現しやすい授業にすることが大切です。

考え、議論する道徳

主体的に自分との関わりで考える 多様な考え方、感じ方と出合い交流する

参考文献　「令和７年度道徳教育パワーアップ研究協議会」堀田竜次調査官　講義資料
　　　　　「『特別の教科　道徳』全面実施に向けて」（平成29年３月）茨城県教育委員会
　　　　　「生徒指導提要」（令和４年12月）文部科学省

（２）学級全体で「考え、議論する」ための発問の工夫

【こんな発問を目指しましょう】

〇考える必然性や切実感のある発問
〇自由な思考を促す発問
〇物事を多面的・多角的に考えられる発問

授業のねらいに深く関わる中心的な
発問を考え、それを生かす前後の発
問を考えてみましょう。

（３）振り返りができる「構造的な板書」の工夫

【板書例】

（縦書きでも横書きでも、授業者が明確な意図をもつ）

児童生徒の発言内容を整理

教材の理解を促す図や写真

【宮田小　遠藤 佳恵 先生より提供】

思考の流れを可視化できるような対比的・構造的な板書

【発問の例】

①場面発問（教材から答えを探し出すもの）

意図的にゆさぶる

発言の根拠を問う

考えを整理する

考えを深める

考えを広げる

教材やねらい、児童生徒の実態に応じて、問い返しを準備したり、発問
を使い分けたりすることが大切です。

電子黒板でアンケー
ト結果を表示

表情カード
の活用

授業の中心部分（ねらい、中心発問等）を強調

ペープサート
の活用

「～のとき、（登場人物）さんは、どんな気持ちでしょうか。」

「～のところで、（登場人物）さんはどう思ったでしょうか。」

②主題や価値に関する発問

③「考え、議論する」きっかけとなる「問い返し」

「自分だったらどうするでしょうか。」（自我関与）

「〇〇さんは、どう考えるでしょうか。」（多様性）

「私は、これからどう生きていこうか。」（将来の展望）

※場面発問だけでは、

　 多様な考えを引き出

　 すことが困難となる。

本当に〇〇でしょうか？

もう少し詳しく話せますか？

なぜそう思ったのですか？

みなさんはどう思いますか？

〇〇とはどういうことでしょう？

Ⅳ

生
徒
指
導
（
い
じ
め
・
不
登
校
、道
徳
、虐
待
対
応
）
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質の高い探究的な学びを実現するための情報活用能力の育成

情報技術の基本的な操作及び情報技術を活用した情報の

収集、整理・比較、発信・伝達等に関すること

情報技術を扱う際の留意事項に関すること

（情報モラル、権利と責任等）

情報技術の特性の科学的な理解に関すること

（コンピュータの仕組み、データ活用等）

※コンピュータ、
　情報通信ネット
　ワーク、ＡＩ、
　メディア等

小学校段階‥‥体験的な活動を重視し、「①活用」を中核に据え、「②適切な取扱い」及び「③特性の理解」と一
体的に育成する。

中学校段階‥‥各要素の内容を深めつつ、より抽象的・科学的な理解を必要とする「③特性の理解」を一層重
視する。

① 情報技術の

活用
② 情報技術の

適切な取扱い
③ 情報技術の

特性の理解

●写真・動画を撮影する（低）
●インターネット等で情報収集する（中・高）
●表やグラフを作成し整理・分析する（中・高）
●スライドを見やすく工夫して表現する（中・高）

●ルールを守って大切に使う（低）
●メディアによって、得られる情報や

印象が異なることを知る（中・高）

●インターネットの危険性や、情報
セキュリティの基本を知る（中・高）

●長時間利用の影響を知る（中・高）

●クラウドを用いて共同編
集する仕組みを知る
（中・高）

●プログラミングを体験し
たり、生成ＡＩの出力か
ら特性を知る（中・高）

●アンケート結果やセンサで得た
データを集計・分析する

●メディアごとの特性や、どのよう
な情報が伝わりやすいのかを考え
ながらレイアウト等を決める

●情報がどのように加工され伝わり
影響を与えるのか、メディアを比
較しながら理解する

●多様なセキュリティ対策・対応を
学ぶ

●自他の権利や法を理解し、適切に
情報を扱う

●情報処理の仕組みやコンピュータ
の構成、生成ＡＩ等の基本的な仕
組み等を理解する

●身近な課題を解決するプログラム
を制作する

発達段階に即した各要素の学習活動（例）

 

 

１　質の高い探究的な学びの実現

Ⅴ   探究的な学びの基盤となる情報活用能力の育成（情報技術を活用した探究的な学びの実現）Ⅴ   探究的な学びの基盤となる情報活用能力の育成（情報技術を活用した探究的な学びの実現）

　中央教育審議会教育課程企画特別部会（令和７年９月）において、次期学習指導要領の基本的
な考え方として、情報活用能力の抜本的向上と質の高い探究的な学びの実現について示されました。
これらの方向性を踏まえ、情報技術を効果的に活用し、課題解決や探究的な学びの実現を図ります。

参考文献　「教育課程企画特別部会 論点整理（素案）」（令和７年９月）中央教育審議会

　自らの人生や社会のために、情報技術の「活用」を中心に、情報の「適切な取扱い」及び「特性
の理解」と一体的に育むことで、課題解決や探究できる力を身に付けます。

情報技術の

① 活用

② 適切な
　 取扱い

③ 特性の
 　理解

中

小

Ⅴ

探
究
的
な
学
び
の
基
盤
と
な
る
情
報
活
能
力
の
育
成
（
情
報
技
術
を
活
用
し
た
探
究
的
な
学
び
の
実
現
）

− 20 −



ＩＣＴ活用スキル指導目標

情報モラル指導目標

コンピュータや周辺機器の機能を理解し、基本的な操作ができる。

小学校　高学年 中学校小学校　低学年 小学校　中学年

小学校　高学年 中学校小学校　低学年 小学校　中学年

・ I Dやパスワードを入力
し、起動や終了ができる。

・ローマ字を用いて、 キー
ボードで、 文字の入力
ができる。

・ ホームポジションを意識
して、 キーボードを用い
て正確に文字の入力が
できる。（10分間に400
文字程度）

・ キーボードを用いて、
十分な速さで正確に文
字を入力することがで
きる。 （10分間に600
文字程度）

コンピュータや周辺機器を活用し、問題を解決したり表現したりすることができる。

・ 用意されたWebページ
を見ることができる。

・ 用意された分類から、
必要な情報を検索する
ことができる。

・キーワード検索をすること
ができる。

・複数のキーワードを活用
するなど、 効率的に情報
を検索することができる。

問題解決における情報の大切さを意識しながら、情報モラルについて考えることができる。

・ タブレット端末等を利用する
ときの基本的なルールを知
ることができる。

・ タブレット端末等を利用
するときの基本的な
ルールの必要性を理解
し、 実践することがで
きる。

・I Dやパスワードの大切さについて知ることができる。

・ タブレット端末の、自分の
IDやパスワードを知り、 活
用することができる。

・ タブレット端末のパスワードを、 他人から類推しづらいものに変更し、 活用するこ
とができる。

・タブレット端末等を利用するときに必要なルールは何
かを考え、理解し、それに従って行動することができる。

・ 文字のやりとりは、 相手が
見えないので行き違いが起
きやすいことを知ることがで
きる。

・ ネットの先には相手がいることを知り、 携帯電話や
ネット利用のマナーを理解することができる。

・心当たりのない相手との連絡には、 注意をする必要があ
ることを知ることができる。

・自他の情報をむやみに教えてはいけないことを知るなど、 個
人情報の重要性を理解することができる。

・ 友達の作品には、 著作権が
あることを知り、 大切にしよ
うとすることができる。

・ 写真を撮ったり、 友達
の作品を使ったりする
時は、 許可を得る必要
があることを知ることが
できる。

・ ネットや A Ｉによる情報の真偽を確かめようとすることがで
きる。(生成Ａ Ｉの利用については年齢制限を確認すること)

・ ネット上でも人権を大切に
しようとすることができる。

・ 著作権を理解し、 これらの権利を守ることの大切さ
が分かる。

・ 情報を発信する際には自他や社会への影響を考える
など、 責任ある情報発信ができる。

・ ノートをプロジェクタで
拡大提示し、 発表する
ことができる。

・ 必要な箇所を撮影し、
プロジェクタで拡大提示
して発表することができ
る。

・写真や文字を活用し、 相
手に伝わるプレゼン資料
を作り、 発表することが
できる。

・写真や文字、 動画を活用
し、 相手に伝わるプレゼ
ン資料を作り、 発表する
ことができる。

・ 写真や動画を撮影する
ことができる。

・ 写真や動画に、 タッチ
操作で説明やイラストを
加えることができる。

・ 写真や動画に、 説明や
イラストを加えることが
できる。

・ 写真や動画を編集する
ことができる。

基
本
的
な
操
作
に
関
す
る
こ
と

問
題
解
決
・
探
究
に
お
け
る

情
報
活
用
力
に
関
す
る
こ
と

参考文献　「HITACHI GIGA School Handbook」（令和３年９月　日立市教育委員会指導課）
　　　　　「教育DXに係るKPIの方向性」（令和６年２月　文部科学省）
　　　　　「初等中等教育段階における生成ＡＩの利活用に関するガイドライン Ver. 2.0」（令和６年12月　文部科学省）

質の高い探究的な学びを実現するための情報活用能力の育成

情報技術の基本的な操作及び情報技術を活用した情報の

収集、整理・比較、発信・伝達等に関すること

情報技術を扱う際の留意事項に関すること

（情報モラル、権利と責任等）

情報技術の特性の科学的な理解に関すること

（コンピュータの仕組み、データ活用等）

※コンピュータ、
　情報通信ネット
　ワーク、ＡＩ、
　メディア等

小学校段階‥‥体験的な活動を重視し、「①活用」を中核に据え、「②適切な取扱い」及び「③特性の理解」と一
体的に育成する。

中学校段階‥‥各要素の内容を深めつつ、より抽象的・科学的な理解を必要とする「③特性の理解」を一層重
視する。

① 情報技術の

活用
② 情報技術の

適切な取扱い
③ 情報技術の

特性の理解

●写真・動画を撮影する（低）
●インターネット等で情報収集する（中・高）
●表やグラフを作成し整理・分析する（中・高）
●スライドを見やすく工夫して表現する（中・高）

●ルールを守って大切に使う（低）
●メディアによって、得られる情報や

印象が異なることを知る（中・高）

●インターネットの危険性や、情報
セキュリティの基本を知る（中・高）

●長時間利用の影響を知る（中・高）

●クラウドを用いて共同編
集する仕組みを知る
（中・高）

●プログラミングを体験し
たり、生成ＡＩの出力か
ら特性を知る（中・高）

●アンケート結果やセンサで得た
データを集計・分析する

●メディアごとの特性や、どのよう
な情報が伝わりやすいのかを考え
ながらレイアウト等を決める

●情報がどのように加工され伝わり
影響を与えるのか、メディアを比
較しながら理解する

●多様なセキュリティ対策・対応を
学ぶ

●自他の権利や法を理解し、適切に
情報を扱う

●情報処理の仕組みやコンピュータ
の構成、生成ＡＩ等の基本的な仕
組み等を理解する

●身近な課題を解決するプログラム
を制作する

発達段階に即した各要素の学習活動（例）

 

 

１　質の高い探究的な学びの実現

Ⅴ   探究的な学びの基盤となる情報活用能力の育成（情報技術を活用した探究的な学びの実現）Ⅴ   探究的な学びの基盤となる情報活用能力の育成（情報技術を活用した探究的な学びの実現）

　中央教育審議会教育課程企画特別部会（令和７年９月）において、次期学習指導要領の基本的
な考え方として、情報活用能力の抜本的向上と質の高い探究的な学びの実現について示されました。
これらの方向性を踏まえ、情報技術を効果的に活用し、課題解決や探究的な学びの実現を図ります。

参考文献　「教育課程企画特別部会 論点整理（素案）」（令和７年９月）中央教育審議会

　自らの人生や社会のために、情報技術の「活用」を中心に、情報の「適切な取扱い」及び「特性
の理解」と一体的に育むことで、課題解決や探究できる力を身に付けます。

情報技術の

① 活用

② 適切な
　 取扱い

③ 特性の
 　理解
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（１） 　小学校のプログラミング教育

　コンピュータに意図した処理を行うように指示することができるということを体験させながら、将来
どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思考」
等を育成します。

２　プログラミング的思考を育む教育の推進

「情報活用能力」に含まれる以下の資質・能力を育成すること
小
学
校
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の
ね
ら
い

各教科等での学びをより確実なものとすること

「思考力、判断力、表現力等」

◎プログラミング的思考

　自分が意図する一連の活動を

実現するために、どのような動

きの組み合わせが必要であり、

一つ一つの動きに対応した記号

を、どのように組み合わせたら

いいのか、記号の組み合わせを

どのように改善していけば、よ

り意図した活動に近づくのか、

といったことを論理的に考えて

いく力

「知識及び技能」

　身近な生活でコンピュータ
が活用されていることや問題
の解決には必要な手順がある
ことに気付くこと

※プログラミング教育を通じ

て、児童がおのずとプログ

ラミング言語を覚えたり、

プログラミングの技能を習

得したりすることは考えら

れるが、それ自体をねらい

とはしない。

「学びに向かう力、人間性等」

　コンピュータの働きを、より
よい人生や社会づくりに生かそ
うとする態度

（２）　 中学校のプログラミング教育

　技術・家庭科（技術分野）では、小学校において育成された資質・能力を土台に、以下の学習
を充実させます。

・生活や社会を支える情報の技術や、その技術に込められた問題解決の工夫

・ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングや、計測・制御の

プログラミングによる問題の解決

各校に整備されているプログラミング教育に関する教材
　・（小学校）LEGO　WeDO 電気の利用セット　各学校に、クラスあたり２人で１台使える程度の台数
　・（小中学校）micro:bit 各学校に、クラスあたり１人１台使える程度の台数

教育研究所で貸し出すことができるプログラミング教育に関する教材
　・LEGO　WeDO　電気の利用セット　24台
　・micro:bit　40台　　貸し出しの希望がある場合は、教育研究所までご連絡ください。

日立理科クラブのプログラミング授業支援
　・micro:bitやドローンを用いた授業支援の実績があります。ご希望の際は理科クラブにご相談ください。

　プログラミング教育を実施する場面を、教育課程全体を見渡しながら適切に位置づけ、計画的に実施
することで系統的で効率的な指導が可能になります。23ページの「小学校プログラミング教育年間指
導計画」や文部科学省の「小学校プログラミング教育の手引き」等を参考にしてください。

各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、

★　適切なカリキュラム・マネジメントによるプログラミング教育の実施が必要です。
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（１） 　小学校のプログラミング教育

　コンピュータに意図した処理を行うように指示することができるということを体験させながら、将来
どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思考」
等を育成します。

２　プログラミング的思考を育む教育の推進

「情報活用能力」に含まれる以下の資質・能力を育成すること
小
学
校
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の
ね
ら
い

各教科等での学びをより確実なものとすること

「思考力、判断力、表現力等」

◎プログラミング的思考

　自分が意図する一連の活動を

実現するために、どのような動

きの組み合わせが必要であり、

一つ一つの動きに対応した記号

を、どのように組み合わせたら

いいのか、記号の組み合わせを

どのように改善していけば、よ

り意図した活動に近づくのか、

といったことを論理的に考えて

いく力

「知識及び技能」

　身近な生活でコンピュータ
が活用されていることや問題
の解決には必要な手順がある
ことに気付くこと

※プログラミング教育を通じ

て、児童がおのずとプログ

ラミング言語を覚えたり、

プログラミングの技能を習

得したりすることは考えら

れるが、それ自体をねらい

とはしない。

「学びに向かう力、人間性等」

　コンピュータの働きを、より
よい人生や社会づくりに生かそ
うとする態度

（２）　 中学校のプログラミング教育

　技術・家庭科（技術分野）では、小学校において育成された資質・能力を土台に、以下の学習
を充実させます。

・生活や社会を支える情報の技術や、その技術に込められた問題解決の工夫

・ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングや、計測・制御の

プログラミングによる問題の解決

各校に整備されているプログラミング教育に関する教材
　・（小学校）LEGO　WeDO 電気の利用セット　各学校に、クラスあたり２人で１台使える程度の台数
　・（小中学校）micro:bit 各学校に、クラスあたり１人１台使える程度の台数

教育研究所で貸し出すことができるプログラミング教育に関する教材
　・LEGO　WeDO　電気の利用セット　24台
　・micro:bit　40台　　貸し出しの希望がある場合は、教育研究所までご連絡ください。

日立理科クラブのプログラミング授業支援
　・micro:bitやドローンを用いた授業支援の実績があります。ご希望の際は理科クラブにご相談ください。

　プログラミング教育を実施する場面を、教育課程全体を見渡しながら適切に位置づけ、計画的に実施
することで系統的で効率的な指導が可能になります。23ページの「小学校プログラミング教育年間指
導計画」や文部科学省の「小学校プログラミング教育の手引き」等を参考にしてください。

各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、

★　適切なカリキュラム・マネジメントによるプログラミング教育の実施が必要です。
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読む力

主体性

理解力・考えを深める力

書く力

聞く力・話す力

大幅に伸びた 伸びた 伸びなかった 未回答少し伸びた

100％90％80％70％60％50％40％30％20％10％0％

4 31 55 7 3

3

3

3

2

7 46 540

8 40 44 5

7 45 42 4

4 34 49 10

１　新聞を活用して日々の授業を魅力的にするＮＩＥの推進

Ⅵ　ひたちらしさをいかした多様な力の育成（各種教育の実践）Ⅵ　ひたちらしさをいかした多様な力の育成（各種教育の実践）

生きる力 

これからの社会が、どんなに変化して予測困難な時代になっても、
自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動する力が必
要です。

学習指導要領に位置付けられている新聞活用 文科省の計画（学校図書館への新聞配備）

　学習指導要領において、主体的・対話的

で深い学びの実現に向けた授業改善の一つ

として、「各種の統計資料や新聞、視聴覚

教材や教育機器等の教材・教具の適切な活

用を図ること。」（第１章総則 第３教育課

程の実施と学習評価）を挙げています。

　「選挙権年齢の18歳以上への引下げや、

成年年齢の18歳への引下げに伴い、児童生

徒が主体的に主権者として必要な資質・能

力を身につけることの重要性に鑑み、発達

段階に応じた学校図書館への新聞の複数紙

配備を図る。」とあります。

Newspaper In Education「教育に新聞を」

言語能力 情報活用能力 多様性の受容 郷土愛の育成 

　１つの事象について複数の新聞記事を比較し読み解くことで、現代の児童生徒に必要な
様々な能力を高め、変化の激しい社会を生き抜く力を身に付けさせることができます。

エヌ アイ イー

ＮＩＥの充実で…

社会に目を向け、考えるきっかけが生まれます！

多様な文章や資料を読み解く力の向上が期待できます！

メディアリテラシーを高めることにつながります！

新聞を購読していない家庭が多くなってきている

からこそＮＩＥを積極的に進めましょう!!

新聞を読むことで、いま地域や社会で何が

起きているかが分かります。

新聞には、多くのグラフや図が論理的・実

用的な文章とともに載っています。

信頼性・正確性の高い新聞の情報は、児童生

徒が情報を取捨選択する基準となります。

 参考文献「ＮＩＥ学習効果調査結果」（2024年７月）日本新聞協会ＮＩＥ委員会

 

※小数点第１位以下を四捨五入しているため、
　合計が100にならない場合がある 

 
ＮＩＥは様々な能力を高め、学力向上に効果があります！

Ⅵ

ひ
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を
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た
多
様
な
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（
各
種
教
育
の
実
践
）
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１　新聞を活用して日々の授業を魅力的にするＮＩＥの推進

Ⅵ　ひたちらしさをいかした多様な力の育成（各種教育の実践）Ⅵ　ひたちらしさをいかした多様な力の育成（各種教育の実践）

生きる力 

これからの社会が、どんなに変化して予測困難な時代になっても、
自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動する力が必
要です。

学習指導要領に位置付けられている新聞活用 文科省の計画（学校図書館への新聞配備）

　学習指導要領において、主体的・対話的

で深い学びの実現に向けた授業改善の一つ

として、「各種の統計資料や新聞、視聴覚

教材や教育機器等の教材・教具の適切な活
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力を身につけることの重要性に鑑み、発達

段階に応じた学校図書館への新聞の複数紙

配備を図る。」とあります。

Newspaper In Education「教育に新聞を」

言語能力 情報活用能力 多様性の受容 郷土愛の育成 

　１つの事象について複数の新聞記事を比較し読み解くことで、現代の児童生徒に必要な
様々な能力を高め、変化の激しい社会を生き抜く力を身に付けさせることができます。

エヌ アイ イー

ＮＩＥの充実で…

社会に目を向け、考えるきっかけが生まれます！

多様な文章や資料を読み解く力の向上が期待できます！

メディアリテラシーを高めることにつながります！

新聞を購読していない家庭が多くなってきている

からこそＮＩＥを積極的に進めましょう!!

新聞を読むことで、いま地域や社会で何が

起きているかが分かります。

新聞には、多くのグラフや図が論理的・実

用的な文章とともに載っています。

信頼性・正確性の高い新聞の情報は、児童生

徒が情報を取捨選択する基準となります。

 参考文献「ＮＩＥ学習効果調査結果」（2024年７月）日本新聞協会ＮＩＥ委員会

 

※小数点第１位以下を四捨五入しているため、
　合計が100にならない場合がある 

 
ＮＩＥは様々な能力を高め、学力向上に効果があります！

参考文献　小学校学習指導要領解説　総則編（平成29年７月）文部科学省
　　　　　中学校学習指導要領解説　総則編（平成29年７月）文部科学省

【日立市のＮＩＥ推進体制】

【ＮＩＥへの道標（Ｒ７ＮＩＥの実践例）】 

ＮＩＥタイムは、短時間にもかか

わらず学習効果が高い活動です。短

時間でも時事への関心が高まり、読

む力や考える力を無理なく日常的に

育てることができます。

読んだ新聞記事の見出しや教科と

の関連、その理由を継続的に記録す

ることで、学びのつながりが可視化

され、思考の深まりや教科横断的な

理解が促されます。

ＮＩＥコーナーに郷土や国内外の

ニュース記事をスクラップして掲示

することで、身近な出来事と社会と

のつながりに気付き、郷土や社会へ

の興味・関心が高まります。

新聞のプロによる出前授業と組み

合わせることで、新聞のしくみや基

本的な読み方等を知り、文章や資料

を読み解く力の向上が期待できま

す。

読み比べることで同じ出来事でも

新聞によって扱いや書き方が異なる

ことを知り、社会には多様な見方・考

え方があることを理解できます。

リード文を基に見出しを考える活

動を行うことで、記事の要点を的確

に捉え、必要な言葉を選んで簡潔に

表現する力が高まります。

各校に新聞を購読するための支援をします。新聞購読

各校にＮＩＥ推進員を設け、ＮＩＥを推進します。ＮＩＥ推進員

各校のＮＩＥへの取組方法等について支援します。市教育委員会による支援体制

各学校等で新聞社による出前授業を開催できます。新聞社との連携

日常的な活動：ＮＩＥタイム・ＮＩＥコーナー（助川中）

国語科：新聞を読み比べてみよう（大みか小）

☆　ＮＩＥ実践に役立つ資料・事例集

　　○ＮＩＥ　教育に新聞をホームページ　https://nie.jp/　 ○日立のＮＩＥ（令和３～６年度実践事例集）
　　○茨城県ＮＩＥ実践報告書　 ○ＮＩＥ・ 学校新聞づくり実践事例集
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　理数教育の充実に取り組み、科学への興味・関心を深めることで、仮説を立て、観察や実
験を行い、その結果を考えて評価し、まとめて表現する科学的思考力を育成します。

（１）日立理科クラブの活用

　児童生徒の科学への興味・関心を高めるために、各学校で日立理科クラブの専門性の高い
地域人材を活用し、理数教育の充実を図ります。

２　科学的思考力の基礎となる理数教育の充実

理科室のおじさん（科学大好きエキスパート）

【小学校】

１　理科室に駐在（２回程度/週）
２　授業の準備・教材作成
３　授業の補助・実験演示
４　理科室・準備室の整理、器具の修理　等 理科室のおじさんの授業風景（河原子小）

理数アカデミーの授業風景

理数アカデミー

【理数に興味・関心のある児童生徒】
１　学年別のハイレベルな授業
　　・東京大学と連携した授業も実施します。
２　演習中心で実生活の不思議解明
３　自由研究で研究者体験
４　特別教室や先端研究施設見学等でキャリアアップ等
　　資料１　理数アカデミー募集チラシ　

理科授業支援風景（日特支）

理科授業支援

【小学校、中学校、日立特別支援学校】
１　理科授業支援
２　自作教材による実験・体験
３　教科書の内容や発展的な内容
４　身近な現象や製品を解説　等

１　４月に活用の計画を立てる。
２　支援の申込をする。
　　・年度始めに年間を通して申し込む。
　　（支援が必要になった場合は、随時日立
　　理科クラブに直接申し込み可能）
３　申込後、学校と日立理科クラブで実施日
　　や具体的な内容等の打合せを行う。
４　授業支援を実施する。

※支援内容は４月に各校に発出される通知文でご確認ください。教材の貸出も行ってい
　ますので、積極的な申し込みをお願いいたします。

理科授業支援の申込について理科授業支援の申込について 〈申込参考例〉

学年

4年

実施月

6月
〜
7月

11月中旬
〜

12月

単元、内容

【閉じ込めた空気と水】
閉じ込めた空気や水の性質の
違い・特徴
「水ロケット」の飛翔実験

【ものの温度と体積】
「空気と水の温度による体積変化」
「金属の温度による体積変化」

学校や地域に向けた活動内容

１　科学ふしぎ発見教室
　　（水ロケット・レーシングカー教室・ドローン教室）
２　モノづくり工房（理科工作・実験）等
　　資料２　科学ふしぎ発見教室、モノづくり工房チラシ

水ロケット教室の授業風景
＜資料２＞

※資料１、２の閲覧の際は、日立市から提供されたマイクロソフトアカウントが必要です。また、日立理科クラブＨＰでも公開されています。

＜資料１＞
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　理数教育の充実に取り組み、科学への興味・関心を深めることで、仮説を立て、観察や実
験を行い、その結果を考えて評価し、まとめて表現する科学的思考力を育成します。

（１）日立理科クラブの活用

　児童生徒の科学への興味・関心を高めるために、各学校で日立理科クラブの専門性の高い
地域人材を活用し、理数教育の充実を図ります。

２　科学的思考力の基礎となる理数教育の充実

理科室のおじさん（科学大好きエキスパート）

【小学校】

１　理科室に駐在（２回程度/週）
２　授業の準備・教材作成
３　授業の補助・実験演示
４　理科室・準備室の整理、器具の修理　等 理科室のおじさんの授業風景（河原子小）

理数アカデミーの授業風景

理数アカデミー

【理数に興味・関心のある児童生徒】
１　学年別のハイレベルな授業
　　・東京大学と連携した授業も実施します。
２　演習中心で実生活の不思議解明
３　自由研究で研究者体験
４　特別教室や先端研究施設見学等でキャリアアップ等
　　資料１　理数アカデミー募集チラシ　

理科授業支援風景（日特支）

理科授業支援

【小学校、中学校、日立特別支援学校】
１　理科授業支援
２　自作教材による実験・体験
３　教科書の内容や発展的な内容
４　身近な現象や製品を解説　等

１　４月に活用の計画を立てる。
２　支援の申込をする。
　　・年度始めに年間を通して申し込む。
　　（支援が必要になった場合は、随時日立
　　理科クラブに直接申し込み可能）
３　申込後、学校と日立理科クラブで実施日
　　や具体的な内容等の打合せを行う。
４　授業支援を実施する。

※支援内容は４月に各校に発出される通知文でご確認ください。教材の貸出も行ってい
　ますので、積極的な申し込みをお願いいたします。

理科授業支援の申込について理科授業支援の申込について 〈申込参考例〉

学年

4年

実施月

6月
〜
7月

11月中旬
〜

12月

単元、内容

【閉じ込めた空気と水】
閉じ込めた空気や水の性質の
違い・特徴

「水ロケット」の飛翔実験

【ものの温度と体積】
「空気と水の温度による体積変化」
「金属の温度による体積変化」

学校や地域に向けた活動内容

１　科学ふしぎ発見教室
　　（水ロケット・レーシングカー教室・ドローン教室）
２　モノづくり工房（理科工作・実験）等
　　資料２　科学ふしぎ発見教室、モノづくり工房チラシ

水ロケット教室の授業風景
＜資料２＞

※資料１、２の閲覧の際は、日立市から提供されたマイクロソフトアカウントが必要です。また、日立理科クラブＨＰでも公開されています。

＜資料１＞

日立理科クラブ通信

日立理科クラブの活動内容を紹介しています。
　例　：　理数アカデミー 算数・数学クラス、理科クラス
　　　　　各学校での授業支援、理科室のおじさんを訪ねて
※C4thの連絡掲示板、日立理科クラブや日立市教育委員会の
　HPにアップしています。ご覧ください。

問題解決の力・科学的に探究する力の育成を意識した授業展開の工夫

　１　問いを見いだすことから始める
　　　・自然の事物・現象に関わり、素朴な「疑問」を出す。
　　　　※意図的な遊び、意図的な体験、授業者の事象提示
　　　　　を通して
　　　・「疑問」を、観察や実験によって解決可能な具体的な
　　　　「問い」に作り直す。
　　　　※疑問の可視化や児童生徒たちとのやり取りを通して

　２　観察、実験の充実を図る
　　　・日常生活や社会との関連を重視した指導
　　　・理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって行う観察、実験の実施
　　　・観察、実験等に関する基本的な技能の定着に向けた指導
　　　　※事故防止の徹底（予備実験の実施、保護メガネの着用等）
　　　　　資料３「理科の授業におけるヒヤリハット体験事例について」

　　　　　　　　　　令和５年７月７日付け事務連絡（日立理科クラブ「理科室のおじさん」研修会より）

　　　　　　　　　　令和７年12月18日付け事務連絡（日立理科クラブ「理科室のおじさん」研修会より）

　　　　　　　　　　※資料３の閲覧の際は、日立市から提供されたマイクロソフトアカウントが必要です。

　３　ＩＣＴを効果的に活用する
　　　教材・教具や学習ツールの一つとして、ＩＣＴを積極的に活用し、主体的・対話
　　的で深い学びの実現に向けた授業改善につなげる
　　　　　資料４「文部科学省　『StuDX Style』」　　URL:https://www.mext.go.jp/studxstyle/

　　　※理科デジタル教材（ＵＳＢメモリー）
　　　　　参考「小学４・５・６年生向け理科デジタル教材の送付について」

　　　　　　　　　令和５年10月２日付け事務連絡（日立理科クラブより）

　　　　　　　　　※中学校理科デジタル教材を令和8年4月に配布します。（日立理科クラブより）

直接体験が

基本

星空学習

　星空学習は、日立シビックセンター天球劇場のプラネタリ
ウムを利用して、小学４年生が星空や天体の様子や動きを観
察し月や星座等への理解を深めることを目的としています。
また、令和３年４月17日にリニューアルされた科学館「サク
リエ」での学習も実施します。「サクリエ」は、見るだけでは
なく、遊んで学べる体験型の展示物が中心となっています。

参考文献　小学校学習指導要領解説　理科編（平成29年７月）文部科学省
　　　　　中学校学習指導要領解説　理科編（平成29年７月）文部科学省
　　　　　各教科等の指導におけるＩＣＴの効果的な活用について（令和２年９月）文部科学省
　　　　　ＮＰＯ法人日立理科クラブ10年の歩み　2019年６月改訂

（２）科学的な問題解決活動・探究活動の充実

　学習指導要領に基づき、理科のねらいや内容を踏まえるとともに、日立市の自然や施設、ＩＣ
Ｔ等を活用することで、科学的な問題解決活動・探究活動の充実を図ります。

サクリエでの様子（金沢小）

＜資料３＞

＜資料４＞
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次世代を担うグローバル人材の育成
　小中（高）の学びを円滑に接続させ、「英語を使って何ができる
ようになるか」という観点での教育を実施していきます。

　園や特別支援学校にも、各園・各校の希望に合わせて、年２〜３
回ＡＬＴを派遣しています。

３　互いの考えや気持ち等を伝え合う英語教育の推進

学　　年
目指す児童生徒の姿（ＣＡＮ－ＤＯリスト形式で）
※指導の留意点

目　　標

３・４年

５・６年

　英語に触れたり
親しんだりする。

（ＡＬＴ活用：
　朝の会等で

　15分×９回）

・あいさつや歌、絵本の読み聞かせ等で、英語特有
の音やリズムに親しんでいる。

・ネイティブの発音や発話を真似ようとする。
・いろいろな国の人に興味をもち、主体的にコミュ

ニケーションを図ろうとする。
※歌やチャンツ、絵本の活用をする。

※児童が興味をもつ題材、場面設定等を工夫する。

・アルファベットの音に親しみ、文字と音を関連付
  けて捉えようとする。
・自分のことや身の回りの物

について、簡単な英語表現
や身振り・ジェスチャー等
を交えながら、自分の考え
や気持ち等を伝え合おうと
する。

・ ＡＬＴとの交流を通して言語や文化への理解を深
め、相手に配慮しながら、コミュニケーションを
図ろうとする。

※意味のある内容を繰り返し聞いたり、活用したり
する場面を設定する。

・日常生活の身近な事柄につい
　て、簡単な表現を用いて自分
　の考えや気持ち等を話したり、

伝え合ったりすることができる。
・大文字、小文字を４線上に正

確に書くことができる。
・音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や表現を読ん

だり、書き写したりすることができる。
・ＡＬＴとの交流を通して文化への理解を深め、他者に

配慮しながら、コミュニケーションを図ろうとする。
※「読む・書く」の指導を段階的に増やしていく。

　コミュニケーショ
ンを図る素地とな
る資質・能力を育
成する。

（ＡＬＴ活用

：年間35時間）

　コミュニケーショ
ンを図る基礎とな
る資質・能力を育
成する。

（ＡＬＴ活用

：年間70時間）

小中連携
・情報交換（授業参観等）　・交流（研究協議等）
・連携したカリキュラムや学習到達目標の設定

５年生は教師と児童のやり取り、6年生は児童同士のやり取
りが中心
・中間指導（言語活動の間の確認・指導）を行い、「英語使用の 

正確さ（言語面）」と「表現内容の適切さ（内容面）」を指導し
ます。

【小学校】

日立市独自
１・２年

ALTの話を意欲的に聞く様子

ALTとやり取りをする様子

Hi !
How are

you ?

英語で遊べたよ。

英語で話すのは楽しいな。

自分の気持ちを英語で伝えたよ！

Hello

自分の考えや気持ち等を簡単な英語で伝えたり、相手の考えや気持ちを理解して受け答えし

たりする言語活動を授業に取り入れ、主体的なコミュニケーション力の育成を目指す。

英語で話したり聞いたり

するって楽しいな。

もっと英語でいろいろな

ことを伝えたいな。
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次世代を担うグローバル人材の育成
　小中（高）の学びを円滑に接続させ、「英語を使って何ができる
ようになるか」という観点での教育を実施していきます。

　園や特別支援学校にも、各園・各校の希望に合わせて、年２〜３
回ＡＬＴを派遣しています。

３　互いの考えや気持ち等を伝え合う英語教育の推進

学　　年
目指す児童生徒の姿（ＣＡＮ－ＤＯリスト形式で）
※指導の留意点

目　　標

３・４年

５・６年

　英語に触れたり
親しんだりする。

（ＡＬＴ活用：
　朝の会等で

　15分×９回）

・あいさつや歌、絵本の読み聞かせ等で、英語特有
の音やリズムに親しんでいる。

・ネイティブの発音や発話を真似ようとする。
・いろいろな国の人に興味をもち、主体的にコミュ

ニケーションを図ろうとする。
※歌やチャンツ、絵本の活用をする。

※児童が興味をもつ題材、場面設定等を工夫する。

・アルファベットの音に親しみ、文字と音を関連付
  けて捉えようとする。
・自分のことや身の回りの物

について、簡単な英語表現
や身振り・ジェスチャー等
を交えながら、自分の考え
や気持ち等を伝え合おうと
する。

・ ＡＬＴとの交流を通して言語や文化への理解を深
め、相手に配慮しながら、コミュニケーションを
図ろうとする。

※意味のある内容を繰り返し聞いたり、活用したり
する場面を設定する。

・日常生活の身近な事柄につい
　て、簡単な表現を用いて自分
　の考えや気持ち等を話したり、

伝え合ったりすることができる。
・大文字、小文字を４線上に正

確に書くことができる。
・音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や表現を読ん

だり、書き写したりすることができる。
・ＡＬＴとの交流を通して文化への理解を深め、他者に

配慮しながら、コミュニケーションを図ろうとする。
※「読む・書く」の指導を段階的に増やしていく。

　コミュニケーショ
ンを図る素地とな
る資質・能力を育
成する。

（ＡＬＴ活用

：年間35時間）

　コミュニケーショ
ンを図る基礎とな
る資質・能力を育
成する。

（ＡＬＴ活用

：年間70時間）

小中連携
・情報交換（授業参観等）　・交流（研究協議等）
・連携したカリキュラムや学習到達目標の設定

５年生は教師と児童のやり取り、6年生は児童同士のやり取
りが中心
・中間指導（言語活動の間の確認・指導）を行い、「英語使用の 

正確さ（言語面）」と「表現内容の適切さ（内容面）」を指導し
ます。

【小学校】

日立市独自
１・２年

ALTの話を意欲的に聞く様子

ALTとやり取りをする様子

Hi !
How are

you ?

英語で遊べたよ。

英語で話すのは楽しいな。

自分の気持ちを英語で伝えたよ！

Hello

自分の考えや気持ち等を簡単な英語で伝えたり、相手の考えや気持ちを理解して受け答えし

たりする言語活動を授業に取り入れ、主体的なコミュニケーション力の育成を目指す。

英語で話したり聞いたり

するって楽しいな。

もっと英語でいろいろな

ことを伝えたいな。

【話題例】

互いの考えや気持ち、情報等を英語で伝え合う対話的な言語活動を重視

目的や場面、状況を工夫して設定し、英語を使用する必然性のある授業へ！

１年

２年

３年

　簡単な情報や考
え等を理解したり、
表現したり伝え
合ったりするコ
ミュニケーション
を図る資質・能力を
育成する。

（ＡＬＴ活用

：年間70時間）

（ＡＬＴ活用

：年間35時間）

（ＡＬＴ活用

：年間30時間）

・簡単な語句や文を用いて互いの考えや気持ち、情報等を伝
　え合うことができる。
・聞き手は、「相づちをうつ、感想を伝える、質問をする」
　等して対話を続けようと意識している。
※小学校で扱ってきた内容を繰り返し活
用し、確実な定着を図る。

※ＡＬＴを有効に活用しながら生徒が関
心のある話題を設定し、即興で「話す」
活動を取り入れる。

※言語面と内容面で自ら学習のまとめと振り返りを行う時間
を確保

・理由や具体例を加えて、互いの考えや気
持ち、情報等を伝え合うことができる。

・社会、文化の違い等相手に配慮し、コミュ
ニケーションの目的に応じた言語使用
を行うことができる。

※既習の語句や表現との関連付けや言い
換え表現（パラフレーズ等）を意識さ
せる。

・論理的に互いの考えや気持ち、情報を伝え合うことができる。
※情報を整理しながら、自らの考えを形

成・深化させ、より適切な表現を選択
することを意識させる。

参考文献　「小学校外国語活動・外国語研修ハンドブック」（平成29年６月） 文部科学省　　　
　　　　　「中学校学習指導要領解説　外国語編」（平成29年７月）文部科学省
　　　　　「小学校学習指導要領解説　外国語活動・外国語編」（平成29年７月）文部科学省

郷土日立や日本の文化・歴史への理解を深めるとともに、グローバル社会の中で

主体的に行動するために必要な態度やコミュニケーション能力を育成

【中学校】

◯学習者用デジタル教科書の活用

 ・音声読み上げ機能（小学校外国語　別冊Word Bookの活用）　

◯学びポケット（ＭＥＸＣＢＴ）の活用

メモやキーワードをもとにshow and tell等の簡単なスピーチ活動等

スピーチ、プレゼンテーション、簡単なディスカッション等の活動等

質問を含むやり取りのあるプレゼンテーションやディベート等の活動等

授業、家庭学習で
の活用を！

自分のこと 地域のこと 異文化理解

日本文化

食文化

学校行事

学校生活

未来のこと過去の出来事

身近な人やもの

茨城・日本の魅力

スポーツの歴史

インターネットに関すること

自然・環境問題

科学技術

生活習慣 地域創生 SDGｓ

エネルギー問題

国際問題
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○外国語教育

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

よりよい授業を実現するために確認したいこと

年間指導計画の確認と見直し

参考文献
　「小学校学習指導要領解説　外国語活動・外国語編」（平成29年７月）文部科学省
　「小学校外国語活動・外国語　研修ガイドブック」（平成29年６月）文部科学省
　「なるほど！なっとく！小学校外国語 (1) ～ (3)」（令和３年12月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部科学省YouTube公式チャンネル

Small Talkの効果的な活用

ＩＣＴの効果的な活用

振り返りの工夫・活用

一人一人の学習状況の把握と評価

〇どの時期にどのような言語活動（言語材料や活動場面）が設定されているか、
どの段階で評価するかを確認している。

〇児童生徒の実態と合っているかを確認し、必要に応じて修正している。

〇単元の始めに単元ゴールまでの見通しをもてるようにしている。
〇言語面・内容面で自ら学習のまとめと振り返りを行い、次の学習につなげて

いる。

〇毎時間のゴールを示し、できたことを称賛し、児童生徒が主体的に取り組め
るようにしている。

〇毎時間の終末に振り返りの時間を確保し、児童生徒が学習内容を確認するも
しくは記入するなどして、できるようになったことを明確にしている。

〇単元の終末等に個人やペアで発表する機会を設け、評価している。

〇児童生徒は互いにタブレット端末を活用し、視覚的な補助を取り入れながら、
相手に配慮して伝え合う活動を行っている。

〇自分の発表等を録音・録画して視聴し、気付いた点を基に改善に生かすこと
ができるようにしている。

〇児童生徒が学習者用デジタル教科書の読み上げ機能を活用して、単語の発音
や語彙、表現等の音声を自分の適した速度で、何度も繰り返し聞いている。

ＡＬＴの効果的な活用

〇ＡＬＴと本時のねらいや目標、学習課題及び授業で扱う言語材料を共有している。
〇ＡＬＴと授業の流れ、指導の役割分担等を共有している。
〇児童生徒が学んだことを使って、実際にＡＬＴと話す機会を授業内外で確保している。
〇ＡＬＴが児童生徒の発言や作文等に対するコメントやフィードバックをしている。

〇児童生徒にとって英語を使う必然性のある身近な話題を設定している。
〇学級担任や教科担当等の先生がＡＬＴとのモデル対話を示し、コミュニケー

ションを行う目的や場面、状況等に応じて、どのような表現を使うべきかを
理解させた上で、やり取りする活動を設定している。

○中間指導を設け、児童生徒のつぶやきや気付きを拾い、ＡＬＴが英語で表現
した内容を通じて、子供たちの語彙力や表現力を高めている。

※文部科学省「小学校の外国語教育はこう変わる！②・⑦ Small Talkの進め方」（YouTube）

等も参考にしてみましょう。
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○外国語教育

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

よりよい授業を実現するために確認したいこと

年間指導計画の確認と見直し

参考文献
　「小学校学習指導要領解説　外国語活動・外国語編」（平成29年７月）文部科学省
　「小学校外国語活動・外国語　研修ガイドブック」（平成29年６月）文部科学省
　「なるほど！なっとく！小学校外国語 (1) ～ (3)」（令和３年12月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部科学省YouTube公式チャンネル

Small Talkの効果的な活用

ＩＣＴの効果的な活用

振り返りの工夫・活用

一人一人の学習状況の把握と評価

〇どの時期にどのような言語活動（言語材料や活動場面）が設定されているか、
どの段階で評価するかを確認している。

〇児童生徒の実態と合っているかを確認し、必要に応じて修正している。

〇単元の始めに単元ゴールまでの見通しをもてるようにしている。
〇言語面・内容面で自ら学習のまとめと振り返りを行い、次の学習につなげて

いる。

〇毎時間のゴールを示し、できたことを称賛し、児童生徒が主体的に取り組め
るようにしている。

〇毎時間の終末に振り返りの時間を確保し、児童生徒が学習内容を確認するも
しくは記入するなどして、できるようになったことを明確にしている。

〇単元の終末等に個人やペアで発表する機会を設け、評価している。

〇児童生徒は互いにタブレット端末を活用し、視覚的な補助を取り入れながら、
相手に配慮して伝え合う活動を行っている。

〇自分の発表等を録音・録画して視聴し、気付いた点を基に改善に生かすこと
ができるようにしている。

〇児童生徒が学習者用デジタル教科書の読み上げ機能を活用して、単語の発音
や語彙、表現等の音声を自分の適した速度で、何度も繰り返し聞いている。

ＡＬＴの効果的な活用

〇ＡＬＴと本時のねらいや目標、学習課題及び授業で扱う言語材料を共有している。
〇ＡＬＴと授業の流れ、指導の役割分担等を共有している。
〇児童生徒が学んだことを使って、実際にＡＬＴと話す機会を授業内外で確保している。
〇ＡＬＴが児童生徒の発言や作文等に対するコメントやフィードバックをしている。

〇児童生徒にとって英語を使う必然性のある身近な話題を設定している。
〇学級担任や教科担当等の先生がＡＬＴとのモデル対話を示し、コミュニケー

ションを行う目的や場面、状況等に応じて、どのような表現を使うべきかを
理解させた上で、やり取りする活動を設定している。

○中間指導を設け、児童生徒のつぶやきや気付きを拾い、ＡＬＴが英語で表現
した内容を通じて、子供たちの語彙力や表現力を高めている。

※文部科学省「小学校の外国語教育はこう変わる！②・⑦ Small Talkの進め方」（YouTube）

等も参考にしてみましょう。

４　探究のプロセスを重視した総合的な学習の時間の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）児童生徒の主体性をいかした探究的な学習の過程の一層の充実

　「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」の 探究のプロセスを発展的に繰り返す
ように展開します。またＩＣＴを活用し、協働することで集団においても深い学びが期待できます。

例 ＜総合的な学習の時間において＞

☆国語で学習した文章の書き方をいかして、分かりやすいレポートを作成する。

☆社会の資料活用の方法をいかして情報を収集する。

☆算数のデータの活用での学びや、数学の統計の手法をいかしてデータを整理する。

☆理科で学んだ生物と環境の学習をいかして、地域に生息する生き物の生育環境や生態系を考える。

例 ＜各教科で＞

★総合的な学習の時間の体験活動をいかして、国語の時間に案内状やお礼状を書く。

★総合的な学習の時間で食や健康に関心をもって取り組んだことで、家庭における栄養

　を考えた食事や快適な住まい方の学習に前向きに取り組める。

★総合的な学習の時間で福祉や健康について学んだことの成果をいかして、保健体育に

　おける学習に深まりと広がりを生み出す。

（２）年間指導計画の改善・充実と探究課題設定の工夫

　　 ～ひたちらしさをいかした課題で児童・生徒の体験をいかす～

探 究 課 題　身近な自然環境や環境問題とそれに関わる人々
学習テーマ　市の花であるさくらについて調べよう !

（３）教科横断的な探究課題に即して、各教科、領域との相互の関わりを意識

まとめたことを市役所の方や
他学年に発信しよう。

小単元
４

桜をいかして、日立市を盛り
上げる取り組みを考えよう。

小単元
３

日立市では桜をいかしてどのよう
な取り組みをしているのだろうか。

小単元
２

平和通りにはなぜ桜の木が多
く植えられているのだろうか。

小単元
１

＜探究の過程におけるＩＣＴの活用例＞
①課題の設定…デジタルデータによる学習課題の具体的なイメ
　　　　　　　ージや焦点化等
②情報の収集…ウェブブラウザによるインターネット検索等
③整理・分析…表計算ソフトによるデータ等の整理・分析、グラ
　　　　　　　フの作成、プレゼンテーションソフトを使った図
　　　　　　　の作成や情報の整理等
④まとめ・表現…文書作成ソフトによるレポート、論文等の作成、
　　　　　　　プレゼンテーションソフトを使った発表等

・自分たちの考えに対する助言をもらいたいな!
・地域の人たちにも発表してみたいな!

・桜にちなんだゆるキャラを作ってみたい!
・日立市観光物産協会の方に提案してみたいな!

・春にお祭りやロードレースが開催されているね。
・市役所のさくら課に話を聞きに行ってみよう!

写真
左：会瀬小　　左中：豊浦中
右上：金沢小　右下：泉丘中

＜探究的な学習の過程における児童生徒への助言の視点＞
①課題の設定…児童生徒が自分事として考えることができる設定になっているか？
②情報の収集…児童生徒が多様な考えや情報を入手しようとしているか？
③整理・分析…児童生徒が収集した情報を整理・分析し思考する活動になっているか？
④まとめ・表現…児童生徒が自分自身の考えなどをまとめる活動から、深まり
　　　　　　　  のある探究的な学習活動になっているか？発表を聞いている
　　　　　　　  児童生徒が、主体的に関わっているか？
※振り返り…児童生徒が学びの内容や方法等を振り返り、自らの考えや課題が
　　　　　　更新され、探究の過程が繰り返されるようになっているか？

・大煙突と関係があるらしいよ。図書室にある冊子で調べてみよう!
・桜はみんな同じ種類なのかな？どんな種類があるのかな？

総合的な学習の時間

各教科、領域

＜授業で児童生徒に示す５つの見通し＞→見通しをも

たせ期待感を高めます!!

①結果の見通し「ゴールはどうしますか？」　　　　  
②方法の見通し「何を使って、どうやって学びますか？」
③手順の見通し「順番はどうしますか？」
④時間の見通し「どのくらい時間が必要ですか？」
⑤効力の見通し「自分でできそうですか？」 「協働もOKです。」
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学びの芽生えから自覚的な学びへ  ～幼児教育と小学校教育の違い～

架け橋カリキュラム作成のプロセス

　未来を担う子供たちに、学びや生活の基盤と持続可能な社会の創り手となる力の基礎を育
むため、幼児期から児童期の発達を見通すことが重要です。架け橋期（5歳児から小学校1年
生までの2年間）のカリキュラムを一体的に捉え、幼児教育と小学校教育関係者が連携して、
カリキュラムや教育方法の充実・改善にあたることが大切です。

　これらの違いは、発達段階に応じた教育を築く上で必要なものです。この違いを生かして幼
児教育と小学校教育のつながりを強化し、家庭・学校・地域の協働を深める取り組みを進めれば、
入学初期の児童は自信をもって次の学びへ進むことができ、安心感と意欲が高まります。

　「架け橋カリキュラム」は、幼児期から小学校への円滑な学びの移行を支える重要な取り組み
です。幼児教育施設と小学校が継続的に協議・連携を行い、教育内容の共通理解を深める、連
携していくことが、小学校入学時における子供一人一人の安心した学びのスタートにつながり
ます。

５　幼児教育と小学校教育の円滑な接続

教育のねらい・目標

教育課程

教育の方法等

幼児教育

・方向目標
   （「～を味わう」「感じる」等の方向付

けを重視）
・経験カリキュラム
   （一人一人の生活や経験を重視）
・個人、友達、小集団
・遊びを中心として、頭・心・体を動

かし、様々な対象と直接関わりなが
ら、総合的に学んでいく。

・遊びを通して思考を巡らし、想像力
を発揮し、自分の体を使い、友達と
共有したり協力したりして、様々な
ことを学んでいく。

小学校教育

・到達目標
   （「～できるようにする」といっ

た目標への到達度を重視）
・教科カリキュラム
   （学問の体系を重視）
・学級・学年
・入学当初は、幼児期の生活に

近い活動と児童期の学び方を
織り交ぜて学んでいく。

・各教科等の学習内容について
授業を通して学んでいく。

・ＰＤＣＡサイクルの確立
・子供の実態に応じて、各園・小学校の創意工夫を
　生かした動的なカリキュラムに

持続的に改善・発展できる仕組みづくり

・教育課程や指導計画等の見直し　　
・実践事例の収集・共有

各幼児教育施設や小学校での実施・検証

・【共通の視点】を基に保幼小で意見交換し、
　架け橋カリキュラムを検討

・子供同士の交流の実施   ・管理職や担任間での関係づくり
・生活の流れや活動の共有（相互参観）

フェーズ４

改善・発展

サイクルの定着

フェーズ３

実施・検証

フェーズ２

検討・開発

フェーズ１

基盤作り
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学びの芽生えから自覚的な学びへ  ～幼児教育と小学校教育の違い～

架け橋カリキュラム作成のプロセス

　未来を担う子供たちに、学びや生活の基盤と持続可能な社会の創り手となる力の基礎を育
むため、幼児期から児童期の発達を見通すことが重要です。架け橋期（5歳児から小学校1年
生までの2年間）のカリキュラムを一体的に捉え、幼児教育と小学校教育関係者が連携して、
カリキュラムや教育方法の充実・改善にあたることが大切です。

　これらの違いは、発達段階に応じた教育を築く上で必要なものです。この違いを生かして幼
児教育と小学校教育のつながりを強化し、家庭・学校・地域の協働を深める取り組みを進めれば、
入学初期の児童は自信をもって次の学びへ進むことができ、安心感と意欲が高まります。

　「架け橋カリキュラム」は、幼児期から小学校への円滑な学びの移行を支える重要な取り組み
です。幼児教育施設と小学校が継続的に協議・連携を行い、教育内容の共通理解を深める、連
携していくことが、小学校入学時における子供一人一人の安心した学びのスタートにつながり
ます。

５　幼児教育と小学校教育の円滑な接続

教育のねらい・目標

教育課程

教育の方法等

幼児教育

・方向目標
   （「～を味わう」「感じる」等の方向付

けを重視）
・経験カリキュラム
   （一人一人の生活や経験を重視）
・個人、友達、小集団
・遊びを中心として、頭・心・体を動

かし、様々な対象と直接関わりなが
ら、総合的に学んでいく。

・遊びを通して思考を巡らし、想像力
を発揮し、自分の体を使い、友達と
共有したり協力したりして、様々な
ことを学んでいく。

小学校教育

・到達目標
   （「～できるようにする」といっ

た目標への到達度を重視）
・教科カリキュラム
   （学問の体系を重視）
・学級・学年
・入学当初は、幼児期の生活に

近い活動と児童期の学び方を
織り交ぜて学んでいく。

・各教科等の学習内容について
授業を通して学んでいく。

・ＰＤＣＡサイクルの確立
・子供の実態に応じて、各園・小学校の創意工夫を
　生かした動的なカリキュラムに

持続的に改善・発展できる仕組みづくり

・教育課程や指導計画等の見直し　　
・実践事例の収集・共有

各幼児教育施設や小学校での実施・検証

・【共通の視点】を基に保幼小で意見交換し、
　架け橋カリキュラムを検討

・子供同士の交流の実施   ・管理職や担任間での関係づくり
・生活の流れや活動の共有（相互参観）

フェーズ４

改善・発展

サイクルの定着

フェーズ３

実施・検証

フェーズ２

検討・開発

フェーズ１

基盤作り

小学校　１年生

「架け橋カリキュラム作成ブック」 （令和６年10月）　茨城県教育委員会

幼児期の豊かな学びと育ちを踏まえて、自己を発揮できる場面を設定します
  

【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿】は小学校でも連続して育っていくもの

健康な
心と体

自立心 協同性
道徳性・

規範意識の
芽生え

社会生活との
関わり

思考力の
芽生え

自然との関わり・
生命尊重

数量・図形、
文字等への
関心・感覚

言葉による
伝え合い

豊かな感性と
表現

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

参考文献　「幼稚園教育要領解説」（平成30年３月）文部科学省
　　　　　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」（平成30年３月）文部科学省
　　　　　「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について～幼保小の協働による
　　　　　  架け橋期の教育の充実～」（令和５年２月）中央教育審議会
　　　　　「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）」 （令和４年３月） 文部科学省

幼稚園・認定こども園・保育所　５歳児

様々な遊びを通して育み、小学校につなげます

 
幼児期の遊びを通し
た学びが各教科等の
学びにつながるよう
に、幼児期の生活に
近い活動を織り交ぜ
ていきます。

 
遊びを中心として、
頭 も 心 も 体 も 動 か
し、主体的に様々な
対象と直接関わりな
がら、総合的に学ん
でいきます。

※「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、幼児一人一人の発達していく姿を捉え、生活や学びの
　質を高めていくよう、先生方の関わりや環境の構成を改善・充実していくための視点として活用する。

架
け
橋
期
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

　
　学
び
の
連
続
性

【架け橋カリキュラム作成ブックについて】
　架け橋期のカリキュラムは、保育者と小学校教員等が連
携、協働し、共通の視点をもち、意見交換をしながら作成
をしていきます。こちらの「架け橋カリキュラム作成ガイ
ドブック」は、保育者と小学校教員等の関係作りや交流の
具体例、架け橋期のカリキュラム作成手順等が掲載されて
おりますのでご活用ください。
※本資料では「架け橋期のカリキュラム」

のことを「架け橋カリキュラム」と呼ん
でいます。
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６　未来パスポートを活用したキャリア教育の充実 

【未来パスポートとは】

　児童生徒が自分のよさや普段の頑張り、将来の夢
や希望、次年度の自分へのメッセージ等を記録し、
教員や保護者がそれを受けとめ、励ますコメントを
記入するものです。
　これを、小学１年生から中学３年生まで積み重ね
ることで、児童生徒の「自分にはこんなよいところ
がある」と思える「自己肯定感」を高め、「自分はこ
うなりたい」といった将来への夢と希望を育みます。

【保護者】
児童生徒の気持ちに寄り
添った励ましの言葉を記入

【教員】
児童生徒のよさを認め肯定
的に捉えたコメントを記入

【児童生徒】
自分のよさや普段の頑張り、
将来の夢や、希望等を記入

児童生徒の「今」を足跡に残し
「輝く未来」へ続く道を描く  

※日立市では「未来パスポート」を「いばらき　キャリア・パスポート」として扱います。

（1）記入する時間
　〇道徳科の授業や学級活動、朝の時間で
　　・道徳科の授業で「向上心・個性の伸長」
　　　について扱う際に、自我関与を促す教材
　　　として
　　・キャリアについての学習で、事前・事後
　　　活動の教材として
　　・中学生社会体験学習の事前・事後活動の
　　　教材として
　　・学校行事での自己の努力を振り返る教材
　　　として

　〇保護者と一緒に、家庭で
　　・保護者自身の話を聴き、児童生徒が自分
　　　の将来を思い描けるようにするための
　　　きっかけづくりとして
　　　※学期末に持ち帰るなど、児童生徒が記入したり、保護者が目を通したりする時間を
　　　　設定し、実態に合わせた効果的な活用をお願いします。

（2）活用方法
　〇面談や教育相談の資料として
　　・児童生徒の思いや考えを保護者と共有し今後の指導に役立てる。

　〇道徳や学級活動における話合いの補助教材として
　　・道徳の授業を振り返り、自分の長所に気付き、自己を高めようとする意欲や態度を育
　　　むための道徳的実践の場として活用する。
　　・児童生徒が自分の考えを振り返ったり、友人の考えに触れながら自分の考えを広げた
　　　りすることにつなげる。

未来パスポートの活用例

小学生用：ピンクの表紙

中学生用：水色の表紙

【教員】

【児童生徒】

【保護者】
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６　未来パスポートを活用したキャリア教育の充実 

【未来パスポートとは】

　児童生徒が自分のよさや普段の頑張り、将来の夢
や希望、次年度の自分へのメッセージ等を記録し、
教員や保護者がそれを受けとめ、励ますコメントを
記入するものです。
　これを、小学１年生から中学３年生まで積み重ね
ることで、児童生徒の「自分にはこんなよいところ
がある」と思える「自己肯定感」を高め、「自分はこ
うなりたい」といった将来への夢と希望を育みます。

【保護者】
児童生徒の気持ちに寄り
添った励ましの言葉を記入

【教員】
児童生徒のよさを認め肯定
的に捉えたコメントを記入

【児童生徒】
自分のよさや普段の頑張り、
将来の夢や、希望等を記入

児童生徒の「今」を足跡に残し
「輝く未来」へ続く道を描く  

※日立市では「未来パスポート」を「いばらき　キャリア・パスポート」として扱います。

（1）記入する時間
　〇道徳科の授業や学級活動、朝の時間で
　　・道徳科の授業で「向上心・個性の伸長」
　　　について扱う際に、自我関与を促す教材
　　　として
　　・キャリアについての学習で、事前・事後
　　　活動の教材として
　　・中学生社会体験学習の事前・事後活動の
　　　教材として
　　・学校行事での自己の努力を振り返る教材
　　　として

　〇保護者と一緒に、家庭で
　　・保護者自身の話を聴き、児童生徒が自分
　　　の将来を思い描けるようにするための
　　　きっかけづくりとして
　　　※学期末に持ち帰るなど、児童生徒が記入したり、保護者が目を通したりする時間を
　　　　設定し、実態に合わせた効果的な活用をお願いします。

（2）活用方法
　〇面談や教育相談の資料として
　　・児童生徒の思いや考えを保護者と共有し今後の指導に役立てる。

　〇道徳や学級活動における話合いの補助教材として
　　・道徳の授業を振り返り、自分の長所に気付き、自己を高めようとする意欲や態度を育
　　　むための道徳的実践の場として活用する。
　　・児童生徒が自分の考えを振り返ったり、友人の考えに触れながら自分の考えを広げた
　　　りすることにつなげる。

未来パスポートの活用例

小学生用：ピンクの表紙

中学生用：水色の表紙

【教員】

【児童生徒】

【保護者】

７　ＡＩドリルを活用した学習支援の個別最適化

〇ＡＩドリルでできること

　◇指導の個別化が図れます！

　正答率や学習時間といった定量情報だけでなく、解き直した回数やそのドリルに要した
時間、つまずいた箇所の間違え方等も分かるので、児童生徒に合わせた声かけをしやすく
なります。

　◇学習の個性化につながります！

　児童生徒に応じて理解へのアプローチが変わります。問題だけでなく、ヒントや解説も
ドリルの取組状況に対応するので、児童生徒それぞれの学習進度や習熟度に合ったドリル
学習をすることができます。

　◇自己調整する力を働かせたり、意欲的に学んだりすることにつながります！

　学習履歴が可視化されるため、自らの学習を振り返ったり、計画を立てて学習したりす
るといった自己調整する力を働かせることにつながります。また、日々の自分の努力を実
感しやすくなるため、意欲的に学ぶことにもつながります。

・授業始めに既習事項の確認問題を出題。全
員の正誤状況をその場で確認し、授業での
個別指導に生かす。
・授業後半で定着度の確認問題を出題。児童
生徒はその場で理解度の確認をする。教師
は指導に生かす評価や記録に残す評価とし
て活用する。
・単元末問題に取り組む際、早く解き終えた
児童生徒がＡＩドリルを活用して様々な問
題を解くことができるようにする。

○学習支援の個別最適化について

○授業でのＡＩドリル活用方法（例）

　現在の学校教育では、児童生徒はＩＣＴを含めた様々な方法を選択し、自ら学習を調整
して学ぶ力が求められています。そのため、教員には、これまで以上に児童生徒の成長や
つまずきを理解し、きめ細かく指導・支援することや主体的に学習を調整できるよう促し
ていく「個に応じた指導」が求められています。「個に応じた指導」を学習者視点から整
理した概念が「個別最適な学び」です。
　ＡＩドリルは学習履歴から習熟度を判断し、学習者に合わせた問題が出題されるデジタ
ル教材です。学習効率を高めたり、苦手部分の克服につなげたりしやすい設計になってい
ます。

参考文献
　「教育課程部会における審議のまとめ」（令和３年１月）中央教育審議会初等中等教育分科会
　教育課程部会

　家庭学習等で活用する際にも、教師
による適切な指導と組み合わせて、効
果を高めましょう。こまめに子供たち
の取組状況を確認し、称賛の声かけや
個別指導を行いましょう。
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Ⅶ　各種教育の指導の重点Ⅶ　各種教育の指導の重点

努力事項及び具現化のための視点・内容

学
校
図
書
館
教
育

○　学校図書館における読書活動の推進
・読書に親しむ機会の充実（読書活動の計画的な推進、学校の実態に応じたお便り

等の情報発信及び読書活動、各校におけるＮＩＥの推進）
・読書に親しむイベント等の開催、図書委員会の活性化等、子供主体の取組の推進
・子ども読書活動推進アドバイザーとの連携

○　学校図書館の環境整備
・学校図書館の機能の充実（学校図書館全体計画及び年間活用計画の作成、蔵書の

整備・充実、推薦図書・学習関連図書に関する情報交換）
・職員の人材育成（研修の機会の確保、校内の連携・協力）
・図書館との連携による学校図書館の機能の充実

福
祉
教
育

○　豊かな体験活動を通して、思いやりの心や助け合いの心を育て、社会の一員とし
てよりよい社会づくりに参画しようとする児童生徒の育成

・福祉教育の現状や課題、指導目標の明確化と教科等の指導計画への位置付け
・ボランティア活動、自然体験活動、社会奉仕体験活動等の充実（ＪＲＣ活動等）
・家庭、地域社会、福祉関係機関（日立市社会福祉協議会、ひたち生き生き百年塾等）

との連携を密にした福祉教育の理解・啓発活動の推進（「認知症サポーター養成講座」等）

人
権
教
育

○　人権感覚を身に付け、人権意識を育み、自他のよさを認め合える学級・学校経営の充実
・人権教育全体計画及び推進計画に沿った取組の点検・評価・見直し及び改善・充実
・道徳との関連を重視した指導方法の充実及び人権教育関係資料の積極的な活用人

権教育関係資料の例…「人権教育指導資料」、「人権教育実践事例集」等
　人権教育関係視聴覚資料の例…同和教育啓発映画 「三人兄妹」、人権問題啓発映画
「ホーム」、拉致問題に関する映像作品「めぐみ」（アニメ全体版・短縮版及び映画）等

・中学校における「性的マイノリティへの理解促進に関する講師派遣事業」の活用
○　教職員の意識の向上や校内の環境整備による人権教育の日常化

・研修センターの校内研修支援訪問、「人権教室」（市人権擁護委員協議会）の活用や人
権に関わる講演会等への積極的な参加による、様々な人権課題への正しい理解の深化

・各学校における「人権教育コーナー」の充実及び「人権だより」等による啓発
・学校と人権擁護機関及び社会教育機関との連携（「人権作文」や「人権書道」への応募）

体
力
の
向
上　

○　学校教育活動全体を通した体育・スポーツ活動の充実と体力の向上
・学校の実態に即した体力アップ推進プランの改善、充実（ＲＰＤＣＡサイクルの確立）
・体力テストの結果の活用と体力テスト総合評価Ｄ及びＥの児童生徒への支援
・業間、放課後等における運動（遊び）の計画的・継続的実践による・スポーツ活動の

習慣化
・ラジオ体操の積極的な普及（小学校におけるラジオ体操第一の技能定着等）
・小学校体育（陸上運動）における外部講師の積極的な活用（市小学校体育連盟との連携）

○　体育・スポーツ活動における安全指導の充実
・施設・用具（遊具を含む）の適切な使用及び定期的な安全点検の徹底
・事故の未然防止（健康観察の徹底等）と事故発生時の適切かつ迅速な対応
・健康、安全に関する自己管理能力を育てる指導の徹底

○　部活動の運営
・休日の学校部活動における地域展開の実現
・外部指導者（地域エキスパート）や部活動指導員との連携・協力

学
校
保
健
教
育

○　健康の保持増進のための実践力の育成を図る学校保健の充実
・保護者、地域、関係機関との連携による学校保健（安全）委員会の活性化
・健康観察、健康診断等実施後の個に応じた事後措置の徹底
・飲酒・喫煙・薬物乱用防止教育（実施率 100%）
　（外部講師を招いた薬物乱用防止教室及び性に関する講演会の実施）
・児童生徒の実態に応じたがん教育の推進

○　児童生徒の発達に応じた性に関する系統的、発展的な指導
・保護者、地域と連携した「いのちの教育」の実践（実施率 100%）
　※　小学４年生対象：助産師が伝える「いのちの教育」
　※　中学３年生対象：医師等が伝える「いのちの教育」
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Ⅶ　各種教育の指導の重点Ⅶ　各種教育の指導の重点 努力事項及び具現化のための視点・内容

食
に
関
す
る
指
導

○　学校教育活動全体で行う食に関する指導の充実
・栄養教諭や学校栄養職員等を活用した指導体制の確立
・食に関する専門家（栄養教諭等）を活用した授業の実施（実施率 100%）
・朝食摂取率 100％を目指す啓発活動の充実

○　ゆとりと潤いのある給食の時間の確保
・小学校 50 分、中学校 45 分（準備・会食・片付け）
・食育月間（６月）、食育の日（毎月 19 日）、地産地消強化月間（11 月）の活用

学
校
安
全
教
育

○　児童生徒の実態や発達段階に応じた計画的な安全教育の実践
・地域と連携した学校防災訓練や避難訓練の実施
・交通安全教室、防犯教室の実施
・危険予知トレーニング（ＫＹＴ）等の実践による児童生徒の危険回避能力の向上
・学校ホームページや緊急メール配信等による保護者、地域との安全情報の共有
・事故防止のための、組織的・計画的な安全点検と適切な処置の実施

○　発達段階に応じたＡＥＤ及び心肺蘇生法に関する指導の充実
・関係機関と連携した普通救命講習の実施（中学校１年生対象）
・心肺蘇生トレーニングキット（あっぱくんライト）の活用

キ
ャ
リ
ア
教
育

○　児童生徒の発達段階に応じた、体系的・系統的なキャリア教育の推進
・キャリア教育の視点による教育活動の振り返り
・社会的・職業的自立に向けて自校で育成すべき能力や態度の重点化
・体験活動等の意義やねらいを十分に踏まえた事前及び事後活動の工夫・改善
・自らの意思と責任で、進路を主体的に選択する資質・能力を育成する指導の工夫

【参考】　「キャリア教育の手引き」小・中・高（文部科学省）
　　　　「キャリア教育リーフレットシリーズ特別編」（国立教育政策研究所）

○　中学生等社会体験事業の充実
・県「TRIAL HANDBOOK」の積極的な活用

○　未来パスポート（いばらきキャリア・パスポート）の活用
○　家庭・地域社会との連携によるキャリア教育の充実

・小学校での職場見学や社会人講話、中学校での社会体験事業への理解・啓発

環
境
教
育

○　家庭や地域社会、関係機関との連携による環境教育の推進
・県環境アドバイザーや環境実践プログラム ｢ キッズミッション ｣（小学生向け）、環

境学習プログラム「みんなでつくろう！持続可能な茨城」（中学生向け）等の活用
・各種外部人材や関連事業の積極的な活用、「ひたちこどもエコクラブ」への参加

○　自然体験や社会体験を通した環境に対する豊かな感受性の育成
・身近な自然や地域の環境を活用した教材による、自然体験活動の積極的な推進
・地域社会で行われる自然探索会や清掃活動、保全活動等への積極的な参加

○　学習指導要領を踏まえた、各教科等と関連させた指導計画の作成と見直し
・各教科等の指導計画への環境教育の目標や内容の明確な位置付け

Ｅ
Ｓ
Ｄ

○　持続可能な社会の創り手の育成
・地球規模の課題を自分事として捉え、その解決に向けて自ら行動を起こす力を身

に付けるための教育「ESD：Education for Sustainable Development」の推進
・持続可能な開発目標「SDGs：Sustainable Development Goals」（17 の目標＆

169 のターゲット）を実現するための行動、実践の促進
・「持続可能な開発のための教育（ESD）推進の手引」（令和３年５月改訂）の活用
＜ ESD の視点に立った学習指導で重視する能力・態度＞
　①批判的に考える力　
　②未来像を予測して計画を立てる力　
　③多面的・総合的に考える力
　④コミュニケーションを行う力
　⑤他者と協力する力
　⑥つながりを尊重する態度
　⑦進んで参加する態度
参考資料「ESD QUEST」※ ESD を学べるストーリーブックです。

＜参考資料＞
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コラム
『 AＩに相談をするということ』

　近年、しんどい気持ちを抱えた子供たちの相談先として、AＩが最も多く選ばれています。子供や若者の相談支
援を担う者としては、複雑な思いもありますが、自分自身の子供時代も、22世紀からやってきたネコ型ロボット「ド
ラえもん」に、ひみつ道具を使って助けてもらうアニメにあこがれを感じていたことを思い出しました。ちなみに、
私が今でも欲しい道具は「どこでもドア」です。こちらも交通機関の充実に加えて、実際に移動しなくても、様々
なアプリ等で対応出来る部分が増えてきました。
　子供たちがＡＩを選択する背景には、複合的な理由があると考えられています。相談したいと思ったタイミン
グで相談することが出来、匿名性が高く、自分に合ったモードで寄り添った言葉をかけてくれること。さらに、
相談することによって、友人や家族、教員等との関係性の変化を心配する必
要がないことも大きな要因です。この傾向は、子供たちが安心して相談が出
来る関係性を求めているとも言えます。
　一方で、ＡＩはツールであり、子供たちの変化に気付いて自ら声をかけるこ
とはありません。また、ＡＩとのやり取りを一度止め、次の質問を考えている
時間と信頼出来る人が黙ってそばにいてくれる時間では、どちらにより安心
感があるでしょうか。周囲の大人には、ＡＩと同じことをするのではなく、子
供が安心して立ち止まり、言葉にはならない時間を一緒に過ごせるような関
係性を築いていくことが求められているように感じられます。安心とは何か。
学校で出会う子供たちと共に、これからも考え続けていきたいテーマです。

日立市教育委員会委員　朝日　華子　

コラム

努力事項及び具現化のための視点・内容

国
際
教
育

〇　日本や郷土日立の文化・歴史を理解し、誇りに思う態度、他国の文化に触れ尊重
する態度の育成

・郷土の文化や歴史を取り上げた学習や伝統文化を受け継ぐ人々との体験的な学習
の実施

・英語の授業等において、日立のよさや日本の文化・歴史等を紹介する言語活動の
実施

〇　帰国・外国人児童生徒の受入体制の整備
・校内組織の中への位置付け及び日本語指導等の充実（主担当を明確にし、計画的

に指導）
　（参考）　「外国人児童生徒受入れの手引き」（文部科学省）
　　　　　「外国人児童生徒等の教育のための情報検索サイト かすたねっと」
　　　　　「帰国・外国人児童生徒等ハンドブック」（県教委 HP に掲載）
・様々な文化を認め合う学級経営
・学校通訳ボランティア派遣事業や音声翻訳機の活用

〇　地域の教育力の積極的な活用と指導の充実
・地域在住の外国人や海外生活体験者との交流活動（ワールドキャラバンの活用）

情
報
教
育

○　教科指導における学力向上等のためのＩＣＴ活用の推進
・授業の目標を達成するための効果的活用の推進

○　情報活用能力の系統的な育成
・発達段階に応じた総合的・体系的な学習活動の充実による確実な育成
・情報特性の理解及び情報を主体的に選択・活用・発信する情報活用能力の育成

○　情報モラル教育の充実
・地域とともにある情報モラル教育の充実（学校・家庭・地域間の連携・協力の強化）
・有害情報への対応や個人情報の保護等、情報モラル教育の充実、情報への責任あ

る態度の育成
○　論理的思考を育てるプログラミング教育の実践

・情報手段の基本的操作を習得するための学習やコンピュータに意図した処理を行
わせるために必要な論理的思考を身に付けるための学習活動の充実

・プログラミング的思考を活用し、教科学習の目標達成を図る授業の計画的実践
○　デジタル教科書活用推進事業

・授業の目標を達成するための効果的・積極的な活用の推進
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Ⅷ　特別支援教育Ⅷ　特別支援教育

努力事項（１）一人一人の教育的ニーズを的確にとらえ、適切な「個別の教育支援計画」、

　　　　　　　「個別の指導計画」を作成・活用し、指導の充実に努める。 

努力事項（２）校内支援体制の充実を図り、全教職員の共通理解に基づいた組織的な支援に努める。

努力事項（３）校種間及び関係機関等との切れ目ない支援の充実に努める。

①情 報 収 集

②計 画 作 成

③作成内容の確認

個別の教育支援計画作成の手順

※特別支援学級在籍、通級指導教室利用児童生徒については、保護者の同意
　を得た上で必ず全員に作成する。 
　通常の学級に在籍し特別な支援を要する児童生徒についても作成・活用に努める。

保護者からニーズや外部機関利用等の情報を収集する。通常の学級に在籍
している児童生徒でも、福祉施設、医療機関等を利用している場合は計画
を作成する。

保護者に記入内容を確認し、作成・引継ぎの際は必ず保護者の了解を得る。

①計 画 作 成

②目 標 の 確 認

③評価・振り返り

個別の指導計画作成の手順

長期目標（１年後の目指す姿）、短期目標（各期ごとの目標）、学習面や生
活面での具体的な目標や支援の手立てを記入する。

各期末に、目標に対しての評価を記入し、保護者と一緒に次期に向けての
目標や手立ての見直しを図る。

支援者、支援内容、合理的配慮等を担任または担当者が記入する。

各期初めに保護者と一緒に目標と支援の手立てを確認し、修正を加える。

改正障害者差別解消法 （令和６年4月1日施行）

第七条　行政機関等は（中略）当該障害者の性別、年齢及び

障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につ

いて必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

合理的配慮について

障害のある子どもが、他の子

どもと平等に「教育を受ける権

利」を享有・行使することを確

保するために、学校の設置者及
び学校が必要かつ適当な変更・
調整を行うことであり、障害の

ある子どもに対し、その状況に

応じて、学校教育を受ける場合に

個別に必要とされるもの
（平成 24 年中央教育審議会）

合理的配慮とは

教育的ニーズに応じた支援に

なっていますか？

（例）みんなに同じ

       支援を与える

平等

個別に必要な分の

支援

（例）個に応じて支援の
        量や方法を変える

学校と本人・保護者の
合意形成を図った上で
提供

公平【合理的配慮】

個別の教育支援計画＆個別の指導計画個別の教育支援計画＆個別の指導計画

支援支援 支援支援 支援支援 支援支援

支援支援

支援支援

実態を踏まえた
個別の計画を作
成し、効果的に
活用しましょう。
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通級指導教室と特別支援学級の違い

就学指導の流れ ◇小学校入学時（園・家庭から）◇

特別支援学級（在籍）通級指導教室

障 害 種
知的障害、自閉症・情緒障害、肢体不自
由の特別支援学級がある。

情緒障害、言語障害、LD/ADHDの通
級指導教室がある。

人 数 １学級8名まで1教室10名程度

判 定

校内支援委員会で検討後、市教育支援委
員会の判定が必要。

他校通級は検査書を市教育委員会へ提
出。
自校通級は、校内支援委員会で十分検討
後、市教育支援委員会の審議、助言を得る。

時 数

週の授業時数の半分以上を目安とする。
※「小・中学校等における特別支援学級の教育
　課程編成ガイド」より

情緒障害、言語障害は、週１～8時間、
LD/ADHDは、年10時間～280時間
利用

担 任 担任は、特別支援学級担任担任は、通常の学級担任

教育課程

実態とニーズがそれぞれ違うので、児童
生徒によって特別支援学級での指導教科

（自立活動含む）と時数は異なり、保護
者との話合いにより決定する。

教育課程上、「自立活動」の取扱いとな
る。
利用時数は保護者との話合いにより決
定する。

計画作成 「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」は保護者の同意を得て全員に作成する。

在籍（通

級）先希

望の確認

年度ごとに、対象児童生徒の保護者へ特
別支援学級利用の希望（入級・継続・退
級）確認を行う。在籍希望先については、
口頭のみではなく、文書で保管しておく
ことが望ましい。

通常の学級在籍ではあるが、通級指導
教室の利用希望について、年度ごとに
保護者へ確認を行う。口頭のみではな
く、文書で保管しておくことが望まし
い。

【審議結果の例】

・知的障害特別支援学級　適

・自閉症・情緒障害特別支援学級　適

・通常の学級　適

・知的障害特別支援学校　適

・自閉症・情緒障害特別支援学級
　要観察知的障害特別支援学級　適

・知的障害特別支援学級
　要観察知的障害特別支援学校　適

　　　　　　　　　　　　　　　　等

6月上旬

7月下旬

～8月上旬

9月～10月

10月～

1０月～12月

12月

・就学相談の案内文書を各園に送付、市報等によりお知らせ（学務課） 

・保護者が学務課へ就学相談を申し込む 

・就学相談会で、各対象児に担当相談員がつき、

検査や聞き取り調査を実施

・担当相談員が園に出向いて観察、聞き取りを行う

・教育支援委員会において審議

・保護者に対して、面談で審議結果を伝達

・保護者は審議結果を参考に入学予定の学校を見学する等して検討・決定し、

在籍を学務課へ連絡

・学務課から入学予定校に保護者の在籍の意向及び情報等を連絡

一人一人の障害の状態や特性等に応

じた指導・支援に努めましょう。
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前　期

９月末

10月～１月

12月～２月

就学指導の流れ

適切な学びの場の検討に至る段階的なプロセスの進め方

特別な教育的支援の情報の引継ぎについて

◇在学中（小・中学校等から）◇

保護者と
相談継続

（参考：令和6年３月8日付【特教第947号】茨城県教育委員会通知） 

園・学校間における特別な教育的支援の情報の引継ぎ
引継ぎ情報

入学・転学先の園・学校

①園・校内委員会で
引継ぎの必要性
について検討

②引継ぎについて
保護者（本人）の
同意を得る。

引継ぎ後は引継いだ情報を適正に管理 引継ぎ後は引継いだ情報を適正に管理

入学先決定後
※年度内の引継ぎが望ましい

～５月末日個別の
教育支援
計画

個別の
指導計画 一覧表

④引継ぎの場の設定

⑤引継ぎ情報の手交

▲ ▲

③一覧表の作成

《特別支援教育に関する参考資料》

 ・ 初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド、障害のある子供の教育支援の手引（文科省）

 ・ インクルDB（インクルーシブ教育システム構築支援データベース）（国立特別支援教育総合研究所）

 ・ 特別支援学級スタート応援ブック（茨城県教育研修センター）

 ・ 障害のある子供のための就学事務の手引き〉教育情報ネットワーク〉文書共有〉特別支援教育課

 ・ 日立市個別の教育支援計画書式等、子どもサポートブック〉校務支援システム〉書庫〉日立市教育委員会〉教育研究所

・各校において校内就学指導委員会で対象児童生徒を検討
・心理検査等を行い、在籍学級の担任が就学指導検査書を記入

・審議申込み：学務課へ就学指導検査書を提出
　担当相談員が学校で観察・聞き取りを行う

・教育支援委員会において審議

・学校に審議結果を伝達　※前ページの審議結果の例参照
・学校と保護者で最終的な相談、合意形成
・学校から学務課に最終的な就学指導の結果を報告

本人・保護者の意向を
踏まえた支援の充実に
努めましょう。

できるだけ、複数の教員で引継ぎを受け
る。校内委員会等で情報共有をし、当面の
支援に確認する。入学（転学）後に本人・
保護者と面談をする。

校内支援体制を整え、計画的・
組織的に取り組みましょう。

・全教職員で組織的に対応
する校内支援体制の確立

・中心的役割を果たす校内
委員会の在り方の再点検

（参考：令和6年３月8日付
  【特教第947号】
  茨城県教育委員会通知）

通常の学級において、学級全体に対してわかりやすい授業の工夫
を行う

ＩＣＴを含む合理的配慮の提供、特別支援教育支援員の配置
等により、十分に学べるか検討する

特別支援学校のセンター的機能の活用や外部の専門家と連携
しながら支援する必要があるかを検討する

自立活動など特別の教育課程が編成できる通級による指導や
特別支援学級の必要性を検討

学習指導要領解説

「学習指導計画の作成と内容の取扱い」参照

引き継ぐ児童生徒一覧表
校務支援システム〉書庫〉
日立市教育委員会〉教育研究所

引継ぎ元の園・学校

一覧表「受領の記録」欄に記入

校長以外が受領した場合は、
直ちに校長に手交
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教員の資質の向上

～「与えられた研修」から「求める研修」へ～

（１）  協調し、協働する教職員 （対人関係能力、協調性、協働性の開発）　 　 
（２）  意欲に満ち、活力ある教職員 （機動性、柔軟性、積極性の開発）        
（３）  教育専門職の実力を備え、指導力のある教職員 （専門能力・知識の開発）  
（４）  創造し、挑戦する教職員 （企画力、実践力、変革能力の開発）   　　　 
（５）  幼児、児童生徒・保護者・地域に信頼される教職員 （コミュニケーション能力の開発）

□■ 日立市の教職員研修が目指すもの ■□

＜教職員は学校で育つ＞校内研修

　校長のリーダーシップの下、研修リーダー等を校内に設け、校内研修の実施計画を整
備し、組織的・継続的な研修を推進することが大切です。

〇　教職員それぞれの特性をいかし、主体的に参加できる研修
〇　理論研修と実践研修がバランスよく考慮された研修
〇　保幼小連携・小中連携を意識し、幼児児童生徒の実態を踏まえ、その変容に視点をあてた研修
〇　外部講師を活用した課題解決のための研修　等

Ⅸ   教職員研修

　　～「資質の向上に関する指標」を踏まえた研修と実践の往還～
１　人間性豊かで、高い使命感をもって、教育にあたることができる
２　子どもの多様性を理解し、一人一人に寄り添った関係を築くことができる
３　子どもの実態や社会の変化を的確に捉え、効果的な学びをデザインできる
４　授業改善に向け検証と研修を重ね、実践的専門性を高めることができる
５　他の教職員と協働し、学校教育目標の具現化に資することができる

◆「令和の日本型学校教育」を担う教師及び教職員集団の姿

　〇変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて学び続ける
　〇子供一人一人の学びを最大限に引き出す役割を果たす
　〇子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力も備えている
　〇多様な人材の教育界内外からの確保や、教師の資質・能力の向上により、質の高い教職

員集団を実現する
　〇多様な外部人材や専門スタッフ等とがチームとして力を発揮する
　〇教師が創造的で魅力ある仕事であることが再認識され、教師自身も志気を高め、誇りを

持って働くことができる

◆教師に共通的に求められる資質能力の柱

　①教職に必要な素養　②学習指導　③生徒指導　
　④特別な配慮や支援を必要とする子供への対応　⑤ＩＣＴや情報・教育データの利活用

引用・参考文献：「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」（令和４年12月）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央教育審議会答申（概要）

「令和７年度　茨城県学校教育指導方針」（茨城県教育委員会）

　教員研修プラットフォーム（研修の登録、検索、申込）と研修受講履歴記録システム（研修
の記録の登録、受講履歴の確認）を一体化したものです。教職員と管理職が対話を繰り返す中で、
教職員自らの研修ニーズと自分の強みや弱み、今後伸ばすべき力や学校で果たすべき役割等を
踏まえながら、必要な学びを主体的に行っていくことが求められています。希望する研修の申
し込みは、管理職に相談した上で、個人マニュアルに沿って研修登録を進めてください。

全国教員研修プラットフォーム（Plant）

Ⅸ   教職員研修
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＜充実した教職員生活のために　～採用から退職まで～　>経験年数に応じた自己研修

向上を図るべき教員としての資質

基本的

資　質
①教職に必要な素養（社会人として・教員として）

高度専門職
としての教員に
求められる力量

②児童生徒の主体的・対話的で深い学びを

　支える授業力

③児童生徒を理解し支援する力

④特別な配慮を必要とする

　児童生徒を支援する力

⑤学級・学年の経営と学校の運営に関する力

自分の役割から、
常に課題を自覚し、
自らのスキルアップ
に努めましょう！

自分の役割から、
常に課題を自覚し、
自らのスキルアップ
に努めましょう！

自分の役割から、
常に課題を自覚し、
自らのスキルアップ
に努めましょう！

「令和５年２月　茨城県公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する指標」より

●第１期（形成期）
経験年数1～ 5年

授業力・児童生徒理解の向上

《年代課題》教師としての基礎的・基本的な資質・力量を育成する。

『努力目標』職場への適応、学習指導・生徒指導の充実を図る。

【研修課題】教師の心構え、教育への自覚をもつ。

●第2期（成長期）
経験年数6～ 11年

教科・教職の専門性の向上

《年代課題》学校の中堅として活動し、教師としての力量を高める。

『努力目標』教科経営・学級／学年経営的視野を広める。

【研修課題】教科指導・生徒指導の深化を図る。

●第3期（発展・充実期）
経験年数12～ 23年

校務分掌等の企画調整、若手教員への支援

《年代課題》学年・学校のミドルリーダーとしての自覚をもつ。

『努力目標』教育の本質に立った視野の拡大、指導的役割の自覚、経営の推進を図る。

【研修課題】学校の動向を見つめ、学年経営に努め、学校運営参画意識を高める。

●第4期（貢献・深化期）
経験年数24年～

学校運営への貢献、若手・中堅教員への支援

《基本課題》学校運営に参画する意欲及び学校管理及び責任者としての自覚をもつ。

『努力目標』学校のリーダーとしての役割を自覚し、教育活動に専念するとともに、自

　　　　　  ら学校運営に参画する意欲をもつ。また、校長、教頭はその職務を自覚し、

　　　　　  教育課程の趣旨を生かした学校管理・学校運営に尽力する。

【研修課題】教育理念の確立を図る。学校運営、学校管理の実践を図る。

教員の資質の向上

～「与えられた研修」から「求める研修」へ～

（１）  協調し、協働する教職員 （対人関係能力、協調性、協働性の開発）　 　 
（２）  意欲に満ち、活力ある教職員 （機動性、柔軟性、積極性の開発）        
（３）  教育専門職の実力を備え、指導力のある教職員 （専門能力・知識の開発）  
（４）  創造し、挑戦する教職員 （企画力、実践力、変革能力の開発）   　　　 
（５）  幼児、児童生徒・保護者・地域に信頼される教職員 （コミュニケーション能力の開発）

□■ 日立市の教職員研修が目指すもの ■□

＜教職員は学校で育つ＞校内研修

　校長のリーダーシップの下、研修リーダー等を校内に設け、校内研修の実施計画を整
備し、組織的・継続的な研修を推進することが大切です。

〇　教職員それぞれの特性をいかし、主体的に参加できる研修
〇　理論研修と実践研修がバランスよく考慮された研修
〇　保幼小連携・小中連携を意識し、幼児児童生徒の実態を踏まえ、その変容に視点をあてた研修
〇　外部講師を活用した課題解決のための研修　等

Ⅸ   教職員研修

　　～「資質の向上に関する指標」を踏まえた研修と実践の往還～
１　人間性豊かで、高い使命感をもって、教育にあたることができる
２　子どもの多様性を理解し、一人一人に寄り添った関係を築くことができる
３　子どもの実態や社会の変化を的確に捉え、効果的な学びをデザインできる
４　授業改善に向け検証と研修を重ね、実践的専門性を高めることができる
５　他の教職員と協働し、学校教育目標の具現化に資することができる

◆「令和の日本型学校教育」を担う教師及び教職員集団の姿

　〇変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて学び続ける
　〇子供一人一人の学びを最大限に引き出す役割を果たす
　〇子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力も備えている
　〇多様な人材の教育界内外からの確保や、教師の資質・能力の向上により、質の高い教職

員集団を実現する
　〇多様な外部人材や専門スタッフ等とがチームとして力を発揮する
　〇教師が創造的で魅力ある仕事であることが再認識され、教師自身も志気を高め、誇りを

持って働くことができる

◆教師に共通的に求められる資質能力の柱

　①教職に必要な素養　②学習指導　③生徒指導　
　④特別な配慮や支援を必要とする子供への対応　⑤ＩＣＴや情報・教育データの利活用

引用・参考文献：「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」（令和４年12月）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央教育審議会答申（概要）

「令和７年度　茨城県学校教育指導方針」（茨城県教育委員会）

　教員研修プラットフォーム（研修の登録、検索、申込）と研修受講履歴記録システム（研修
の記録の登録、受講履歴の確認）を一体化したものです。教職員と管理職が対話を繰り返す中で、
教職員自らの研修ニーズと自分の強みや弱み、今後伸ばすべき力や学校で果たすべき役割等を
踏まえながら、必要な学びを主体的に行っていくことが求められています。希望する研修の申
し込みは、管理職に相談した上で、個人マニュアルに沿って研修登録を進めてください。

全国教員研修プラットフォーム（Plant）
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◆電話を受けた場合の対応
　①落ち着いて誠実で丁寧な態度で接すること
　②保護者等の言い分を最後までしっかりと聴

くこと
　③対応をあせらないこと
◆来校者の場合の対応
　①来校者を待たせないこと
　②複数で対応すること
　③「親切に」「丁寧に」「正確に」「迅速に」を

基本姿勢とすること

◆適切な初期対応
　①保護者の心に寄り添った対応をすること
　②傾聴に徹すること
　③主訴をとらえること
　④対応をあせらないこと
　⑤話を整理して対応すること
◆学校と保護者がよりよい関係を築く４つの視点
　【視点１】
　　何かそうせざるを得ない事情がある
　【視点２】
　　保護者は子供の一番よい点を知っている
　【視点３】
　　家族の思い（しんどさ）を感じる
　【視点４】
　　できる範囲で子育てに協力していく

○関係機関への報告
　・救急搬送への要請
　　　搬送先の病院名の報告を忘れずに
　　　けが等の程度の状況の報告
　・警察への報告、連絡、相談
　　　「児童生徒の健全育成に関する警察と学校
　　　との連絡制度」の活用

○市教育委員会への第１報
　・まずは電話で、できるだけ早く
　・事故報告書での報告

正確で必要な内容を簡潔・明瞭に
参考となる資料は精選して添付

　・市教育委員会と情報を共有する（共に解決
　　に向けて取り組む第一歩）

○事故の発生状況の把握
　・５Ｗ１Ｈ… 「いつ」「どこで」「誰が」
　　　　　　　 「誰と」「どんな状況で」
　　　　　　　 「どうなったのか」
○第１発見者からの報告
　・緊急度の判断
　　（応急処置、救急搬送等の必要性）
　・誰に報告すべきなのかを判断
　　（日頃からマニュアルの確認）
○報告を受けた者からの適切な指示
○関係者への連絡
○関係機関への報告
○記録、報告文書への対応
○夜間や休日の場合の連絡体制の確認

参考文献　「学校事故対応に関する指針（改訂版）」（令和６年３月）文部科学省

参考文献　「信頼される学校づくりをめざして」（平成 22 年２月）茨城県教育委員会
　　　　　「信頼される学校であるために」（平成 28 年３月）茨城県教育委員会

◎大切なことは、「未然防止」・「早期対応」・「二次被害の防止」に努めること

◎大切なことは、「初期対応」・「誠意ある対応」・「解決に向けた方向性を示すこと」

【事故の発生から報告への流れ】
　事故発生

　　↓
　第１発見者

　　↓
　報告

【関係機関への報告・連絡】

【校内の報告・連絡・相談の体制】

　

　関係者への連絡
　・保護者等

 
    
　関係機関への報告
  ・市教育委員会

　・消防、警察等

●報告については、危機が去ったか否か等を明確にして見極めを大事にすること。
●事故等の収束後も、市教育委員会及び関係機関へ経過を連絡すること。
●「起こったことは仕方がない」・・・拡大させないために、情報を共有すること。

◇保護者との信頼関係づくりの基本的な考え方　　「保護者も教師も願いは一つ！」
　①保護者はよきパートナー
　②保護者との信頼関係づくりは、相互理解・共通理解がカギ
　③担任や学校への要望や訴えは、改善への貴重な意見

　教職員の好感のもてる「言葉づかい」や「電
話の応対」等の接遇マナーは、保護者や地域
の方々に信頼される学校づくりを進めていく
上で重要な要素の一つです。

管理内の事故は学校の責任で病院に！

・首から上のけが　・骨折等の重篤なけが

保護者との信頼関係の構築を大切にしていますか？２　保護者との信頼関係づくり

事件・事故発生時の報告・連絡・相談の体制は機能していますか？１　緊急時の対応

Ⅹ   安全・安心な学習環境の充実Ⅹ   安全・安心な学習環境の充実

・応急手当　・重篤な事故と考えられる場合は 119 番通報

・管理職（校長、教頭）
・生徒指導主事
・学年主任、担任、養護教諭等
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◆電話を受けた場合の対応
　①落ち着いて誠実で丁寧な態度で接すること
　②保護者等の言い分を最後までしっかりと聴

くこと
　③対応をあせらないこと
◆来校者の場合の対応
　①来校者を待たせないこと
　②複数で対応すること
　③「親切に」「丁寧に」「正確に」「迅速に」を

基本姿勢とすること

◆適切な初期対応
　①保護者の心に寄り添った対応をすること
　②傾聴に徹すること
　③主訴をとらえること
　④対応をあせらないこと
　⑤話を整理して対応すること
◆学校と保護者がよりよい関係を築く４つの視点
　【視点１】
　　何かそうせざるを得ない事情がある
　【視点２】
　　保護者は子供の一番よい点を知っている
　【視点３】
　　家族の思い（しんどさ）を感じる
　【視点４】
　　できる範囲で子育てに協力していく

○関係機関への報告
　・救急搬送への要請
　　　搬送先の病院名の報告を忘れずに
　　　けが等の程度の状況の報告
　・警察への報告、連絡、相談
　　　「児童生徒の健全育成に関する警察と学校
　　　との連絡制度」の活用

○市教育委員会への第１報
　・まずは電話で、できるだけ早く
　・事故報告書での報告

正確で必要な内容を簡潔・明瞭に
参考となる資料は精選して添付

　・市教育委員会と情報を共有する（共に解決
　　に向けて取り組む第一歩）

○事故の発生状況の把握
　・５Ｗ１Ｈ… 「いつ」「どこで」「誰が」
　　　　　　　 「誰と」「どんな状況で」
　　　　　　　 「どうなったのか」
○第１発見者からの報告
　・緊急度の判断
　　（応急処置、救急搬送等の必要性）
　・誰に報告すべきなのかを判断
　　（日頃からマニュアルの確認）
○報告を受けた者からの適切な指示
○関係者への連絡
○関係機関への報告
○記録、報告文書への対応
○夜間や休日の場合の連絡体制の確認

参考文献　「学校事故対応に関する指針（改訂版）」（令和６年３月）文部科学省

参考文献　「信頼される学校づくりをめざして」（平成 22 年２月）茨城県教育委員会
　　　　　「信頼される学校であるために」（平成 28 年３月）茨城県教育委員会

◎大切なことは、「未然防止」・「早期対応」・「二次被害の防止」に努めること

◎大切なことは、「初期対応」・「誠意ある対応」・「解決に向けた方向性を示すこと」

【事故の発生から報告への流れ】
　事故発生

　　↓
　第１発見者

　　↓
　報告

【関係機関への報告・連絡】

【校内の報告・連絡・相談の体制】

　

　関係者への連絡
　・保護者等

 
    
　関係機関への報告
  ・市教育委員会

　・消防、警察等

●報告については、危機が去ったか否か等を明確にして見極めを大事にすること。
●事故等の収束後も、市教育委員会及び関係機関へ経過を連絡すること。
●「起こったことは仕方がない」・・・拡大させないために、情報を共有すること。

◇保護者との信頼関係づくりの基本的な考え方　　「保護者も教師も願いは一つ！」
　①保護者はよきパートナー
　②保護者との信頼関係づくりは、相互理解・共通理解がカギ
　③担任や学校への要望や訴えは、改善への貴重な意見

　教職員の好感のもてる「言葉づかい」や「電
話の応対」等の接遇マナーは、保護者や地域
の方々に信頼される学校づくりを進めていく
上で重要な要素の一つです。

管理内の事故は学校の責任で病院に！

・首から上のけが　・骨折等の重篤なけが

保護者との信頼関係の構築を大切にしていますか？２　保護者との信頼関係づくり

事件・事故発生時の報告・連絡・相談の体制は機能していますか？１　緊急時の対応

Ⅹ   安全・安心な学習環境の充実Ⅹ   安全・安心な学習環境の充実

・応急手当　・重篤な事故と考えられる場合は 119 番通報

・管理職（校長、教頭）
・生徒指導主事
・学年主任、担任、養護教諭等

２　アンガーマネジメント

　□　怒りが込み上げてきた時、じっと「６秒」待てますか

　□　児童生徒は、「こうあるべきだ」と思っていませんか

　□　児童生徒の指導中に、感情がエスカレートしていくことはないですか

　□　児童生徒を指導するとき、必ず複数で対応していますか

　□　大勢の前で、怒ることはありませんか

　※　怒りをぶつけることは、指導ではありません！伝わる叱り方を考えましょう

３　危機管理

　□　もしかしたらという目で、日頃から児童生徒や学級を見ていますか

　□　危ないと感じたら、すぐに事故が起きないよう回避していますか

　□　何かあったら、適切に素早く対応していますか

　□　起きた事故の原因を考えて、二度と起きないようにしていますか

　□　自分だけで判断せず、必ず管理職に報告・連絡・相談をしていますか

　※　最悪の事態を予想し、被害を最小限に！

４　外部からの問い合わせ（苦情やマスコミ対応を含む）

　□　相手の立場に立って、ていねいに対応していますか

　□　普段から、対応の手順を決めてありますか（特に窓口の一本化）

　□　何かあったときは、問い合わせが来る前に、管理職に報告していますか

　□　問い合わせと対応の内容をメモして、管理職に報告をしていますか

　□　自分一人で抱え込んで、深みに陥っていませんか

　※　最初の対応の仕方で、その後展開が大きく変わります

１　コンプライアンスの確保

　□　校内コンプライアンス委員会等では、法令や事例等から学んでいますか

　□　コンプライアンスブックは、資料を綴じて終わりにしていませんか

　□　管理職や教務部に、必ず「報告」・「連絡」・「相談」をしていますか

　□　何でも話ができる同僚がいて、職員間は風通しのよい環境ですか

　□　仕事には、やりがいを感じていますか

　※　「自分だけは」、「これくらいは」と思う気持ちが危険です！

　①　児童生徒の目線に立って、物事を考えてください

　②　こまめに記録、こまめに報告。事案にはチームで対応しましょう

　③　自分が良かれとしていることも、「本当にそうなのかな」という目を大切にしてください

　④　事件・事故等の最初の対応は、その場に居合わせた先生です。いつでも誰でも対応で

　　　きるよう研修が必要です

先生方へ

緊急時に困らないよう、日頃からチェックしてみましょう！

チェックした日付３　緊急時対応の心構え
／ ／ ／

２　アンガーマネジメント

　□　怒りが込み上げてきた時、じっと「６秒」待てますか

　□　児童生徒は、「こうあるべきだ」と思っていませんか

　□　児童生徒の指導中に、感情がエスカレートしていくことはないですか

　□　児童生徒を指導するとき、必ず複数で対応していますか

　□　大勢の前で、怒ることはありませんか

　※　怒りをぶつけることは、指導ではありません！伝わる叱り方を考えましょう

３　危機管理

　□　もしかしたらという目で、日頃から児童生徒や学級を見ていますか

　□　危ないと感じたら、すぐに事故が起きないよう回避していますか

　□　何かあったら、適切に素早く対応していますか

　□　起きた事故の原因を考えて、二度と起きないようにしていますか

　□　自分だけで判断せず、必ず管理職に報告・連絡・相談をしていますか

　※　最悪の事態を予想し、被害を最小限に！

４　外部からの問い合わせ（苦情やマスコミ対応を含む）

　□　相手の立場に立って、ていねいに対応していますか

　□　普段から、対応の手順を決めてありますか（特に窓口の一本化）

　□　何かあったときは、問い合わせが来る前に、管理職に報告していますか

　□　問い合わせと対応の内容をメモして、管理職に報告をしていますか

　□　自分一人で抱え込んで、深みに陥っていませんか

　※　最初の対応の仕方で、その後展開が大きく変わります

１　コンプライアンスの確保

　□　校内コンプライアンス委員会等では、法令や事例等から学んでいますか

　□　コンプライアンスブックは、資料を綴じて終わりにしていませんか

　□　管理職や教務部に、必ず「報告」・「連絡」・「相談」をしていますか

　□　何でも話ができる同僚がいて、職員間は風通しのよい環境ですか

　□　仕事には、やりがいを感じていますか

　※　「自分だけは」、「これくらいは」と思う気持ちが危険です！

　①　児童生徒の目線に立って、物事を考えてください

　②　こまめに記録、こまめに報告。事案にはチームで対応しましょう

　③　自分が良かれとしていることも、「本当にそうなのかな」という目を大切にしてください

　④　事件・事故等の最初の対応は、その場に居合わせた先生です。いつでも誰でも対応で

　　　きるよう研修が必要です

先生方へ

緊急時に困らないよう、日頃からチェックしてみましょう！

チェックした日付３　緊急時対応の心構え
／ ／ ／
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◎　発達段階に応じた、危険を予測し回避できる能力と態度の育成
　・緊急時に役立つ避難訓練の実施（火災、地震、津波、大雨、不審者、原子力事故等）
　・地域・家庭と連携した防災訓練　　
　・発達段階に応じた全教育活動をとおしての防災教育の推進
　　※　学校安全資料の活用（「生きる力」を育む学校での安全教育）
　　※　防災教育モデル校の自校化（災害時に自ら行動し、命を守ることができる子）
　　※　防災士の資格取得（児童生徒を守れる教職員の育成）

地域との連携による学校の防災力強化推進事業（事業主体：県北生涯学習センター）

＜学校防災における地域連携の重要性＞
○学校の防災力を強化するうえで地域との連携は極めて重要であり、いざという時に円滑に

対応するためには、日頃から地域の組織や人材を活用した避難訓練や防災教室等を行う等、
地域との連携体制を築いておくことが求められている。

【参考資料】「原子力災害対策の中学校向け啓発資料」　日立市原子力安全対策課
　　　　　  ※原子力災害対策について、日立市のＨＰに動画を掲載しております。

学校

行政

３者による相互連携

地域・家庭

○地域との連携を通じて教職員

の防災に関する資質の向上及

び実践力の育成を図る。

○地域の課題に対応した防災教

育を実施することにより学校

の防災力の強化を図る。

災害時に自ら行動し、命を守

ることができる子

めざす
子供像

目　的 めざす学校
・地域像

取り組みの柱
○各学校における地域と連携した防災教育の取組
　・学校防災連絡会議の設置
　　教職員や地域コミュニティ、ＰＴＡ等で構成し、地域及び学校の実情を踏まえた
　　避難訓練等を企画立案する。
　・地域と連携した避難訓練や外部講師を活用した防災教室等の実施

４　防災教育

コラム
『田中先生の思い出』

　田中先生は、私が小学校１、２年時の担任の先生です。毎朝バスでやってくる先生を子供たちは校門で出迎え
ます。「おはよう！」先生の元気で大きな笑顔です。ホッとしました。 
　学校の周りを囲む田畑。その畦道をクラス一緒に歩きながら、草花の名前を教えてもらったり、中原兼遠屋敷
跡まで足を伸ばして木曽義仲の話を聞いたり。生活科ができるずっと前の話です。
　「いろんな形をつくってごらん！」初めて数え棒を使う算数の授業。四角、三角、机の上に素敵なデザインが広
がります。
　先生が出張から帰った次の日、お土産にお菓子をもらって、みんなでとても驚き喜
んだこと。「先生ってお菓子を配っていいんだ」と、変な感想を持ちました。離れて
いても自分たちのことを忘れずにいてくれたことが嬉しかったのだと、今は思います。
　２年生の三月、定年退職される先生が登壇したとき、クラスのガキ大将二人が咽び
泣いて、みんな釣られて冷たい体育館が悲しさと不安で溢れたこと。
　今と違って、カリキュラムがずっと緩かった時代の話です。先生が他界されて何十
年と経ちました。花が絶えない教室、五感が呼び起こされるような発見、そして「大
切にしてもらった」と実感できること。先生、ありがとう。

日立市教育委員会教育委員　　上村　由美　

コラム
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◎　発達段階に応じた、危険を予測し回避できる能力と態度の育成
　・緊急時に役立つ避難訓練の実施（火災、地震、津波、大雨、不審者、原子力事故等）
　・地域・家庭と連携した防災訓練　　
　・発達段階に応じた全教育活動をとおしての防災教育の推進
　　※　学校安全資料の活用（「生きる力」を育む学校での安全教育）
　　※　防災教育モデル校の自校化（災害時に自ら行動し、命を守ることができる子）
　　※　防災士の資格取得（児童生徒を守れる教職員の育成）

地域との連携による学校の防災力強化推進事業（事業主体：県北生涯学習センター）

＜学校防災における地域連携の重要性＞
○学校の防災力を強化するうえで地域との連携は極めて重要であり、いざという時に円滑に

対応するためには、日頃から地域の組織や人材を活用した避難訓練や防災教室等を行う等、
地域との連携体制を築いておくことが求められている。

【参考資料】「原子力災害対策の中学校向け啓発資料」　日立市原子力安全対策課
　　　　　  ※原子力災害対策について、日立市のＨＰに動画を掲載しております。

学校

行政

３者による相互連携

地域・家庭

○地域との連携を通じて教職員

の防災に関する資質の向上及

び実践力の育成を図る。

○地域の課題に対応した防災教

育を実施することにより学校

の防災力の強化を図る。

災害時に自ら行動し、命を守

ることができる子

めざす
子供像

目　的 めざす学校
・地域像

取り組みの柱
○各学校における地域と連携した防災教育の取組
　・学校防災連絡会議の設置
　　教職員や地域コミュニティ、ＰＴＡ等で構成し、地域及び学校の実情を踏まえた
　　避難訓練等を企画立案する。
　・地域と連携した避難訓練や外部講師を活用した防災教室等の実施

４　防災教育

コラム
『田中先生の思い出』

　田中先生は、私が小学校１、２年時の担任の先生です。毎朝バスでやってくる先生を子供たちは校門で出迎え
ます。「おはよう！」先生の元気で大きな笑顔です。ホッとしました。 
　学校の周りを囲む田畑。その畦道をクラス一緒に歩きながら、草花の名前を教えてもらったり、中原兼遠屋敷
跡まで足を伸ばして木曽義仲の話を聞いたり。生活科ができるずっと前の話です。
　「いろんな形をつくってごらん！」初めて数え棒を使う算数の授業。四角、三角、机の上に素敵なデザインが広
がります。
　先生が出張から帰った次の日、お土産にお菓子をもらって、みんなでとても驚き喜
んだこと。「先生ってお菓子を配っていいんだ」と、変な感想を持ちました。離れて
いても自分たちのことを忘れずにいてくれたことが嬉しかったのだと、今は思います。
　２年生の三月、定年退職される先生が登壇したとき、クラスのガキ大将二人が咽び
泣いて、みんな釣られて冷たい体育館が悲しさと不安で溢れたこと。
　今と違って、カリキュラムがずっと緩かった時代の話です。先生が他界されて何十
年と経ちました。花が絶えない教室、五感が呼び起こされるような発見、そして「大
切にしてもらった」と実感できること。先生、ありがとう。

日立市教育委員会教育委員　　上村　由美　

コラム

１　目的

　　　通学路の安全確保に向けた取り組みを行うため、関係機関とともに基本的方針である「日立市

通学路交通安全プログラム」を策定し、安全対策を効率的かつ継続的に推進する。

２　推進体制

　　安全対策を推進し、関係機関の連携を図るため「日立市通学路安全推進会議」を設置。

　　＜構成メンバー＞

　　・国土交通省常陸河川国道事務所　　・日立市コミュニティ協働課　・日立市教育委員会学務課

　　・茨城県高萩工事事務所　　　　　　・日立市道路建設課

　　・日立警察署　　　　　　　　　　　・日立市道路管理課  

３　通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル

　　　児童生徒の登下校の安全を確

保するため、市内における通学

路の危険箇所等を把握するとと

もに、必要に応じて合同点検を

実施する。

　　　危険箇所については、日立市

通学路安全推進会議で対策を協

議し、各関係機関において対策

を実施する。

　　　継続的に通学路の安全を確保するため対策実施後の効果把握を行い、対策の改善・充実を図る。

　　　これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施することにより、通学路の安全向上を図る。

４　具体的方策

 （１）通学路における安全確保体制の整備

　　ア　通学路における犯罪発生情報の共有

　　イ　通学路の安全点検

　　ウ　通学路のパトロールと協力要請

　　エ　「こどもを守る110番の家」の協力依頼

　　オ　登下校時の安全対策マニュアルや不審者対応マニュアルの策定

 （２）安全教育の充実

　　ア　子供を守る安全マップの作成を通じた児童生徒の危険予測能力の向上

　　イ　「こどもを守る110番の家」の場所及び利用方法の周知や訪問活動・

　　　　駆け込み訓練の実施

　　ウ　地域住民、自主活動団体と連携した登下校時のあいさつ運動の実施

　　エ　通学路において誘拐、連れ去りにあわないための対応訓練の実施

　　オ　防犯ブザー等の使用訓練の実施

 （３）通学路における安全な環境の整備

　　ア　安全な通学路の指定・管理

　　イ　「こどもを守る110番の家」の設置

 

  各学校（ＰＴＡを含む）と連携

合同点検の実施 

対策の検討 

対策効果の把握 

対策の改善・実施 対策の実施

Plan 

Do 

Check 

Action

５　学校における通学路の安全確保について
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Ⅺ　資料

へ
決
解
題
課
の
次

へ
決
解
題
課
の
次

（1）学級や学校における生活づくりへの参画

① 問題の発見・確認

）例（程過習学の）3（）2（と）1（動活級学

（1）は全員で協力して楽しく豊かな学級・学
校生活にするために、みんなで取り組みたい
こと、つくってみたいこと、解決したいことな
どの課題を取り上げる。

③ 解決方法の決定

（2）は現在の生活上の課題、（3）は現在及び
将来を見通した学習に関する課題を取り上げる。

事前の活動

② 解決方法等の話合い
内容や方法、役割分担等について意見
を出し合ったり、くらべ合ったりしなが
ら話し合う。

原因や改善の必要性を探ったり、具体
的な解決方法を見つけたりするために話
し合う。

本時の活動・話合い活動

⑤ 振り返り
一連の実践の成果や課題を振り返り、
次の課題解決に生かす。

実践を定期的に振り返り、意識化を図
るとともに、次の課題解決に生かす。

④ 決めたことの実践
決定したことについて、自己の役割を
果たしたり、互いのよさを生かして協働
して実践したりする。

意思決定した解決方法をもとに目標の
実現に向けて、個人で実践し粘り強く努
力する。

事後の活動

（2）日常の生活や学習への適応と自己の成長
及び健康安全

（3）一人一人のキャリア形成と自己実現

生活上の諸問題から課題を見いだし、
学級全員で「議題」を決定する。

日常生活における共通の問題から教
師が「題材」を設定する。

意見の違いや多様性を認め合い、折り合い
をつけて集団として「合意形成」を図る。

話合いを活かして、自分に合った具体的な解決方
法や個人目標を一人一人が「意思決定」する。

●特質を踏まえた実践の流れ

⑴ ：「出し合う」「くらべ合う」「まとめる（決
める）」で集団として合意形成します。

⑵⑶：「つかむ」「さぐる」「見つける」「決める」
で一人一人が意思決定します。

●「話合いの充実」を図る事前の指導

⑴ ：議題ポスト・日誌・つぶやき等から議題の
必要性を共有します。 

⑵⑶：アンケートや振り返りシート等の資料を
効果的に活用し、課題につなげます。

●次の活動へつなげる事後の指導

⑴ ：決まったことや役割分担等を学級活動

コーナーに掲示します。 
⑵⑶：定期的に振り返りの時間を設けて、日常

生活で意識させます。 

（学級活動⑴⑵⑶の授業づくりのポイント）

１　集団をいかし、「話合い活動」を積み重ねた特別活動の充実
　　１　特別活動の充実で期待できる効果

《学級活動⑴と⑵⑶における解決方法のちがい》

　　２　特質の違いを踏まえた学級活動の指導の充実
　　　～学級活動は学級経営の要!教師の的確な指導で話合い活動の充実を!～

参考文献　「みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる特別活動　小学校編」（平成31年1月）
　　　　　「学校文化を創る特別活動　中学校・高等学校編」（令和５年３月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  文部科学省　国立教育政策研究所　教育課程研究センター

◇学級経営に役立ちます !

・みんなで、よりよい学級生活を目指す活動を通して、学級集団の協調性が高まります。
・役に立つ喜びを実感し、互いのよさを認め合う活動で、一人一人が大切にされる学級になります。

◇学力向上につながります ! 

・児童生徒が自主的によりよい生活や人間関係を築くことにより、学び合う学級の雰囲気が
つくられ、学ぶ意欲が高まります。

◇キャリア教育の要になります !

・よさや可能性を生かして努力する活動を通して、なりたい自分の実現につながります。

◇生徒指導上の問題を未然防止します !

・互いの人格を尊重し合って生きることの大切さを学ぶことにより、所属感や連帯感等が培
われ、いじめの未然防止等につながります。

〇学級活動⑴【いわゆる学級会】：解決方法を話し合い、集団として合意形成を図ります。
　⇒児童生徒が問題を発見し、「共同の問題」を選定。解決方法について話し合い、自分と
　　異なる意見や少数の意見も尊重し、折り合いをつけて、集団として意見をまとめます。

キーワード『自分もよく、みんなもよい』ことを決める

〇学級活動⑵⑶：解決方法について話合いを通して考え、一人一人が意思決定します。
　⇒教師は児童生徒が解決すべき「共通の課題」を設定。教師の指導に従って、解決方法等
　　について話合いを通して考え、個人の目標を「意思決定」します。

キーワード　話合いを通して『個人の目標』を決める
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決
解
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課
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（1）学級や学校における生活づくりへの参画

① 問題の発見・確認

）例（程過習学の）3（）2（と）1（動活級学

（1）は全員で協力して楽しく豊かな学級・学
校生活にするために、みんなで取り組みたい
こと、つくってみたいこと、解決したいことな
どの課題を取り上げる。

③ 解決方法の決定

（2）は現在の生活上の課題、（3）は現在及び
将来を見通した学習に関する課題を取り上げる。

事前の活動

② 解決方法等の話合い
内容や方法、役割分担等について意見
を出し合ったり、くらべ合ったりしなが
ら話し合う。

原因や改善の必要性を探ったり、具体
的な解決方法を見つけたりするために話
し合う。

本時の活動・話合い活動

⑤ 振り返り
一連の実践の成果や課題を振り返り、

次の課題解決に生かす。
実践を定期的に振り返り、意識化を図
るとともに、次の課題解決に生かす。

④ 決めたことの実践
決定したことについて、自己の役割を
果たしたり、互いのよさを生かして協働
して実践したりする。

意思決定した解決方法をもとに目標の
実現に向けて、個人で実践し粘り強く努
力する。

事後の活動

（2）日常の生活や学習への適応と自己の成長
及び健康安全

（3）一人一人のキャリア形成と自己実現

生活上の諸問題から課題を見いだし、
学級全員で「議題」を決定する。

日常生活における共通の問題から教
師が「題材」を設定する。

意見の違いや多様性を認め合い、折り合い
をつけて集団として「合意形成」を図る。

話合いを活かして、自分に合った具体的な解決方
法や個人目標を一人一人が「意思決定」する。

●特質を踏まえた実践の流れ

⑴ ：「出し合う」「くらべ合う」「まとめる（決
める）」で集団として合意形成します。

⑵⑶：「つかむ」「さぐる」「見つける」「決める」
で一人一人が意思決定します。

●「話合いの充実」を図る事前の指導

⑴ ：議題ポスト・日誌・つぶやき等から議題の
必要性を共有します。 

⑵⑶：アンケートや振り返りシート等の資料を
効果的に活用し、課題につなげます。

●次の活動へつなげる事後の指導

⑴ ：決まったことや役割分担等を学級活動

コーナーに掲示します。 
⑵⑶：定期的に振り返りの時間を設けて、日常

生活で意識させます。 

（学級活動⑴⑵⑶の授業づくりのポイント）

１　集団をいかし、「話合い活動」を積み重ねた特別活動の充実
　　１　特別活動の充実で期待できる効果

《学級活動⑴と⑵⑶における解決方法のちがい》

　　２　特質の違いを踏まえた学級活動の指導の充実
　　　～学級活動は学級経営の要!教師の的確な指導で話合い活動の充実を!～

参考文献　「みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる特別活動　小学校編」（平成31年1月）
　　　　　「学校文化を創る特別活動　中学校・高等学校編」（令和５年３月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  文部科学省　国立教育政策研究所　教育課程研究センター

◇学級経営に役立ちます !

・みんなで、よりよい学級生活を目指す活動を通して、学級集団の協調性が高まります。
・役に立つ喜びを実感し、互いのよさを認め合う活動で、一人一人が大切にされる学級になります。

◇学力向上につながります ! 

・児童生徒が自主的によりよい生活や人間関係を築くことにより、学び合う学級の雰囲気が
つくられ、学ぶ意欲が高まります。

◇キャリア教育の要になります !

・よさや可能性を生かして努力する活動を通して、なりたい自分の実現につながります。

◇生徒指導上の問題を未然防止します !

・互いの人格を尊重し合って生きることの大切さを学ぶことにより、所属感や連帯感等が培
われ、いじめの未然防止等につながります。

〇学級活動⑴【いわゆる学級会】：解決方法を話し合い、集団として合意形成を図ります。
　⇒児童生徒が問題を発見し、「共同の問題」を選定。解決方法について話し合い、自分と
　　異なる意見や少数の意見も尊重し、折り合いをつけて、集団として意見をまとめます。

キーワード『自分もよく、みんなもよい』ことを決める

〇学級活動⑵⑶：解決方法について話合いを通して考え、一人一人が意思決定します。
　⇒教師は児童生徒が解決すべき「共通の課題」を設定。教師の指導に従って、解決方法等
　　について話合いを通して考え、個人の目標を「意思決定」します。

キーワード　話合いを通して『個人の目標』を決める

Ⅺ　資料
１　各園・学校の課題を明らかにし、全教職員による研究実践
　（１）同僚性を発揮し、全校体制により組織的に取り組むことで学校力の向上を図る。
　（２）ファシリテーター（研修リーダー）を中心として意欲的に研究を推進し、実践的な指導
　　　力の向上を図る。
　（３）子供の学びの姿を通して、教師が語り合うような研究の推進を目指す。

２　マネジメントサイクルを導入した研究実践
（１） 研究の主題 ・ねらい
　①研究主題の焦点化・具体化
　②実態（園、学校、幼児、児童生徒、家庭、地域等）や、教育における今日的課題の把握

（２） 研究方法
　①研究の見通しとなる具体的な仮説の設定（主題との関連を意識する）

　②目指す幼児、児童生徒の姿の明確化
　③研究主題の解明につながる計画立案

（３） 実践
　①指導計画・指導案の検討
　②研究授業の実践・相互参観

（４） 評価 ・検証 （成果と課題を分析する）
　①参観する視点の焦点化（観点・場面・方法）
　②検証する方法や場面の明確化
　　・協議会・・・・・・・・・・・・・・・ワークショップ型、授業参観評価表の活用
　　・学習状況の調査及び分析・考察・・・・ペーパーテストやノート分析等
　　・意識調査及び分析・考察・・・・・・・アンケート等
　　・子供・保護者・地域等による評価・・・・アンケート等

（５） 改善 （分析結果を基に改善策を講じる）
　①授業・指導計画の修正・改善
　②改善計画の立案
　③補充学習の実施等

※実践しながら小刻みな評価を重ね、授業の中で改善（軌道修正）をしていくことも大切である。
※Microsoft Forms等によるアンケート機能を活用し、業務の効率化を図るとよい。

３　学校課題研究推進における留意事項
（1）幼児、児童生徒や地域の実態、今日的な教育の動向を踏まえ、教育上の適切な配慮のもとに

実施する。
（2）実施した結果については、経過も含め、継続的・追跡的に記録する。
（3）期待した成果があがらなかった事例や予期しなかった副次的な影響についても客観性を

もって記録する。（分析により、今後有効に活用しうる貴重な実証的資料に）
（4）各学校における取組を教育論文等にまとめることも、大変有意義である。（学校・個人）

参考文献　「校内研修の手引き」茨城県教育研修センターのホームページ参照
　　　　　（茨城県教育研修センター ＞ 研修支援 ＞ ワークショップ型研修の進め方）

２　園・学校課題研究の推進

研究主題の例

主題　～を育む　　～を目指す       ～科学習指導のあり方　　～の研究
      　（研究の目的・目指す姿）                （研究の対象領域・分野）

副題　～を通して　～を中心に 　（研究の方法・手立て）

仮説の作り方

　 ～において　　　～を　～することによって　　　  ～なるであろう
研究の対象・範囲      手立ての工夫（方法、指導内容等）　　 ねらい、目指す子供像
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３　令和７年度　全国学力・学習状況調査結果の概要
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小・中・義務教育学校全校実施
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中学校等 … 国語 数学 理科

課題のある問題の例：中学校第３学年
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３　令和７年度　全国学力・学習状況調査結果の概要
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１　教科に関する調査の状況について

課題のある問題の例：小学校第６学年
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小・中・義務教育学校全校実施
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中学校等 … 国語 数学 理科
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算数・数学

課題のある問題の例：中学校第３学年

課題のある問題の例：小学校第６学年

改善のポイント

・数直線の０から２までが６等分されているため、分母を６としたのではないかと考えられる。

分数で表す際、１に着目して１を何等分にしたものなのかを考えることの理解に課題がある。

・イの分数について、単位分数
１

３
のいくつ分なのかという見方に課題がある。

課　題

主な誤答 ア・・
１

６
イ・・

５

６

・１の目盛りに着目して、分数を表す指導を行う。

・「１を〇等分したものの□個分」とともに「
１

〇
の□個分」という単位分数を基準とした見方の

指導を行う。

・同一の数直線の上下に分数と小数を表すこと等を通して、数の量感がつかめるよう配慮する。

数直線のア、イの目もりが表す数を分数で書く。

課　題

連続する３つの３の倍数の和が、９の倍数になることの説明を完成する。

ｎを整数とすると、連続する３つの３の倍数は、３ｎ、３ｎ+３、３ｎ+６と表される。

それらの和は、 ３ｎ+（３ｎ+３）+（３ｎ+６）

＝

・見通しの場面において、いつでも９の倍数になることを説明するためには、文字を使う必要

があることや９の倍数は９×(整数)の形で表されるといったことの確認を行う。

・普段の授業の中で定義や定理、公式といった根拠を問う発問を意図的に行う。

改善のポイント

・９ｎ+９＝３(３ｎ+３)のように変形してしまうなど、９の倍数であることを説明するために、

９×(整数)の形に変えるといった考え方に課題がある。

・「ｎを整数とすると、ｎ+1 も整数になること」や「〇×(整数)は〇の倍数になる」といった知

識の習得や活用に課題がある。
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理科

課題のある問題の例：小学校第６学年

・カは、オホーツク海の氷の面

積が減少した理由を予想し、

表現することに課題がある。

・キは、氷がとけてできた水が

海に流れていくことの根拠に

ついて、理科で学習した知識を基に概念的に理解することに課題がある。

・クは、海水の温度が上昇するのに伴い海面水位が上昇することの理由を予想し、表現することに課題が

ある。

・「水は、冷えると０℃で氷に変わる」「水は、高い場所から低い場所へ流れる」「水は、温まると体積が増

える」等の基礎的な知識・技能の定着のために、１人１台端末を活用し動画を視聴したり、問題に取り

組んだりと個別最適な学びの時間を確保する。

・授業の導入場面では、意図的な遊びや活動、教師の事象提示等を通して、児童自身が解決したい問題を

見いだすことや、学習を通して得た知識を活用して、問題解決する場面を設定する。

・児童が明確な目標を設定し、設定した目的を達成しているかを振り返り、修正するといった活動の充実

を図ることで、学んだことの意義や有用性を実感できるようにする。

４（３）図の（カ）から（ク）の中には「学習

したこと」や「学習したことをもとに考えたこ

と」が入ります。（カ）から（ク）の中にあては

まるものを、右の１から４の中からそれぞれ１

つずつ選んで、その番号を書きましょう。

・直列回路と並列回路における回路全体の抵抗と熱量

に関する知識を身に付けることに課題がある。

課題のある問題の例：中学校第３学年

１ 海水は、温まると水と同じように体積が増える

２ 海の氷は、平均気温が高くなるとできにくくなる

３ 水は、高い場所から低い場所へと流れる

４ 水は、氷になるとき体積が増える

改善のポイント

課題

１（１）回路全体の抵抗が大きいのは装置１、装置２の

どちらか、1つ選びなさい。また、下線部について、同じ

電圧を加えて、より速く水を温めることができるのは、

装置１、装置２のどちらか、１つ選びなさい。

・「直列回路と並列回路の違い」「オームの法則」「回路全体と一部の抵抗の区別」「熱量＝電力×時間」等

の基礎的な知識・技能の定着のために、１人１台端末を活用し動画を視聴したり、問題に取り組んだり

と個別最適な学びの時間を確保する。

・これまで学習した知識を活用して、発生する熱量と直列回路・並列回路の合成抵抗とを関連付けて知識

の概念的な理解を深める学習場面を設定する。

・身近な自然の事物・現象から見いだした問題を解決するために自らの課題を設定し、多面的、総合的に

探究することで、学んだことの意義や有用性を実感できるようにする。

課題

改善のポイント
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理科

課題のある問題の例：小学校第６学年

・カは、オホーツク海の氷の面

積が減少した理由を予想し、

表現することに課題がある。

・キは、氷がとけてできた水が

海に流れていくことの根拠に

ついて、理科で学習した知識を基に概念的に理解することに課題がある。

・クは、海水の温度が上昇するのに伴い海面水位が上昇することの理由を予想し、表現することに課題が

ある。

・「水は、冷えると０℃で氷に変わる」「水は、高い場所から低い場所へ流れる」「水は、温まると体積が増

える」等の基礎的な知識・技能の定着のために、１人１台端末を活用し動画を視聴したり、問題に取り

組んだりと個別最適な学びの時間を確保する。

・授業の導入場面では、意図的な遊びや活動、教師の事象提示等を通して、児童自身が解決したい問題を

見いだすことや、学習を通して得た知識を活用して、問題解決する場面を設定する。

・児童が明確な目標を設定し、設定した目的を達成しているかを振り返り、修正するといった活動の充実

を図ることで、学んだことの意義や有用性を実感できるようにする。

４（３）図の（カ）から（ク）の中には「学習

したこと」や「学習したことをもとに考えたこ

と」が入ります。（カ）から（ク）の中にあては

まるものを、右の１から４の中からそれぞれ１

つずつ選んで、その番号を書きましょう。

・直列回路と並列回路における回路全体の抵抗と熱量

に関する知識を身に付けることに課題がある。

課題のある問題の例：中学校第３学年

１ 海水は、温まると水と同じように体積が増える

２ 海の氷は、平均気温が高くなるとできにくくなる

３ 水は、高い場所から低い場所へと流れる

４ 水は、氷になるとき体積が増える

改善のポイント

課題

１（１）回路全体の抵抗が大きいのは装置１、装置２の

どちらか、1つ選びなさい。また、下線部について、同じ

電圧を加えて、より速く水を温めることができるのは、

装置１、装置２のどちらか、１つ選びなさい。

・「直列回路と並列回路の違い」「オームの法則」「回路全体と一部の抵抗の区別」「熱量＝電力×時間」等

の基礎的な知識・技能の定着のために、１人１台端末を活用し動画を視聴したり、問題に取り組んだり

と個別最適な学びの時間を確保する。

・これまで学習した知識を活用して、発生する熱量と直列回路・並列回路の合成抵抗とを関連付けて知識

の概念的な理解を深める学習場面を設定する。

・身近な自然の事物・現象から見いだした問題を解決するために自らの課題を設定し、多面的、総合的に

探究することで、学んだことの意義や有用性を実感できるようにする。

課題

改善のポイント

生活習慣
将来への意識

　朝食を毎日食べている児童生徒の割合及び、将来の夢を持っている児童生
徒の割合は、全国の割合より高い。

　分からないことや詳しく知りたいことがあったときに、自分で学びを考え、工夫で
きる児童生徒の割合及び、分かった点や、よく分からなかった点を見直し、次の学習に
つなげることができる児童生徒の割合は、全国の割合より高い。

学習習慣

１　質問と正答率との関係　　
　　「毎日朝食を食べている」「学習した内容について、よく分からないことや詳しく知りたいこ
とがあったときに、自分で学び方を考え、工夫することができている」「各教科で学んだことを
生かしながら、自分の考えをまとめている」「ＰＣ・タブレット等のＩＣＴ機器を使って学校の
プレゼンテーション（発表のスライド）を作成することができる」児童生徒は、教科の平均正
答率が全国の割合よりも高い傾向が見られる。

２　授業改善に向けて
　　児童生徒の興味関心に合わせて、教材や学習方法を選択できる環境を整え、「好き」を育み「得
意」を伸ばす授業実践や、児童生徒が当事者意識をもって、自分の意見を表現できる探究的な
要素をもつ学習活動の充実を図る。

日立市 全国

日立市 全国 日立市 全国

日立市 全国

２　質問調査の状況について

朝食を毎日食べていますか

分からないことや詳しく知りたいことがあったときに、
自分で学びを考え、工夫することはできていますか

学習した内容について、分かった点や、よく分からな
かった点を見直し、次の学習につなげることができて
いますか

　各教科で学んだことを生かしながら、自分の考えをまとめている児童生徒の割合及
び、ＩＣＴ機器を使って学校のプレゼンテーション（発表のスライド）を作成すること
ができる児童生徒の割合は、全国の割合よりも高い。

日立市 全国 日立市 全国

各教科などで学んだことを生かしながら、自分の考え
をまとめる活動を行っていましたか

あなたは自分がPC・タブレットなどのICT機器を使っ
て学校のプレゼンテーション（発表のスライド）を作
成することができると思いますか

将来の夢や目標を持っていますか
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４　よりよい学習評価のために

各教科における評価の基本構造

学習指導

要領に示す

目標や内容

観点別学習状況評価の各観点

・観点ごとに評価し、児童生徒の学習の過程や成果を分析的に捉える

・観点ごとにＡＢＣの３段階で評価

知識及び

技能

　　　　　　　評価の方法例

・ペーパーテストにおいて、事実的な知識の習得を問う問題と知識の
概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮して評価します。
・文章による説明をしたり、観察・実験をしたり、式や
グラフで表現したりするなど実際に知識や技能を用い
る場面を設け、多様な方法を適切に取り入れて評価し
ます。

思考力、判断
力、表現力等

　　　　　　　　　　評価の方法例

・ペーパーテストのみならず、論述や発表、話合い、作
品の制作等を通して、複雑な課題の解決に向けて思考
し、判断し、表現する力を評価します。

学びに向かう
力、人間性等

知識・技能

思考・判断・表現

・評定は観点別学習状況の評価の結果を総括するものであり、５段階で評価します。（小学校
は３段階。小学校１・２年生は行わない）

・学年末に評定へ総括する場合には、Ａ、Ｂ、Ｃの組み合わせで総括する方法や、Ａ、Ｂ、Ｃを数
値に置き換えて総括する方法等があります。

・評定への総括の考え方や方法について学校全体で共通認識を図り、児童生徒及び保護者に
十分説明し理解を得ることが大切です。

評　　定

・一般的には、評価結果の数が多いものがその観点の学習の実施状況を表していると考え、
記録がＡＡＢならＡ、ＡＢＢならＢのように各期ごとに総括します。

観点別学習状況の記録の総括

評価の方法例
・ノートやレポート等の記述、授業中の発
言、学習の振り返り、教師による行動
観察や児童生徒の自己評価・相互評価
等を通して、学習に対して自ら関心をも
ち、課題に向き合おうとする姿や、学
びを主体的に調整しようとする過程を評
価の材料の一つとして用います。

主体的に学習に取り組む態度

（数値等による評価）

評価の方法例
・児童生徒の一人一人のよい点や可
能性、進歩の状況等を、積極的に
見つけて伝えましょう。

・授業中の対話や日常生活、通知表
の所見欄、個人面談等、様々な場
面を活用し、評価内容を伝えしょ
う。

（称賛や励まし等、言葉による評価）

感性や思いやり等 ※ 個人内評価
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４　よりよい学習評価のために

各教科における評価の基本構造

学習指導

要領に示す

目標や内容

観点別学習状況評価の各観点

・観点ごとに評価し、児童生徒の学習の過程や成果を分析的に捉える

・観点ごとにＡＢＣの３段階で評価

知識及び

技能

　　　　　　　評価の方法例

・ペーパーテストにおいて、事実的な知識の習得を問う問題と知識の
概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮して評価します。
・文章による説明をしたり、観察・実験をしたり、式や
グラフで表現したりするなど実際に知識や技能を用い
る場面を設け、多様な方法を適切に取り入れて評価し
ます。

思考力、判断
力、表現力等

　　　　　　　　　　評価の方法例

・ペーパーテストのみならず、論述や発表、話合い、作
品の制作等を通して、複雑な課題の解決に向けて思考
し、判断し、表現する力を評価します。

学びに向かう
力、人間性等

知識・技能

思考・判断・表現

・評定は観点別学習状況の評価の結果を総括するものであり、５段階で評価します。（小学校
は３段階。小学校１・２年生は行わない）

・学年末に評定へ総括する場合には、Ａ、Ｂ、Ｃの組み合わせで総括する方法や、Ａ、Ｂ、Ｃを数
値に置き換えて総括する方法等があります。

・評定への総括の考え方や方法について学校全体で共通認識を図り、児童生徒及び保護者に
十分説明し理解を得ることが大切です。

評　　定

・一般的には、評価結果の数が多いものがその観点の学習の実施状況を表していると考え、
記録がＡＡＢならＡ、ＡＢＢならＢのように各期ごとに総括します。

観点別学習状況の記録の総括

評価の方法例
・ノートやレポート等の記述、授業中の発
言、学習の振り返り、教師による行動
観察や児童生徒の自己評価・相互評価
等を通して、学習に対して自ら関心をも
ち、課題に向き合おうとする姿や、学
びを主体的に調整しようとする過程を評
価の材料の一つとして用います。

主体的に学習に取り組む態度

（数値等による評価）

評価の方法例
・児童生徒の一人一人のよい点や可
能性、進歩の状況等を、積極的に
見つけて伝えましょう。

・授業中の対話や日常生活、通知表
の所見欄、個人面談等、様々な場
面を活用し、評価内容を伝えしょ
う。

（称賛や励まし等、言葉による評価）

感性や思いやり等 ※ 個人内評価

５　年間単元一覧表

コラム
『日立の未来と学校教育を皆さんに託します』

　現在は、先行きが不透明で、何が起きるか予測困難な社会、いわゆるVUCAの時代と言われています。かつて
は通用したトラブル対応までも役に立たない、極めて厄介な時代です。特に管理職にとっては、先が見えず前例
が頼りにならない状況で判断を迫られるため、本当に難しい毎日を送っていることだと思います。
　令和８年度中に告示される次期学習指導要領の肝は、「生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働し
ながら、自らの人生を舵取りすることができる、民主的で持続可能な社会の創り手を育むこと」です。キーワードは、
主体性・協働性・バランス・地域創造と捉えられるでしょうか。目の前の課題を解決するために、自ら或いは他
との協働により試行錯誤しながら創りあげていく、そのような活動や体験が、子供たちには求められています。
これは教師も同じことです。
　自らが志をもち、仲間とそれぞれの持ち味を生かしながらチャレンジし、より
よい教育を創り上げていく、そのため、今まで以上に組織力と創造性が問われます。
　２期制となる今年度、常識を見直すチャンスです。
　子供が聞いているだけの授業も、遅くまで学校に残っている働き方も、学校が
担うと思い込んでいる行事も、思い切って刷新しましょう。そして、皆さんの力で、
よりよい日立の教育を創りあげてください。
　皆さん、日立市の教員になってくれてありがとう。
　これからの日立市の教育をよろしく頼みます。

令和７年度　日立市学校長会長　　　　　　　　
日立市立助川小学校長　　平子　剛之　

コラム

　小学校から中学校で学ぶ単元と指導時期の一覧表です。

　一覧表から、単元の系統性を見通すことができます。９年間の系統性を踏まえ、目指すべき

資質・能力を育成する授業を実践することが大切です。

　二次元コードを読み取ると、国語、算数・数学、理科、社会、英語の年間単元一覧表を閲覧

したりプリントしたりできます。

※閲覧の際は、日立市から提供されたマイクロソフトアカウントが必要です。

↑【例】算数・数学の年間単元一覧表
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（1） 学校経営全般にわたる状況を把握し、学校の教育課程及び課題等の解決に役立つよう指
導・助言をする。

（2） 県及び本市の学校教育目標並びに学校教育指導の重点や本年度の努力事項が、各学校の
教育活動の中で具現化できるよう指導・助言をする。

（3） 訪問に当たっては、次の点を重点課題として指導・助言をする。
ア　幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、小学校学習指導要領、中

学校学習指導要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、特別支援学校高等部
学習指導要領の実施状況

イ　教育課程編成上の諸問題
ウ　創意工夫を生かした特色ある学校づくり
エ　諸表簿の調査指導（指導要録、出席簿、健康診断票、年間指導計画、特別支援関係資料等）
オ　学校環境の安全と整備状況（特に、特別教室、薬品・刃物類関係）
カ　年間指導計画、評価規準の見直しと評価方法の工夫・改善（小･中･義務教育･特別支

援学校）
キ　学力の向上を目指した学習指導法の工夫・改善（小・中・義務教育学校）

（1） 児童生徒の自己指導能力の育成を目指し、生徒指導に関する諸問題の解決を図り、実践
に役立つよう特に次の事項について協議を行い、指導・助言をする。
ア　生徒指導の意義と基本的な考え方について
イ　児童生徒の内面の理解の在り方について
ウ　学業不振や集団生活不適応の児童生徒に対する指導の改善と充実について
エ　教育相談の基本的な考え方や相談体制について
オ　家庭、地域や学校のもつ指導上の問題及び関係諸機関等との連携について
カ　児童生徒の問題行動に対する捉え方の適切な援助指導について

（1） 発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、一人一人の教育的ニーズに
応じた適切な教育的支援を行えるよう、特に次の事項について協議を実施し、指導・助言をする。
ア　特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態と指導及び支援について
イ　個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成及び活用について
ウ　校内支援体制について
エ　生活指導員の活用について
オ　関係機関等との連携について

　　基本的な授業づくりや学力向上のための取組に対する効果の検証等についての指導・助言
をする。

　　学校、教育研究会等の要請により、課題解明や教員の資質向上のための指導・助言をする。
　　＜要請の内容例＞
　　　　教育課程、学習指導、教材・教具の活用、学年・学級経営、学校課題研究、その他

　　学力向上、生徒指導等の個別の学校課題に対応するため、臨時に学校を訪問して指導・助
言をする。

　　教育委員訪問、教育長訪問、その他の訪問を行う。
　　※上記、各種訪問の実施上の留意点等、詳細については別途通知する。

１　市計画訪問１　市計画訪問

２　生徒指導訪問２　生徒指導訪問

３　特別支援教育訪問３　特別支援教育訪問

４　市学力向上アドバイザー訪問４　市学力向上アドバイザー訪問

５　市要請訪問５　市要請訪問

６　臨時訪問６　臨時訪問

７　その他の訪問７　その他の訪問

６　日立市学校訪問
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（1） 学校経営全般にわたる状況を把握し、学校の教育課程及び課題等の解決に役立つよう指
導・助言をする。

（2） 県及び本市の学校教育目標並びに学校教育指導の重点や本年度の努力事項が、各学校の
教育活動の中で具現化できるよう指導・助言をする。

（3） 訪問に当たっては、次の点を重点課題として指導・助言をする。
ア　幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、小学校学習指導要領、中

学校学習指導要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、特別支援学校高等部
学習指導要領の実施状況

イ　教育課程編成上の諸問題
ウ　創意工夫を生かした特色ある学校づくり
エ　諸表簿の調査指導（指導要録、出席簿、健康診断票、年間指導計画、特別支援関係資料等）
オ　学校環境の安全と整備状況（特に、特別教室、薬品・刃物類関係）
カ　年間指導計画、評価規準の見直しと評価方法の工夫・改善（小･中･義務教育･特別支

援学校）
キ　学力の向上を目指した学習指導法の工夫・改善（小・中・義務教育学校）

（1） 児童生徒の自己指導能力の育成を目指し、生徒指導に関する諸問題の解決を図り、実践
に役立つよう特に次の事項について協議を行い、指導・助言をする。
ア　生徒指導の意義と基本的な考え方について
イ　児童生徒の内面の理解の在り方について
ウ　学業不振や集団生活不適応の児童生徒に対する指導の改善と充実について
エ　教育相談の基本的な考え方や相談体制について
オ　家庭、地域や学校のもつ指導上の問題及び関係諸機関等との連携について
カ　児童生徒の問題行動に対する捉え方の適切な援助指導について

（1） 発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、一人一人の教育的ニーズに
応じた適切な教育的支援を行えるよう、特に次の事項について協議を実施し、指導・助言をする。
ア　特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態と指導及び支援について
イ　個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成及び活用について
ウ　校内支援体制について
エ　生活指導員の活用について
オ　関係機関等との連携について

　　基本的な授業づくりや学力向上のための取組に対する効果の検証等についての指導・助言
をする。

　　学校、教育研究会等の要請により、課題解明や教員の資質向上のための指導・助言をする。
　　＜要請の内容例＞
　　　　教育課程、学習指導、教材・教具の活用、学年・学級経営、学校課題研究、その他

　　学力向上、生徒指導等の個別の学校課題に対応するため、臨時に学校を訪問して指導・助
言をする。

　　教育委員訪問、教育長訪問、その他の訪問を行う。
　　※上記、各種訪問の実施上の留意点等、詳細については別途通知する。

１　市計画訪問１　市計画訪問

２　生徒指導訪問２　生徒指導訪問

３　特別支援教育訪問３　特別支援教育訪問

４　市学力向上アドバイザー訪問４　市学力向上アドバイザー訪問

５　市要請訪問５　市要請訪問

６　臨時訪問６　臨時訪問

７　その他の訪問７　その他の訪問

６　日立市学校訪問

【長欠児童生徒の推移（30日以上の欠席者）】

【令和７年度体力・運動能力調査平均値の市と県の比較】

※（    ）内は「不登校」のみの比率

－「日立の教育」掲載資料から－

○　日立市立小学校の長欠児童の割合は、国及び県の割合を下回っており、そのうち、不登校においては、３年ぶ
りに国の割合を下回りました。日立市立中学校においては、長欠生徒及び不登校生徒は、国及び県の割合を上回
りました。

○　児童生徒一人一人の実態に応じて学校が適切に支援し、家庭や医療機関、関係機関等と適切に連携することが
不登校改善のポイントとなっています。児童生徒が安心して学べる魅力ある学校づくりに取り組んでいく中で、
学校における教育活動の中心となる授業を魅力あるものにしていくことが重要となります。

○　不登校児童生徒からの相談では、学校生活に対する無気力、生活リズムの不調、不安・抑うつが多いことから、
教職員だけではなく、教育相談員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関等によるチー
ム支援が必要であり、社会的な自立に向けた長期的な支援が求められています。

成果：本市では、全ての学年で合計点が県平均を超えています。令和７年度の全国体力テストの結果で、茨城県は合計点で
中２女子が３位、小５女子が５位、中２男子が４位、小５男子が５位と「体力上位県」となっています。本市においても、
児童生徒の体力・運動能力は良好と言えます。特に、長座体前屈（柔軟性）、立ち幅とび（瞬発力）は全学年で県平均を
上回っています。また、数年前、課題のあった反復横とび（敏捷性）についても、小３女子を除く全ての学年で県平均を
超えており、各校における効果的な取組が定着してきています。

課題：数値の差が小さい種目が多くありますが、昨年度に比べ、県平均を超えなかった種目が男女とも増加しています。特
に、握力（筋力）、ソフトボール投げ（巧緻性、瞬発力）に課題が見られます。各校においては、体力アップ推進プラン」
の立案等をとおして、実態を的確に把握するとともに、スピードや巧緻性、瞬発力をさらに高めるために有効な手立て
を講じ、継続的に体力・運動能力の向上を図っていくことが大切です。

◎印は市の平均値が県の平均値を上まわっているもの、○印は市の平均が県の平均値と同じもの（茨城県学校保健会の資料による）

市 県 市 県

握力 (㎏)

上体起こし (回)

長座体前屈 (㎝)

反復横とび (回)

20mシャトルラン (回)

50m走 (秒)

立ち幅とび (㎝)

ソフト・ハンドボール投げ (ｍ)

◎  9.0

◎ 13.6

◎ 29.7

◎ 27.7

◎ 22.1

○ 11.6

◎117.6

7.9

◎ 32.6合計点 (点)

小 5 小 6 中 3

女　　　　　　　　　子

中 1 中 2

 男　　　　　　　　子

小 1 小 2 小 3 小 4

市 県 市 県 市 県 市 県 市 県 市 県 市 県

握力 (㎏)

上体起こし (回)

長座体前屈 (㎝)

反復横とび (回)

20mシャトルラン (回)

50m走 (秒)

立ち幅とび (㎝)

ソフト・ハンドボール投げ (ｍ)

合計点 (点)

市 県 市 県

小 5 小 6 中 3中 1 中 2小 1 小 2 小 3 小 4

市 県 市 県 市 県 市 県 市 県 市 県 市 県

※体力・運動能力調査における前年度との比較（Ａ＋Ｂの割合）
　小学校　本年度　55.6％（令和６年度比－1.1ポイント）（2028年度　日立市の目標値63.0％）
　中学校　本年度　61.8％（令和６年度比＋2.4ポイント）（2028年度　日立市の目標値68.0％）

７　長欠児童生徒の推移と体力運動能力調査平均値の比較
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◎ 10.0
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12.4

18.3

32.3

35.5
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10.1
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45.1
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◎ 39.7

◎ 47.2

◎  9.6
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◎ 18.4
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14.4

19.7

35.0

39.1

44.8

9.7
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18.3
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〇 16.7
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◎ 53.0

〇  9.3

◎157.1

◎ 22.4

◎ 57.0

16.7

21.7

37.4

42.4

51.5

9.3

154.3

21.6

55.8

19.4

◎ 23.2

◎ 41.7

◎ 46.1

◎ 59.5

◎  8.8

◎165.7

24.8

◎ 62.0

19.9

22.8

41.3

45.5

56.5

8.9

165.3

25.1

61.4

◎ 25.2

◎ 25.9

◎ 47.3

◎ 50.4

◎ 75.3

◎  8.3

◎192.0

18.4

◎ 39.1

25.1

25.3

45.8

49.9

69.3

8.4

187.2

18.5

37.5

30.1

27.1

◎ 50.1

◎ 52.2

◎ 85.4

◎  7.7

◎204.9

21.4

◎ 45.5

30.4

27.3

49.0

52.0

80.7

7.8

202.7

21.6

44.8

34.5

◎ 30.0

◎ 54.1

◎ 56.8

◎ 93.1

〇  7.4

◎218.4

22.9

◎ 52.4

34.9

29.5

52.5

55.4

88.9

7.4

215.4

23.6

51.4

◎  8.8

◎ 13.0

◎ 31.8

◎ 27.4

◎ 18.5

◎ 11.7

◎112.2

5.7

◎ 33.7

8.5

12.5

29.9

26.5

17.3

11.8

109.2

5.8

32.1

○ 10.0

◎ 15.9

◎ 33.4

◎ 31.0

◎ 25.3

○ 10.9

◎121.7

◎  8.0

◎ 40.7

10.0

15.0

32.0

30.1

24.0

10.9

118.8

7.8

39.4

11.6

◎ 18.1

◎ 37.0

33.6

〇 29.3

〇 10.4

◎129.0

◎ 10.0

◎ 46.7

11.7

17.4

35.4

33.9

29.3

10.4

127.5

9.9

45.8

◎ 13.8

◎ 20.3

◎ 41.9

◎ 38.3

◎ 38.9

〇  9.9

◎139.4

◎ 12.4

◎ 54.0

13.7

19.4

39.2

37.6

36.3

9.9

137.6

12.1

52.3

15.9

〇 20.9

◎ 44.3

◎ 41.9

◎ 44.4

◎  9.5

◎149.0

◎ 14.4

◎ 58.9

16.2

20.9

41.6

40.8

42.7

9.6

146.3

14.2

57.7

19.3

◎ 21.9

◎ 47.9

◎ 43.9

◎ 48.4

◎  9.0

◎158.1

◎ 16.5

◎ 64.1

19.5

21.5

45.9

43.2

46.7

9.1

156.6

16.2

63.0

◎ 22.3

◎ 22.5

◎ 50.3

◎ 45.7

◎ 53.4

◎  8.9

◎170.1

11.6

◎ 48.2

22.1

22.0

49.1

45.5

49.7

9.0

166.4

11.8

46.8

◎ 24.9

◎ 23.6

◎ 52.0

◎ 46.0

◎ 58.1

〇  8.7

◎173.0

◎ 13.1

◎ 5 2.1

24.5

23.4

51.3

45.9

53.7

8.7

170.3

13.3

51.1

〇 25.9

◎ 24.5

◎ 55.9

◎ 47.9

◎ 57.4

〇  8.6

◎174.8

13.9

◎ 54.8

25.9

24.0

53.9

47.0

53.7

8.6

172.2

14.1

53.5

年度

令和元

令和２

令和３

令和４

令和５

令和６

小学校 中学校

（単位：％）

日立市
1.43

（0.79）
1.28

（0.94）
2.00

（1.32）
3.66

（1.94）
3.72

（3.24）
3.73

（2.29）

茨城県
1.50

（0.90）
1.83

（1.06）
3.25

（1.57）
4.93

（2.35）
4.74

（2.16）
4.49

（2.15）

全国
1.41

（0.83）
1.82

（1.00）
2.89

（1.30）
3.18

（1.70）
3.58

（2.14）
3.85

（2.30）

日立市
5.33

（4.18）
6.39

（4.91）
7.07

（5.46）
9.47

（6.32）
8.34

（7.02）
9.48

（8.07）

茨城県
4.82

（3.78）
5.21

（3.95）
7.72

（5.44）
9.80

（6.96）
9.36

（6.68）
9.24

（6.82）

全国
5.01

（3.94）
5.36

（4.09）
7.13

（5.00）
8.14

（5.98）
8.54

（6.71）
8.67

（6.79）
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８　学校運営協議会制度推進事業について

学校と地域がともに目指す「育てたい児童生徒の姿」の実現に向けて、

学校運営とその運営に必要な支援に関する協議を充実させます

学校運営協議会に関する法改正

【熟議の内容の例】
・教育課程の改善・充実や特色ある学校づくり、地域づくりに向けた具体的な取組や支援について
・学校と地域住民等との連携・協力の促進について
・児童生徒や学校、家庭及び地域における教育課題について
・未来を担う子供たちの豊かな学びと成長に必要な支援について
・学校関係者評価について　
・業務量管理・健康確保措置の実施について　等

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条
の５第４項」が以下の通りに改正されました。

学校 地域 
 

 

 

 

 

連携・協働 

 

地域学校協働活動

　地域住民、保護者、学生、NPO法人、
民間企業、団体・機関等の幅広い方々の
参画を得て、地域全体で児童生徒の学び
や成長を支えます。
　「学校を核とした地域づくり」を目指
し、地域と学校が相互にパートナーとし
て連携・協働し様々な活動を行います。

 

学校運営協議会

　学校運営に関する事項に対し、一定の
権限をもち意思決定を行う合議制の機関
です。協議会の委員は、学校運営の当事
者として責任をもって参画します。
・学校運営の基本方針の承認（必須）
※業務量管理・健康確保措置の実施を含む。
・学校運営に関する意見の申出
・教職員の任期に関して教育委員会規則

に定める事項についての意見の申出

地域とともにある学校運営のために
　関係者がみな当事者意識をもち、児童生徒がどのような課題を抱えているのか実態を共有するとと
もに、地域でどのような児童生徒を育てていくのか、何を実現していくのかという目標・ビジョンを共有

すするために「熟議（熟慮と議論）」を重ねます。

　学校運営の基本方針について承認を得る際に、「業務量管理・健康確保措置の実施に関すること」

を含むことが必須に！！

４　対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成、当該対象学校における公立

の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和四十六年法律第七十七号）第

七条第一項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施その他教育委員会規則で定める事項につ
いて基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。

社会教育施設・団体

保護者

ＰＴＡ

文化団体

ボランティア等団体

スポーツ団体

企業・ＮＰＯ

地域学校協働
活動推進員

地域学校協働
活動推進員
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８　学校運営協議会制度推進事業について

学校と地域がともに目指す「育てたい児童生徒の姿」の実現に向けて、

学校運営とその運営に必要な支援に関する協議を充実させます

学校運営協議会に関する法改正

【熟議の内容の例】
・教育課程の改善・充実や特色ある学校づくり、地域づくりに向けた具体的な取組や支援について
・学校と地域住民等との連携・協力の促進について
・児童生徒や学校、家庭及び地域における教育課題について
・未来を担う子供たちの豊かな学びと成長に必要な支援について
・学校関係者評価について　
・業務量管理・健康確保措置の実施について　等

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条
の５第４項」が以下の通りに改正されました。

学校 地域 
 

 

 

 

 

連携・協働 

 

地域学校協働活動

　地域住民、保護者、学生、NPO法人、
民間企業、団体・機関等の幅広い方々の
参画を得て、地域全体で児童生徒の学び
や成長を支えます。
　「学校を核とした地域づくり」を目指
し、地域と学校が相互にパートナーとし
て連携・協働し様々な活動を行います。

 

学校運営協議会

　学校運営に関する事項に対し、一定の
権限をもち意思決定を行う合議制の機関
です。協議会の委員は、学校運営の当事
者として責任をもって参画します。
・学校運営の基本方針の承認（必須）
※業務量管理・健康確保措置の実施を含む。
・学校運営に関する意見の申出
・教職員の任期に関して教育委員会規則

に定める事項についての意見の申出

地域とともにある学校運営のために
　関係者がみな当事者意識をもち、児童生徒がどのような課題を抱えているのか実態を共有するとと
もに、地域でどのような児童生徒を育てていくのか、何を実現していくのかという目標・ビジョンを共有

すするために「熟議（熟慮と議論）」を重ねます。

　学校運営の基本方針について承認を得る際に、「業務量管理・健康確保措置の実施に関すること」

を含むことが必須に！！

４　対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成、当該対象学校における公立

の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和四十六年法律第七十七号）第

七条第一項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施その他教育委員会規則で定める事項につ
いて基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。

社会教育施設・団体

保護者

ＰＴＡ

文化団体

ボランティア等団体

スポーツ団体

企業・ＮＰＯ

地域学校協働
活動推進員

地域学校協働
活動推進員

２　生徒の健康管理や学習との両立等を考慮するため、休養日の設定及び活動時間について、

　　次の３点について特に留意する。

１　部活動経営方針及び年間活動計画書、部活動実績表について

　学校長の示す方針のもと、全職員で共通理解の上、教育課程に関連付けて作成し、学校ホーム

ページで公開する。

（１）部活動活動方針届

毎年４月20日までに市教育委員会指導課長あてに提出する。
（２）各部の年間活動計画書

毎年５月10日までに各部の年間活動計画書をまとめ、
市教育委員会指導課長あてに提出する。

（３）各月の部活動活動計画、活動実績を各校のホームページ上に公開する。

○ホームページ公表の様式については、活動計画、活動実績が明らかなものであ
れば各学校で作成したものでよい。

○防犯上、開始時刻や終了時刻は公表しないことが望ましい。
【参照】 令和５年３月28日付　事務連絡　
　　　 茨城県部活動の運営方針（改訂版）別添資料の追加について

（１）対外競技参加承認申請書の提出

市外での対外競技に参加する場合、実施１０日前必着で、対外競技参加承認申請書を
市教育委員会指導課長あてに提出する。

（２）県外における対外競技参加について

県外の対外競技に参加の必要がある場合は、申請書に併せて趣意書（対外競技参加承
認申請に係る概要について）と大会要項等を添付する。

３　市外における対外競技参加について

（１）休養日の設定について
○週当たり、平日は１日以上の休養日を設ける。休日は原則行わないこととする（練習試

合等を除く）。
○夏季・冬季休業中は１週間以上の連続した長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。
○部活動を行わない日
　・定期試験等の実施前の一定期間

　・８月12日～ 16日（お盆）・11月13日（県民の日）

　・12月28日～１月４日（年末・年始休業日）

　・その他「学校閉校日」と定められた日

※練習試合等、実施可能日を除き休日の部活動は原則行わない。

（２）活動時間について

　○１日の活動時間は、平日は２時間を上限、休業日は３時間を上限とする。
　○原則として朝の活動（朝練）は行わない。

※特例で行える朝の活動は大会等の直前かつ、放課後のみの活動では施設等を使用できな
いケースに限る。

※実施する場合は、放課後の活動と合わせ１日当たりの上限で活動する。

（３）学校単位で参加する大会数について

　○参加する大会については、市中学校体育連盟及び市学校長会で精選の上、周知予定。

対外競技の際に
は、活動場所・
移動手段等を早
めに確認し、生
徒・保護者に連
絡しましょう。

９　部活動運営体制と地域展開について
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５　地域人材の活用

「日立市地域エキスパート活用事業の活用マニュアル」を参考にして、地域エキスパー
トを積極的に活用する。

６　休日の部活動地域展開の推進

　令和８年度から、学校で行われている休日の部活動（練習試合等を除く）を原則行わないこととする。

【休日の部活動地域展開Ｑ＆Ａ】

Ｑ１　平日の部活動はどうなるの？
　　　令和８年度も平日は、今までどおり学校部活動があります。
Ｑ２　総合体育大会や新人体育大会前の休日に、練習試合を実施することはできるの？
　　　練習試合等実施可能日を設定しています。（学校の行事予定表等を確認してください。）
Ｑ３　休日に地域での吹奏楽活動ができる場所はあるの？
　　　吹奏楽連盟等と連携して、休日に活動する地域の吹奏楽団の設立を目指しています。
Ｑ４　費用負担はどのようになるの？
　　　子供たちの自由選択による社会的活動なので保護者負担です。
Ｑ５　大会はどうなるの？
　　　令和８年度も中学校体育連盟主催の総合体育大会・新人体育大会や、吹奏楽連盟のコン

クールは実施されます。

４　生徒が家庭および地域の行事等に参加しやすいように次の点について留意する

各部の年間活動計画書は年度最初の保護者懇談会にて配付する。
予定がわかると
家族も安心。計
画的な活動でレ
ベル UP ！

休日の活動先
QRコード

スポーツ少年団・クラブ等 日立市文化少年団 日立市職業探検少年団

休日の部活動の地域展開イメージ図

新たに立ち上げる予定

保護者による個人・グループ練習の見守りラグビー等学校部活動
にない種目に参加

等

職業探検少年団等
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５　地域人材の活用

「日立市地域エキスパート活用事業の活用マニュアル」を参考にして、地域エキスパー
トを積極的に活用する。

６　休日の部活動地域展開の推進

　令和８年度から、学校で行われている休日の部活動（練習試合等を除く）を原則行わないこととする。

【休日の部活動地域展開Ｑ＆Ａ】

Ｑ１　平日の部活動はどうなるの？
　　　令和８年度も平日は、今までどおり学校部活動があります。
Ｑ２　総合体育大会や新人体育大会前の休日に、練習試合を実施することはできるの？
　　　練習試合等実施可能日を設定しています。（学校の行事予定表等を確認してください。）
Ｑ３　休日に地域での吹奏楽活動ができる場所はあるの？
　　　吹奏楽連盟等と連携して、休日に活動する地域の吹奏楽団の設立を目指しています。
Ｑ４　費用負担はどのようになるの？
　　　子供たちの自由選択による社会的活動なので保護者負担です。
Ｑ５　大会はどうなるの？
　　　令和８年度も中学校体育連盟主催の総合体育大会・新人体育大会や、吹奏楽連盟のコン

クールは実施されます。

４　生徒が家庭および地域の行事等に参加しやすいように次の点について留意する

各部の年間活動計画書は年度最初の保護者懇談会にて配付する。
予定がわかると
家族も安心。計
画的な活動でレ
ベル UP ！

休日の活動先
QRコード

スポーツ少年団・クラブ等 日立市文化少年団 日立市職業探検少年団

休日の部活動の地域展開イメージ図

新たに立ち上げる予定

保護者による個人・グループ練習の見守りラグビー等学校部活動
にない種目に参加

等

職業探検少年団等

１　事業内容

１０　日立市教育研究所主催の主な事業

（１）教育課題調査研究事業

（２）教職員研修事業

日立市教職員研修の重点

　今日的な教育課題に関する調査研究を実施し、学校の教育活動が円滑に推進でき
るよう成果の普及に努める。

〇学習指導や新たな教育的課題に関する、
　実践的、専門的な知識・技能等の習得

〇基盤となる学級経営の充実

いじめ・不登校等の未然防止に向けて

　教育実践上の課題解決や教職員の資質向上のための研修を企画・運営していきます。
　教育研究会等との共催研修も行っております。教育研究所発行の「りさーち」、または
ホームページを御覧ください。

職層や経験に

応じた研修

〇新規採用教員研修

〇特別支援教育研修

〇幼児教育と小学校教育の

　接続のための研修

〇WEBＱＵ活用研修   　等

専門性を高める

ための研修
特別研修

〇教師力パワーアップ講座

　　　　　　　　　　　　等

〇一般教養研修
　　　　　　　等

スキルアップを目指して！

学力向上、育成を目指す資質・能力の実現に向けて

・教育課題解決のための専門的・実践的な調査研究
・幼児、児童生徒の学習・生活に関する意識や実態についての調査研究
・幼児、児童生徒の理解のための教育的資料の作成や教育情報の収集と提供
・教育課題調査研究会議の設置と委嘱した教職員による調査研究
・研究報告書の作成と研究成果の普及

　【令和７年度の例】
　・デジタル学習基盤を活用した授業
　　づくり
　・算数障害の理解と指導法
　・互いのよさに気づき、認め合う学
　　級づくりの実践

【研究主題】
問いから考える
学習者主体の授業づくり

〈令和６年度〉

ー小学校段階のデジタル技術の
活用を通してー

〈令和７年度〉

ー中学校段階のデジタル技術の
活用を通してー
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２　その他

（３）教育相談事業

（４）こども発達相談センター事業

こども発達相談センター（日立市教育プラザ３Ｆ）

対象：４歳～中学３年生・義務教育学校９年生に関する相談

〇心理検査器具の貸出し

　・WISC-Ⅳ、田中ビネー

〇心理検査員の派遣

　※教育研究所へお問合せください。

〇教育研究所の事業等に関する情報
　・広報誌「りさーち」
　・校務支援システム書庫＞閲覧＞教育委員会＞
　　教育研究所
〇プログラミング教材の貸出
　micro:bit等

学校訪問相談

　各小・中・義務教育学校に学校訪問担当相
談員を派遣し、児童生徒、保護者、教職員等
に教育相談を実施する。
　面接相談や家庭訪問を行う。

教育支援センター「ちゃれんじくらぶ」

〇開 級 日：月（午後）・火・木・金曜日

〇利用対象：原則として小学４年生～中学３年生

　　　　　　義務教育学校は、４年生～９年生

　見学・入級については、学校から教育研究
所へお問い合わせください。

〇体験活動（令和７年度実施）

　・歴史・動物ふれあい体験（６月）
　・助川山ハイキング（11月）
〇研修会

　・不登校に関する研修会（12月）　

不登校対策支援事業

＊多賀教室　☎38-7802　
　　（日立市立多賀図書館４Ｆ）

＊日立教室　☎23-9102
　　（日立市教育プラザ３Ｆ）

　いじめ、不登校等の
未然防止、早期発見・
対応を目指します。

　教育相談員による電話相談や面接相談を行います。相談の過程で、必要に応じて心理検査、医

療相談、小集団活動等を御案内いたします。検査結果については、保護者の希望により、園・学校、
医療機関等へ情報提供します。
※面談や検査結果分析の参考に、お子さんの学校での様子をお聞きすることがあります。その際
は御協力をお願いします。

　医師に相談するこ
とができます。

　SSTの手法を取り入れ
た活動を実施しています。

医療相談
５月～３月（８月を除く）

小集団活動
（なかよし教室） 　保護者、教職員、児童生徒の支援に関わる方

等が、よりよい支援について、理解を深められる
ようにするための研修会を実施しています。

発達障害の理解と支援研修会

　各園・学校から当センターを紹
介した場合は、教育研究所までお
知らせください。

　面接相談は予約制です。保護者
が直接電話でお申込みください。

☎ 22-2525

　不登校の児童生徒に対し、様々な
人と関わりながら達成感や充実感を
味わえる体験の機会を提供します。

　不登校の児童生徒の社会的
自立に向けた支援について研
修する機会を提供します。

　不登校の児童生徒に対し、自立心
や適応力を高め、社会生活への自立
を支援します。
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１１　令和８年度日立市の主な事業

○指導課の事業

№ 事業名等 事業等の概要 対象

1
外国語指導助手
活用による英語
力育成事業

○小学校
　・１・２年…15分（朝自習の時間等）×９回
　・３・４年…35時間　　・５・６年…70時間
○中学校【日数配置とする】
　　１年…70時間　２年…35時間　３年…30時間
○ 授業以外の休み時間等の時間を積極的に活用する。 

小学校
中学校

2 日立理科クラブ
の活用

○ＮＰＯ法人日立理科クラブによる理科の授業、クラブ活動等の支援により、
本市の科学学習の振興を図る。

　・【授 業 支 援】：理科授業の質の向上、学力の向上及び個別の支援の充
　　　　　　　　実を図るため、教員及び授業の支援を行う。授業準備、
　　　　　　　　教材作成のみの支援も可。

　・【理科室のおじさん】：各小学校に週１～２日常駐し、理科授業の支援、実験
　　　　　　　　の準備、理科室・理科準備室の整備等を行う。

　・【理数アカデミー】：意欲のある小・中学生を対象に、東京大学や茨城大学
　　　　　　　　との連携を図ったハイレベルな実験や授業､ 先端科学
　　　　　　　　技術研究所等の見学を行い、科学の不思議を学習する。 

　・問い合せ：指導課（22-3111）　・日立理科クラブ（24-3104）

全校

3 星空学習
○プラネタリウム（日立シビックセンター天球劇場）を利用して、星や月等

への理解を深めるための校外学習を支援する。
　・補　助:バス送迎運行経費

小学校
（４年） 

4 子ども読書活動
推進事業

○確かな学力と豊かな心をもった子供を育成するため、「日立市子ども読
書活動推進計画 2025 ～ 2029」に基づき、子供の読書活動を一層推進
する。

　・読書活動の推進
　・県事業「みんなにすすめたい一冊の本推進事業」への積極的な参加
　・各教科における学校図書館を活用した授業の推進
　・司書教諭等の研修会の充実
　・子ども読書活動推進アドバイザーによる学校訪問

全園
全校

5 郷土学習

○日立市郷土博物館、日鉱記念館、日立オリジンパーク小平記念館等の見学
を行い、郷土日立への理解を深めるための校外学習を支援する。

　・補　　助：バス送迎運行経費
　・連絡調整：学校が行う⇒見学先、バス会社

小学校
（６年）

6
のびゆく日立・
社会科学習ノー
トの配布

○小学校学習指導要領の目標及び内容を踏まえて、日立市の産業や伝統・文
化について問題解決的な学習が展開できるように小学生用の社会科副読本
を配布する。

　・配布物：のびゆく日立（３年生）及び社会科学習ノート･･･小学３年生
　　　　　　のびゆく日立（４年生）　　　　　　　　　　 ･･･小学４年生

小学校
（３・４年）

7 ＮＩＥ推進事業

〇１つの事象について複数の新聞記事を比較し読み解くことで、現代の児童
生徒に必要な様々な能力を高め、変化の激しい社会を生き抜く力を身に付
けることを目的とし、各校が新聞２紙を購読できるよう支援する。

　・期間：４月～３月
　・ＮＩＥに関する研修の実施

全校

8 未来パスポート

○児童生徒が、自分のよさや普段の頑張り、将来の希望等について記録し、
担任や保護者から励ましのコメントをもらったり、学校生活のさまざまな
場面や、小中学校を通した成長の振り返りに活用したりすることで、児童
生徒の自己肯定感を高め、将来の夢を育む。

　・活用方法：道徳科の時間、学級活動、学校行事での事前指導及び事後指
導、面談時の資料等。

全校

２　その他

（３）教育相談事業

（４）こども発達相談センター事業

こども発達相談センター（日立市教育プラザ３Ｆ）

対象：４歳～中学３年生・義務教育学校９年生に関する相談

〇心理検査器具の貸出し

　・WISC-Ⅳ、田中ビネー

〇心理検査員の派遣

　※教育研究所へお問合せください。

〇教育研究所の事業等に関する情報
　・広報誌「りさーち」
　・校務支援システム書庫＞閲覧＞教育委員会＞
　　教育研究所
〇プログラミング教材の貸出
　micro:bit等

学校訪問相談

　各小・中・義務教育学校に学校訪問担当相
談員を派遣し、児童生徒、保護者、教職員等
に教育相談を実施する。
　面接相談や家庭訪問を行う。

教育支援センター「ちゃれんじくらぶ」

〇開 級 日：月（午後）・火・木・金曜日

〇利用対象：原則として小学４年生～中学３年生

　　　　　　義務教育学校は、４年生～９年生

　見学・入級については、学校から教育研究
所へお問い合わせください。

〇体験活動（令和７年度実施）

　・歴史・動物ふれあい体験（６月）
　・助川山ハイキング（11月）
〇研修会

　・不登校に関する研修会（12月）　

不登校対策支援事業

＊多賀教室　☎38-7802　
　　（日立市立多賀図書館４Ｆ）

＊日立教室　☎23-9102
　　（日立市教育プラザ３Ｆ）

　いじめ、不登校等の
未然防止、早期発見・
対応を目指します。

　教育相談員による電話相談や面接相談を行います。相談の過程で、必要に応じて心理検査、医

療相談、小集団活動等を御案内いたします。検査結果については、保護者の希望により、園・学校、
医療機関等へ情報提供します。
※面談や検査結果分析の参考に、お子さんの学校での様子をお聞きすることがあります。その際
は御協力をお願いします。

　医師に相談するこ
とができます。

　SSTの手法を取り入れ
た活動を実施しています。

医療相談
５月～３月（８月を除く）

小集団活動
（なかよし教室） 　保護者、教職員、児童生徒の支援に関わる方

等が、よりよい支援について、理解を深められる
ようにするための研修会を実施しています。

発達障害の理解と支援研修会

　各園・学校から当センターを紹
介した場合は、教育研究所までお
知らせください。

　面接相談は予約制です。保護者
が直接電話でお申込みください。

☎ 22-2525

　不登校の児童生徒に対し、様々な
人と関わりながら達成感や充実感を
味わえる体験の機会を提供します。

　不登校の児童生徒の社会的
自立に向けた支援について研
修する機会を提供します。

　不登校の児童生徒に対し、自立心
や適応力を高め、社会生活への自立
を支援します。
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№ 事業名等 事業等の概要 対象

9 ＷＥＢＱＵの
実施と活用

○学校生活における児童生徒一人一人の意欲や満足度を分析することによ
り、不登校やいじめの未然防止・早期発見を図る。また、学級集団の状態
を分析し、学級崩壊等の未然防止を図る。

　・実施時期：年２回実施（①５月、②10月）

小学校
中学校

10 生活指導員配置
事業

○小・中・義務教育学校において、特別な支援を必要とする児童生徒に対し、
日常生活動作の介助や学習活動上の支援を行うため、必要に応じて生活指
導員を配置する。

　＜業務内容＞
　・特別な支援を必要とする児童生徒に対する生活指導及び学習支援。
　・その他児童生徒の学校生活支援に関し、必要と認められるもの。　

小学校
中学校

11
総合的な学習の
時間実践支援事
業

○地域や学校、児童生徒の実態に応じて、各学校の創意工夫を生かした特色
ある教育活動ができるよう支援する。

○経費
　・報　償　費：（講師への謝礼金）
　・消 耗 品 費：（文具、用紙、インク、図書等単価が10,000円未満のもの）
　・印刷製本費：（画像のプリント・引伸ばし外注する印刷物に要する経費）
　・通信運搬費：（切手・ハガキ代）

全校

12 中学生等社会体
験事業

○職業生活を実体験できる職場体験学習を実施し、社会人としての生き方や
ルールを学ぶ。

　・対　　象：中学２年生
　・実施時期：各学校の実施計画による
   　（特定の時期に集中しないように学校間で調整した３日間）
　・活動場所：日立市内を中心とした職場、事業所等

中学校
（２年） 
日立特別
支援学校
中学部 

13 普通救命講習

○応急手当の大切さを知るとともに救命技術を習得し、教育の観点から命の
大切さを学ぶことを目的とする。

　・普通救命講習Ⅰの修了（心肺蘇生法とＡＥＤの使用）
　・心肺蘇生トレーニングキット（あっぱくんライト：最大50セット）の

貸出を小・中学校全学年対象に行う。

中学校
（１年）

14 地域エキスパー
ト活用事業

○専門的な指導が必要な部活動（運動部・文化部）等に、地域（外部）の人
材を活用し、指導の充実を図る。（年間30名程度）

　・対　象：年間で活用を検討している部活動あるいはクラブ活動
　・支　援：１回あたり3,000円の謝金（年間最大27回）の負担、人材紹介

全校

15 いのちの教育

○性に関する指導・教育を、いのちの大切さを学び、自尊感情を高めるもの
と捉え、児童生徒の発達段階に即した指導を行う。

　・内　容：小・中学校における医師、助産師等が伝える「いのちの教育」
　　　　の実施

小学校
（4年）
中学校

（3年）

16 日立地区学校
警察連絡協議会

○日立市内の学校と警察が、児童生徒の生活に関する情報を交換し、児童生
徒の非行防止や安全を守るための協議会を実施する。

　・会　　員：市内小・中・義務・高等学校、特別支援学校、日立警察署、
　　　　　ＰＴＡ、教育委員会、青少年健全育成会議、児童相談所、保
　　　　　護司会等

　・協議内容：児童生徒を対象とした犯罪の概況、交通安全情報、児童生徒
　　　　　に関する講演、情報交換等

全校

17

日立市いじめ調
査委員会・日立
市いじめ問題対
策連絡協議会

○大学教員、弁護士、人権擁護委員、医師、児童相談所職員等で組織し、い
じめの未然防止や関係機関の連携、早期解決に向けた協議、審査を行う。
重大事態発生時には、必要に応じていじめの事実関係の調査を行う。

　・参考資料：日立市いじめ防止基本方針（平成30年5月改定）

全校

18 教育振興大会

○各幼稚園、認定こども園、小・中学校、義務教育学校、特別支援学校職員
及びＰＴＡ会員が一堂に会し、永年勤続及び日頃の教育実践研究の成果を
たたえ、本市教育の振興を図る。

　・教育振興大会：８月6日（木）　永年勤続表彰、他

全園
全校
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№ 事業名等 事業等の概要 対象

19 教育長表彰

○学習、文化、スポーツ、奉仕活動等で他の模範となる業績をあげた本市の
幼児、児童生徒を表彰することにより、本市の学校教育における学習・文
化・体育及び奉仕活動等の伸長を図る。

　・推薦時期：12月中旬（学校→指導課に申請書・賞状等の提出）
　・推薦規準：日立市教育委員会教育長表彰規程による。

全園
全校

20 教育ボランティ
ア支援事業

○各幼稚園、認定こども園、小・中学校、義務教育学校、特別支援学校における、
学生等の教育ボランティア活動が円滑に実施できるように支援を行う。

　・支援内容：指導補助や補充的な学習の補助、児童生徒の遊び相手等｡

全園
全校

21 学校通訳ボラン
ティア派遣事業

○日本語を話せない児童生徒（外国人等）が、十分な教育を受けられるよう
に、通訳ボランティアを派遣し、対象児童生徒の学校生活を支援する。

　・学校からの要請をもとに、指導課を通じ適任者を派遣する。
　・謝礼金（交通費を含む）の支払いを指導課が行う。

全校

22 ＩＣＴ支援員派
遣事業

○小・中学校、義務教育学校、特別支援学校において、児童生徒や教員がＩ
ＣＴを効果的に活用できるようＩＣＴ支援員を配置する。

　・授業中の児童生徒・教員へのＩＣＴ機器操作支援
　・デジタル教科書及び授業支援ソフト等の更新作業の支援
　・ＩＣＴ機器を活用した校内研修

全校

23 デジタル教科書
活用推進事業 

○デジタル教科書を導入し、デジタル教科書の動画やアニメーション等のデ
ジタルコンテンツを有効に活用し、教育活動の一層の充実を図る。

　・教師用デジタル教科書（全学年主要教科導入：教科は学年により一部異なる）
　・学習者用デジタル教科書（小５～中３年生：英語　等）

小学校
中学校

○学務課の事業

№ 事業名等 事業等の概要 対象

1 少人数指導教員
配置事業

○少人数指導により、児童一人一人の学習のつまずきに気付き、学ぶ意欲の
向上と基礎・基本の定着を図る。

○複数の教員が対応することで、登校渋りやいじめの兆候を見逃さず、安全
で楽しい学校生活の環境を整える。

○特別な支援が必要な児童へ複数の教員が関わることで、児童・保護者・教
員の相互理解を深め、インクルーシブ教育を推進する。

　《配置基準》
　・特別支援学級在籍児が交流学級で生活することにより、35人を超える学級
　・教育長が特に配置の必要を認める学級

小学校

○生涯学習課の事業

№ 事業名等 事業等の概要 対象

1 豊かな体験支援
事業

○地域の人材や企業等の協力を得て、土曜日、長期休業中の多様な経験や体
験の機会を増やし、子供たちの休日の教育支援体制の充実を図る｡

　【地学教室】小・中学生対象　「夏休みこども地学教室」
　【食育講座】小学３・４年生対象　「わくわくキッチン」
　【伝統芸能】中学校３校程度
　【英語体験活動】小学１～４年生対象　「わくわくイングリッシュ」

小学校
中学校

2 職業探検少年団
事業

○児童生徒一人一人の勤労観、職業観を育てるキャリア教育の一環として、
各種の職業を探検（見る・聞く・体験）する。

　【小・中学生対象】農業、林業、水産業、ものづくり、パソコン、福祉・医療、
科学、建築デザイン、観光、メディア、あきんどの11少年団

小学校
中学校
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№ 事業名等 事業等の概要 対象

3 「ひたち大好き
博士」事業

〇地域の行事や市内イベントへの参加、市内公共施設での見学や体験等を通
して「自分が住むまち“ひたち”を知る・学ぶ・楽しむ」活動を行ったこ
とをポイント化し、「ひたち大好き博士」に認定する。

　・「ひたち大好き博士」の認定
　　ポイントに応じて「初級博士、中級博士、上級博士、名誉博士」に認定

し、認定者には、記念バッジと認定証を交付する。（ポイントは小・中
学校９年間引き継ぎます。）

　・ひたち大好きパスポートの作成・配布
　　対象施設の無料利用、活動記録、博士認定に必要なポイントの押印で使

用するパスポートを作成し、配布する。（パスポートは３年間使用。小
学１年生、小学４年生、中学１年生に配布。）

小学校
中学校

4 放課後子ども教
室推進事業

〇共働き家庭等も含めた全ての子供を対象として、学校施設や公共施設等の
安全・安心な活動場所を活用し、地域住民や大学生等の様々な人材の協力
を得て、学習支援や多様な体験プログラム、交流活動を実施する。

　・実施場所：小学校及び隣接施設　22教室
　・実施日：年間90回（平日週２回、長期休業期間20回）程度/教室

小学校

5

放課後児童クラ
ブ運営事業（放
課後児童健全育
成事業）

〇放課後や学校休業日に、保護者が就労等により家庭にいない児童に適切な
遊び及び生活の場を提供し、利用児童の健全育成を図る。

　〈公設児童クラブの開設状況〉　
　・開設場所　小学校22校（中里小中学校除く）及び特別支援学校
　・開設時間　（放課後）下校後18時まで　※19時まで延長有
　　　　　　　（学校休業日）８時から18時まで
　　　　　　　　　　　　　  ※７時30分から19時まで延長有

小学校
日立特別
支援学校

6 ラジオ体操普及
事業

〇ラジオ体操の考案者の一人が、水木町出身の遠山喜一郎氏であることから、
ラジオ体操を郷土の宝とし、全市民への認知と普及に取り組むことで、市
民の生活習慣の改善、健康増進を図るとともに世代間交流の機会を増やし、
地域社会の活性化を目指す。

　・指導員の派遣
　　ラジオ体操を正しく、効果的に実施するため、実施団体（学校、子ども

会、地域等）に指導員を派遣する。
　・「夏休み！チャレンジ☀︎ラジオ体操！！」の実施
　　児童生徒の生活リズムを整えるとともに、健康維持・体力づくりを図る

ため、夏休み期間におけるラジオ体操の取組みを促進する。
　・日立市長杯ラジオ体操コンクール
　　ラジオ体操第一の動作を競う団体戦を行う。

小学校
中学校

7 家庭教育推進事
業

○子育て中の親に対し、家庭教育の大切さを啓発し、家庭教育啓発事業の充
実を図る。

　・小学１・２年生の親子学習会等の行事の前後に、希望校において、保護
者向け家庭教育講話を実施する。

　・就学時健康診断又は入学説明会で、希望校において、保護者向け家庭教
育講話を実施する。

小学校
（低学年保

護者）

○教育研究所の事業

№ 事業名等 事業等の概要 対象

1 特別支援教育推
進体制充実事業

〇近隣地区の学校等を単位とした特別支援教育推進グループを設置し、学校
間の連携・協働体制を構築することで、地域全体の特別支援教育の向上を
図る。

　・定期的に特別支援教育コーディネーター会議を開催する。

幼稚園
小学校
中学校
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コラム
『はじめの一歩を』

　「『走る』という意思は、はじめの一歩にのみ必要で、あとは勢いで進んでいける。次の決断は走るのをやめる
とき････。」という内容の話を聞きました。なるほどと思うと同時に、子供たちの学習と同じだなと感じました。
　走りだして気分がよければどんどん走って行けるでしょう。流れていく景色が変わっていけば、もっと見てみ
たくなるかもしれません。
　疲れたらペースダウンをして歩くのもいいでしょう。遠くまで行くためには休憩も必要になります。
　そうしてたどり着いた先にはどんな風景が広がっているのでしょうか。
　子供たちはどこまで学び続けるのか。その先にはどんな光景が待っているの
か。我々がすべきことは、学び始める「はじめの一歩」を踏み出させること。
そして学ぶことをやめさせないようそれぞれに応じたサポートをしていくこと。
「面白そう。もっと知りたい。」と思わせて、「つまらない。もうやめた。」と思
わせない。
　そのために必要なのは、研修し続けて自分を磨いていくことなのだなと改め
て感じています。

令和７年度　日立市教育研究会長　　　　　　　　　
日立市立日高中学校長　　芳賀　俊英　

コラム

　日立市固有の文化・伝統・産業・特色ある施策等の「ひたちらしさ」を、
幅広い世代に親しみやすく、わかりやすく伝えるための「日立市公式
PRキャラクター」です！

１２　日立市学校教育のあゆみ

　日立市教育委員会ＨＰ内「小・中・義務教育・特別支援学校」のページ

に掲載しております。
＜掲載ページ＞

№ 事業名等 事業等の概要 対象

2 特別支援教育に
係る教職員研修

〇各保育園・幼稚園・認定こども園、小・中学校の特別支援教育担当者等の
教職員を対象に、よりよい特別支援教育の在り方について研修を行い、専
門的資質の向上を図る。

全園
小学校
中学校

3 学校への専門家
の派遣

〇小・中学校における校内支援会議等において、専門家の助言を受ける機会
を設け、指導上の課題に即した具体的・実践的な研修を実践することによ
り、教職員の特別支援教育に関する指導力向上に資する。

小学校
中学校

※　「教育課題調査研究事業」「教職員研修事業」については、P61 を参照
※　「こども発達相談センター」「教育支援センター ちゃれんじくらぶ」「学校訪問相談員」等については、
　　P62 を参照

《各事業について、問い合わせ先：２２－３１１１（代）》

○　教育委員会、奨学金に関すること ・教育総務課

○　学校施設、備品に関すること ・学校施設課

○　通学区、転校に関すること
〇　教職員に関する相談（ハラスメント等） ・学務課

○　生涯学習活動、｢ひたち大好きパスポート｣ に関すること ・生涯学習課

○　各種体育施設、学校施設開放に関すること ・スポーツ振興課

○　教育内容、生徒指導に関すること ・指導課

○　教育課題の調査研究、教育に係る研修に関すること
○　幼児、児童生徒の発達や教育上の問題に関する相談 ・教育研究所

○　視聴覚教材の貸し出し ・視聴覚センター
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「日立」の地名と市章について

　「日立」という地名は、1889(明治22）年、宮田村と滑川村が
合併した際に、新村名として付けられた。
　元禄時代、「水戸黄門」として広く知られている水戸藩二代目藩
主徳川光圀が、神峰神社参拝の折、「朝日の立ち昇るさまは領内一」
と讃えた故事によるものと伝えられている。
　市章（市のマーク）は、1940（昭和15）年４月１日に制定された。
　「日立」の「日」の字で円を型取り、「立」の字で花の形を表した
もので、日立市の華麗な発展への願いが込められている。

「日立市民の歌」

　昭和24年6月30日、公募歌詞の中から日立市民の歌審査委員会の審査を経て歌詞を決
定した。作曲は、青森県出身の作曲家、山田栄一（1906－1995）。山田栄一は、東海林
太郎と組んで多くの名曲を作曲し、戦後は映画のテーマ音楽等を作曲した。

「ウミウ」

●1989（平成元）年９月１日制定
　小貝浜がウミウの渡来地として、県の天然記念物に指定され
ており、日立は昔から人々と海との関わりが深かったというこ
となどから選定された。

市の鳥

「さくらダコ」

●2003（平成15）年２月26日制定
　日立市で水揚げされる「さかな」の中から、市民に親しみの
ある市の花「さくら」と同名の「さくらダコ」（ミズダコ）が、
市のイメージに合うという理由で選定された。

市のさかな

「ケヤキ」

●1977（昭和52）年４月19日制定。
　大地に深く根をはり、空をさすように枝を広げた姿が、日立

の発展を表すのにふさわしい木であるという理由等から選定さ

れた。

市の木

「サクラ」

●1977（昭和52）年４月19日制定
　桜は、かつて煙害から日立市の自然を取りもどすために植え
られ(大島桜）、かみね公園や平和通りの桜（ソメイヨシノ）が、
「日本の桜の名所百選」に選ばれていることなどから選定された。
　その後、本市特有の桜が見つかり、平成13年に公募で、『日
立紅寒桜』(ひたちべにかんざくら)と名付けられ、平成18年
８月に新品種として農林水産省により認定された。

市の花

日 立 市 民 の 歌
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日 立 市 民 の 歌
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令和 8 年度

日立の学校教育
未来を拓く人づくり

日立の学校教育
未来を拓く人づくり

日 立 市 教 育 委 員 会

市の花
サ ク ラ

市の木
ケ ヤ キ

市の鳥
ウ ミ ウ

市のさかな
さくらダコ

＊すべては子供たちのために＊
　子供一人一人が「生まれてきてよかった」といえるような人生を歩むためには、
学校・家庭・地域が連携して、様々な場面で学ぶことのできる環境を整備する
ことが重要です。
　子供がもっている無限の可能性を信じて、学ぶ意欲を育むことで、大人も一
緒に育つことができます。
　みんなが「いいところ」を発見して、認め
合い、今こそ連携・協力して、教育に取り組
むことが求められます。
　｢すべては子供たちのために｣みんなで力を
合わせて、これからの未来を担う子供たちの
育ちを支えていきましょう。
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日 立 市 教 育 委 員 会

令和 8 年度
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